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二
梅
・
富
井
両
博
士
の
見
解

H
梅
博
士
の
見
解
に
対
す
る
誤
謬

⇔
梅
博
士
の
「
民
法
要
義
」

曰
梅
博
士
の
見
解

固
富
井
博
士
の
見
解

国
起
草
者
の
見
解
の
ま
と
め

三
鳩
山
・
我
妻
両
博
士
の
見
解

H
鳩
山
博
士
の
見
解

⇔
任
意
代
理
と
「
原
因
主
義
」

「
正
当
理
由
」

回
法
定
代
理
と
「
原
因
主
義
」

固
我
要
博
士
の
見
解

四
そ
の
後
の
学
説
の
展
開

H
前
章
ま
で
の
ま
と
め

⇔
利
益
衡
量
論
的
な
見
解

回
本
人
の
帰
責
性
を
重
視
す
る
見
解

五

結

び
H

―-
0条
の
「
正
当
理
由
」
の
具
体
的
判
断
基
準

⇔
他
の
表
見
代
理
規
定
と
の
関
係

高

森

哉

子

高

森

＇ ノ‘

八

四

郎

(
-
―
―
六
）



七

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
（
民
法
―

-
0条
）
に
お
い
て
相
手
方
が
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
、
代
理
人
の
権
限
外
の
行
為
に
つ
い
て
代
理

権
が
あ
る
と
信
じ
、
か
つ
そ
う
信
じ
た
こ
と
に
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
「
正
当
理
由
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
従
来
「
普
通
の
人
が
、
代
理
権
が
あ
る
も
の
と
信
ず
る
の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
」

（
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
』
―
―
―
七
一
頁
）
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
代
理
権
の
存
在
に
つ
い
て
の
善
意
・
無
過
失
の
こ
と
を
い
う
と
か
な

り
漠
然
と
規
定
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
考
え
方
の
背
後
に
は
、
実
印
等
の
所
持
は
な
ん
ら
か
の
代
理
権
が
与
え
ら
れ
た
と
信
ず
る
に
つ
い
て

の
「
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
」
事
情
だ
と
す
る
判
断
が
あ
り
、
そ
の
判
断
は
実
印
等
の
所
持
が
あ
れ
ば
、
代
理
権
あ
り
と
信
ず
る
の
が

当
然
で
あ
り
、
そ
う
信
ず
る
に
つ
い
て
過
失
は
な
い
旨
を
抽
象
的
に
判
示
す
る
判
例
を
導
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
実
印
等
の
所

持
は
、
な
ん
ら
か
の
代
理
権
が
与
え
ら
れ
た
と
信
ず
る
に
つ
い
て
の
「
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
」
事
情
の
ひ
と
つ
に
は
な
り
得
る
が
、

そ
の
所
持
の
み
を
以
て
、
代
理
人
が
自
称
す
る
当
該
取
引
に
関
す
る
代
理
権
存
在
の
徴
表
と
見
る
に
は
問
題
が
あ
り
す
ぎ
る
。
―

-
0条
に

、
、
、

お
い
て
相
手
方
が
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
、
相
手
方
が
当
該
取
引
に
関
し
て
代
理
人
が
自
称
す
る
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権
が
自
称

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

代
理
人
に
あ
る
と
信
じ
、
か
つ
そ
う
信
じ
た
こ
と
に
正
当
理
由
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
我
妻
説
に
代
表
さ
れ
る
正
当

理
由
の
内
容
に
関
す
る
漠
然
と
し
た
表
現
は
、
正
当
理
由
の
判
断
を
な
ん
ら
か
の
一
般
的
な
代
理
権
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
抽
象
的
な

判
断
に
流
し
や
す
く
、
代
理
人
が
自
称
し
て
い
る
当
該
取
引
に
関
す
る
代
理
権
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
問
題
の
把
握
に
は
至
り
に
く
い
。

正
当
理
由
の
内
容
は
、
正
当
理
由
の
有
無
の
具
体
的
判
断
基
準
と
し
て
機
能
し
う
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
表
見
代
理

(
1
)

（

2
)
 

を
有
権
代
理
的
に
構
成
す
る
高
橋
説
を
除
け
ば
、
正
当
理
由
を
利
益
衡
量
論
的
に
説
明
す
る
の
が
近
時
の
学
説
の
傾
向
で
あ
り
、
あ
る
い

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

序

（
ニ
一
七
）



在
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
③
「
代
理
権
の
有
無
」

第
四

0
巻
第
二
号

（
ニ
―
八
）

は
正
当
理
由
の
内
容
を
具
体
的
判
断
基
準
と
し
て
機
能
し
う
る
よ
う
に
規
定
す
る
と
い
う
努
力
を
放
棄
し
て
、
判
例
に
お
い
て
い
か
な
る

事
実
が
認
定
さ
れ
た
と
き
に
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
と
い
う
認
定
事
実
の
分
類
に
よ
る
研
究
も
な

(
3
)
 

さ
れ
て
い
る
。

実
印
所
持
等
を
め
ぐ
る
判
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
多
く
は
、
①
実
印
な
い
し
白
紙
委
任
状
の
所
持
が
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
そ
れ

を
信
頼
し
た
者
に
は
―

-
0条
の
正
当
理
由
が
認
め
ら
れ
る
と
説
示
し
、
こ
の
考
え
方
を
前
提
に
、
さ
ら
に
具
体
的
な
事
情
を
吟
味
し
て
、

そ
の
判
定
に
対
す
る
「
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
」
を
認
定
し
、
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
即
ち
R
「
疑
念
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
る
事
情
」
の
存

「
本
人
の
意
思
を
確
認
す
べ
き
注
意
義
務
」
を
第
三
者
（
特
に
金
融
業

(
4
)
 

者
）
に
課
し
、
そ
れ
を
怠
れ
ば
「
過
失
」
あ
り
と
し
て
正
当
理
由
を
否
定
す
る
と
い
う
、
三
段
構
え
の
構
成
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
判
例

の
認
定
事
実
か
ら
、
正
当
理
由
を
肯
定
あ
る
い
は
否
定
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
を
抽
出
・
分
類
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は

あ
る
。
し
か
し
、
正
当
理
由
の
有
無
の
具
体
的
判
断
基
準
な
し
に
「
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
」

る
な
ら
ば
、

「
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
」
を
抽
出
・
分
類
す

A
の
事
実
が
あ
る
と
き
は
正
当
理
由
は
肯
定
さ
れ
や
す
い
が
、
そ
れ
に

B
の
事
実
が
加
わ
れ
ば
否
定
さ
れ
や
す
く
な
り
、
そ

れ
に
更
に

C
の
事
実
が
加
わ
る
と
…
…
と
い
う
よ
う
に
結
局
場
当
り
的
な
利
益
衡
量
論
に
陥
る
と
い
う
危
険
性
を
有
し
て
い
る
。

私
見
は
す
で
に
正
当
理
由
の
有
無
の
具
体
的
判
断
甚
準
と
し
て
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が

全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
ゆ
え
に
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」
こ
と
が
、
相
手
方
が
代
理
権
あ
り

(
5
)
 

と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
の
あ
る
こ
と
と
定
式
化
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
起
草
者
を
は
じ
め
と
し
て
主
要
な
学

説
が
、

い
か
な
る
場
合
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
た
か
を
、
私
見
の
基
準
に
照
ら
し
て
検
討
し
、

あ
る
と
き
に
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ

関
法

八

い
か
な
る
客
観
的
事
情
が



二
九
年
）

（
訂
正
増
補
版
の
二
八
三
頁
二
八
四
頁
）

H 

九
二
五
五
頁
二
五
六
頁
（
初
版
明
治

(

1

)

高
橋
三
知
雄
『
代
理
理
論
の
研
究
』

1

一
四
七
頁
以
下
。
表
見
代
理
を
代
理
人
の
代
理
権
の
濫
用
と
し
て
捉
え
る
高
橋
説
に
対
す
る
批
判
は
後
述

す
る
。

(
2
)

川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』
―
―
―
七
六
頁
、
幾
代
通
『
民
法
総
則
』
三
八
五
頁
。

(
3
)

横
浜
弁
護
士
会
編
『
表
見
代
理
の
判
例
と
実
務
』
ニ
ニ
九
頁
以
下
。

(

4

)

高
森
八
四
郎
「
不
動
産
取
引
業
者
と
民
法
―

-
0条
の
『
正
当
理
由
』
」
法
時
五
六
巻
三
号
―
―

10頁
、
同
『
民
法
総
則
（
石
田
喜
久
夫
編
）
』

1

1

―
―
七
頁
。

(

5

)

高
森
八
四
郎
「
不
動
産
取
引
業
者
と
民
法
―

-
0条
の
『
正
当
理
由
』
」
法
時
五
六
巻
三
号
―
二
三
頁
、
同
『
民
法
総
則
（
石
田
編
）
』
ニ
ニ
五

頁
、
高
森
八
四
郎
・
高
森
哉
子
「
夫
婦
の
日
常
家
事
行
為
と
表
見
代
理
」
名
城
法
学
三
八
巻
別
冊
本
城
武
雄
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
一
九
頁
以
下
、

同
「
他
方
名
義
の
不
動
産
処
分
と
日
常
家
事
行
為
」
関
法
一
一
一
八
巻
四
号
一
頁
以
下
、
高
森
八
四
郎
「
白
紙
委
任
状
の
交
付
と
表
見
代
理
」
関
法
四

0
巻
一
号
一
頁
以
下
、
高
森
哉
子
「
借
財
と
日
常
家
事
行
為
」
関
法
四

0
巻
一
号
三
八
頁
以
下
。

梅
・
富
井
両
博
士
の
見
解

梅
博
士
の
見
解
に
対
す
る
誤
謬

我
が
民
法
の
起
草
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
梅
謙
次
郎
博
士
の
著
作
『
民
法
要
義
（
巻
之
一
総
則
編
）
』

上
代
理
人
の
代
理
権
限
に
関
す
る
相
手
方
の
調
査
の
有
無
な
い
し
程
度
が
無
過
失
な
い
し
正
当
理
由
の
判
定
に
お
い
て
―
つ
の
標
準
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
が
民
法
の
起
草
者
は
、
取
引
の
敏
活
を
尊
ぶ
立
場
に
立
ち
、
相
手
方
が
代
理
人
と
取
引
を
な
す
際
に
い
ち
い
ち

そ
の
権
限
を
調
査
す
る
こ
と
は
煩
に
耐
え
な
い
か
ら
、
代
理
権
限
を
調
査
し
な
く
て
も
一
般
的
に
相
手
方
に
は
過
失
は
な
い
と
し
た

（
梅
・
要
義
（
一
）
二
五
六
頁
）
」
（
半
田
吉
信
「
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

(
3
)
」
八
ぎ
ょ
う
せ
い
＞
二

0
九
一
頁
）
と
か
「
も
と
も
と
一

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

る
」
と
い
え
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。

は
、
し
ば
し
ば
以
下
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
る
。
即
ち
そ
の
ひ
と
つ
は
「
今
日
、
判
例

（
ニ
―
九
）



（
梅
・
民
法
要
義
巻
之
一
．
―
-
五
六
頁
）
」
（
高
橋
・
前
掲
二
七
五
頁
）
と
い
う
引
用
の
仕
方
で
あ
り
、

条
の
解
釈
と
し
て
「
一
方
で
、
正
当
理
由
を
あ
げ
、
他
方
で
、
本
人
の
過
失
を
述
べ
る
（
梅
謙
次
郎
「
民
法
要
義
（
巻
之
一
総
則
編
）
」

二
五
五
頁
以
下
）
」
（
安
氷
正
昭
「
越
権
代
理
と
帰
責
性
」
現
代
私
法
学
の
課
題
と
展
望

人
ハ
権
限
ヲ
守
ラ
サ
ル
カ
如
キ
不
誠
実
ナ
ル
代
理
人
ヲ
選
任
ス
ル
ノ
過
失
ア
リ
」
の
部
分
を
引
用
し
て
、
梅
博
士
は
―

-
0条
の
法
的
構

成
と
し
て
「
正
当
理
由
」
と
「
選
任
監
督
上
の
本
人
の
過
失
」
を
考
慮
し
て
い
た
と
い
う
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。

右
に
あ
げ
た
梅
博
士
の
著
作
の
引
用
の
仕
方
、
そ
の
見
解
の
理
解
の
仕
方
に
は
、
私
見
か
ら
す
れ
ば
誤
謬
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
次
に
『
民
法
要
義
（
巻
之
一
総
則
編
）
』
の
訂
正
増
補
版
二
八
三
頁
か
ら
二
八
五
頁
の
全
文
を
引
用
し
、

「
第
百
十
条

第
四
〇
巻
第
二
号

（ニニ
O
)

い
ち
い
ち
権
限
を
調
査
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

い
ま
ひ
と
つ
は
梅
博
士
は
―

1
0

七
頁
）
と
し
、
そ
の
過
失
の
内
容
を
「
本

代
理
人
力
其
権
限
外
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
第
三
者
力
其
権
限
ア
リ
ト
信
ス
ヘ
キ
正
当
ノ
理
由
ヲ
有
セ
シ
ト

キ
ハ
前
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
（
取
二
五

0
、
二
項
三
号
、
旧
商
五
二
、

⇔
梅
博
士
の
『
民
法
要
義
』
及
び
現
代
口
語
訳

ロ
語
訳
を
つ
け
る
。

-
0条
の
立
法
趣
旨
は
、
代
理
人
と
の
取
引
に
際
し
、

関
法

五
三
、
三
四
四
、

本
条
モ
亦
前
条
卜
同
一
ノ
精
神
二
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
善
意
ノ
第
三
者
ヲ
保
護
セ
ン
カ
為
メ
ニ
設
ケ
タ
ル
公
益
規
定
ナ
リ
蓋
シ
代
理

人
力
其
権
限
ヲ
越
ニ
テ
為
シ
タ
ル
法
律
行
為
ハ
全
ク
代
理
権
ナ
ク
シ
テ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
二
此
行
為
二
付
テ
ハ
奄
モ
代
理
関
係

ナ
ク
本
人
ハ
第
九
十
九
条
二
依
リ
テ
責
任
ヲ
負
フ
コ
ト
ヲ
要
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
然
リ
ト
雖
モ
若
シ
第
三
者
ニ
シ
テ
特
二
代
理
人
二
其
権

限
ア
ル
モ
ノ
ト
信
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
正
当
ノ
理
由
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
本
人
二
責
任
ヲ
負
ハ
シ
メ
以
テ
其
第
三
者
ヲ
保
護
ス
ル
ニ
非
サ
レ

中

四
一
六
）

四
〇

現
代



点
筆
者
）

四

モ
ノ
ナ
リ
蓋
シ
代
理
人
卜
法
律
行
為
ヲ
為
ス
者
ハ
必
ス
先
ッ
其
権
限
ヲ
調
査
シ
然
ル
後
法
律
行
為
ヲ
為
サ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
ル

、
、
、
、
、
、
、

ニ
此
場
合
二
於
テ
＾
第
三
者
ハ
其
調
査
ヲ
為
サ
サ
ル
過
失
ア
ル
者
ナ
リ
之
二
反
シ
テ
本
人
ハ
敢
テ
過
失
ア
ル
者
卜
認
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

然
リ
而
シ
テ
其
過
失
ア
ル
第
三
者
ヲ
保
護
シ
テ
却
テ
過
失
ナ
キ
本
人
ヲ
保
護
セ
サ
ル
ハ
頗
ル
権
衡
ヲ
得
サ
ル
カ
如
シ
ト
日
ク
然
ラ
ス
第

三
者
力
代
理
人
卜
法
律
行
為
ヲ
為
ス
毎
ニ
―
一
其
権
限
ヲ
調
査
ス
ル
カ
如
キ
ハ
実
際
其
煩
二
堪
ヘ
サ
ル
所
ナ
リ
故
二
前
二
例
示
セ
ル
場

合
ノ
如
キ
ハ
第
三
者
ヵ
代
理
人
二
権
限
ナ
キ
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
ヲ
以
テ
其
過
失
卜
認
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ス
之
二
反
シ
テ
本
人
ハ
権
限
ヲ

守
ラ
サ
ル
カ
如
キ
不
誠
実
ナ
ル
代
理
人
ヲ
選
任
ス
ル
ノ
過
失
ア
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
故
二
寧
口
第
三
者
ヲ
保
護
シ
本
人
ヲ
シ
テ
責

ヲ
負
ハ
シ
メ
以
テ
取
引
ノ
安
全
ヲ
保
ク
ン
ト
欲
シ
ク
ル
ナ
リ
此
理
由
ア
ル
ヲ
以
テ
本
条
ノ
規
定
ハ
各
国
大
抵
皆
之
ヲ
採
用
セ
リ
」

（
現
代
口
語
訳
）

「
二

0
条
も
一

0
九
条
と
同
一
の
精
神
に
出
た
も
の
で
善
意
の
第
三
者
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
公
益
規

定
で
あ
る
。
何
故
な
ら
代
理
人
が
そ
の
権
限
を
越
え
て
為
し
た
る
法
律
行
為
は
、
全
く
代
理
権
な
く
し
て
為
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

こ
の
行
為
に
つ
い
て
は
奄
も
代
理
関
係
が
な
く
、
本
人
は
九
九
条
に
よ
っ
て
責
任
を
負
う
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
も
し
第
三
者
に
お
い
て
特
に
代
理
人
に
そ
の
権
限
が
あ
る
も
の
と
信
ず
る
に
足
る
べ
き
正
当
理
由
を
有
す
る
と
き
は
、

負
わ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
第
三
者
を
保
護
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
取
引
の
安
全
を
得
る
こ
と
を
期
待
で
き
な
い
。

理
ん
炉
従
来
同
種
か
法
律
行
為
む
為
い
た
な
場
合
に
本
ん
ば
[
J

加
む
承
認
い
か
つ
で
も
か
履
行
む
抵
か
だ
「
ふ
加
か
い
‘

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

（
二
ニ
―
)

本
人
に
責
任
を

か
と
か
ぼ
、
代

ま
た
は
、
慣
習 （傍

、
、
、
、
、
、
、
、

或
ハ
日
ハ
ン
右
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
第
三
者
ハ
其
権
限
ア
リ
ト
信
ス
ル
正
当
ノ
理
由
ア
リ
ト
ス
ル
モ
是
レ
固
ョ
リ
自
己
ノ
疎
漏
二
出
ツ
ル

ハ
取
引
ノ
安
全
得
テ
期
ス
ヘ
カ
ラ
ス
例
ヘ
ハ
代
理
人
力
従
来
同
種
ノ
法
律
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ー
一
本
人
ハ
之
ヲ
承
認
シ
嘗
テ
其
履
行

、ヲ
拒
ミ
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
又
ハ
慣
習
上
同
種
ノ
代
理
人
力
皆
其
権
限
ヲ
有
ス
ル
場
合
ノ
如
キ
即
チ
是
ナ
リ



定
は
各
国
た
い
て
い
皆
採
用
し
て
い
る
。
」

（
ニ
ニ
ニ
）

漏
に
出
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
代
理
人
と
法
律
行
為
を
為
す
者
は
、
必
ず
先
ず
そ
の
権
限
を
調
査
し
、
し
か
る
後
法
律
行
為

、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
第
三
者
は
そ
の
調
査
を
し
な
か
っ
た
過
失
が
あ
る
者
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
本

人
は
あ
え
て
過
失
あ
る
者
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
過
失
あ
る
第
三
者
を
保
護
し
て
、
か
え
っ
て
過
失

の
な
い
本
人
を
保
護
し
な
い
の
は
、
す
こ
ぶ
る
権
衡
を
得
な
い
よ
う
だ
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
。
第
三
者
が
代
理
人
と
法
律
行
為
を
為
す

ご
と
に
い
ち
い
ち
そ
の
権
限
を
調
査
す
る
が
ご
と
き
は
実
際
そ
の
煩
に
た
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
前
に
例
示
し
た
場
合
の

ご
と
き
は
、
第
三
者
が
代
理
人
に
権
限
が
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
過
失
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
反
し

て
本
人
は
権
限
を
守
ら
な
い
よ
う
な
不
誠
実
な
代
理
人
を
選
任
し
た
と
い
う
過
失
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
故
に
む
し
ろ
第
三
者
を
保
護
し

本
人
を
し
て
責
任
を
負
わ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
引
の
安
全
を
保
と
う
と
欲
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
が
あ
る
か
ら
―

-
0条
の
規

右
に
全
文
引
用
し
た
よ
う
に
梅
博
士
の
―

-
0条
に
関
す
る
見
解
は
、
前
段
と
後
段
の
記
述
か
ら
成
る
。
梅
博
士
は
前
段
末
尾
に
一
―

、
、
、
、
、
、
、

0
条
の
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
を
例
示
し
（
傍
点
部
分
）
、
後
段
部
分
は
「
右
ノ
場
合
二
於
テ
＾
」
あ
る
い
は
「
前
二
例
示
セ
ル

場
合
ノ
如
キ
ハ
」
の
記
述
か
ら
も
朋
ら
か
な
よ
う
に
、
前
段
末
尾
に
例
示
さ
れ
た
―

-
0条
の
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
関
す
る

記
述
で
あ
り
、

「
相
手
方
の
過
失
」
や
「
本
人
の
過
失
」
は
そ
の
場
合
の
説
明
と
し
て
は
じ
め
て
登
場
す
る
。

梅
博
士
は
一
―
〇
条
の
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
と
し
て
次
の
二
類
型
を
あ
げ
る
。
ひ
と
つ
は
、
代
理
人
が
従
来
同
種
の
法
律
行

為
を
し
た
場
合
に
、
本
人
が
こ
れ
を
承
認
し
か
つ
て
そ
の
履
行
を
拒
ん
だ
事
が
な
い
場
合
（
こ
れ
を
梅
•
第
一
類
型
と
呼
ぶ
）
で
あ
り
、

上
野
置
か
代
理
ぃ
詠
昏
も
空
置
底
が
脊
T
が
場
合
か
姉
ぎ
吟
耶
か
も
か
外
笠
忠
゜

、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
い
は
右
の
場
合
に
お
い
て
は
第
三
者
は
そ
の
権
限
あ
り
と
信
ず
る
正
当
の
理
由
が
あ
る
と
し
て
も
、

関
法
第
四
0
巻
第
二
号

四

こ
れ
は
も
と
よ
り
自
己
の
疎



す
る
こ
と
は
煩
に
耐
え
な
い
か
ら
、

よ
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
」

臼
‘,l 
ー＇ー，

梅
博
士
の
見
解

い
ま
ひ
と
つ
は
、
慣
習
上
同
種
の
代
理
人
が
皆
そ
の
権
限
を
有
す
る
場
合
（
こ
れ
を
梅
•
第
二
類
型
と
よ
ぶ
）
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
よ
う
に
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
正
当
理
由
が
成
立
す
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
（
「
右
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
」
）
相
手
方
に
権
限
あ

り
と
信
じ
る
正
当
理
由
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
相
手
方
は
も
と
も
と
疎
漏
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
代
理
人
と
法

律
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
必
ず
先
ず
そ
の
権
限
を
調
査
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
正
当
理
由
が
成
立
す
る

、
、
、
、
、
、
、

よ
う
な
場
合
で
も
（
「
此
場
合
二
於
テ
＾
」
）
相
手
方
は
代
理
人
の
権
限
を
調
査
す
れ
ば
無
権
限
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
の
に
、
そ
の
調

査
を
し
な
い
で
代
理
人
と
法
律
行
為
を
し
た
過
失
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
人
に
は
あ
え
て
過
失
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
過
失
あ
る
相
手
方
を
保
護
し
て
過
失
の
な
い
本
人
を
保
護
し
な
い
の
は
、
す
こ
ぶ
る
権
衡
を
欠
く
よ
う
だ
と
い
わ
れ
る
か
も

（「前
i

饉
恋

し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
正
当
理
由
が
成
立
す
る
よ
う
な
場
合
に
は

ル
場
合
ノ
如
キ
ハ
）
」
相
手
方
が
代
理
人
と
法
律
行
為
を
す
る
ご
と
に
い
ち
い
ち
そ
の
権
限
を
調
査
す
る
の
は
実
際
そ
の
煩
に
た
え
な
い

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
代
理
人
の
権
限
の
調
査
を
せ
ず
に
相
手
方
が
代
理
人
の
無
権
限
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
相
手
方
の
過

失
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
過
失
を
い
う
な
ら
ば
む
し
ろ
権
限
を
守
ら
な
い
よ
う
な
不
誠
実
な
代
理
人
を
選
任
し
た

と
い
う
過
失
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
と
、
梅
博
士
は
説
明
し
て
い
る
。

要
す
る
に
梅
博
士
は
「
も
と
も
と
―

-
0条
の
立
法
趣
旨
は
、
代
理
人
と
の
取
引
に
際
し
、

権
限
蔭
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

四
い
ち
い
ち
権
限
を
調
査
し
な
く
て
も

（
高
橋
•
前
掲
二
七
五
頁
）
と
か
「
相
手
方
が
代
理
人
と
取
引
を
な
す
際
に
い
ち
い
ち
そ
の
権
限
を
調
査

代
理
権
限
を
調
査
し
な
く
て
も
一
般
的
に
相
手
方
に
は
過
失
は
な
い
」

（
半
田
•
前
掲
二
0
九
一

（ニニ――ー）
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（
ニ
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四
）

頁
）
な
ど
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
よ
う
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
よ
う
な
場
合
に
も
、
相
手
方
は
代

理
人
の
権
限
を
調
査
し
て
い
れ
ば
無
権
限
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
調
査
し
な
か
っ
た
相
手
方
に
は
過
失
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
の
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
く
て
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
正
当
理
由
が
成
立
す
る
よ
う
な
場
合
に

ま
で
、

い
ち
い
ち
権
限
を
調
査
す
る
こ
と
は
実
際
煩
に
た
え
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
調
査
を
し
な
か
っ
た
相
手
方
に
は
過
失

ま
た
、
梅
博
士
は
―

-
0条
の
「
法
的
構
成
と
し
て
、

一
方
で
、
正
当
理
由
を
あ
げ
、
他
方
で
、
本
人
の
過
失
を
述
べ
」
（
安
永
・

前
掲
七
頁
）
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
よ
う
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
場
合
に
も
、
権
限
を
調
査
し
な
か
っ
た

相
手
方
に
は
過
失
が
あ
り
、
本
人
に
は
あ
え
て
過
失
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
（
過
失
の
あ
る
相
手
方
を
保
護
し
て
、
過
失
の
な

い
本
人
を
保
護
し
な
い
の
は
、
す
こ
ぶ
る
権
衡
を
得
な
い
と
の
批
判
）
を
想
定
し
、
こ
の
批
判
に
答
え
る
形
で
、
こ
れ
に
対
し
て
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
権
限
を
調
査
し
な
か
っ
た
相
手
方
に
は
過
失
が
な
く
、
む
し
ろ
あ
え
て
い
え
ば
、
権
限
を
守
ら
な
い
よ
う
な
不
誠
実
な
代

理
人
を
選
任
し
た
本
人
に
は
過
失
が
あ
る
（
過
失
が
な
い
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
）
と
、
相
手
方
の
無
過
失
と
の
対
比
で
本
人
の
過
失

に
言
及
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
梅
博
士
の
「
民
法
要
義
」
を
素
直
に
読
め
ぱ
―

-
0条
の
法
的
構
成
と
し
て
、
梅
博
士
が
一
方

で
正
当
理
由
を
、
他
方
で
本
人
の
過
失
を
考
慮
し
て
い
た
と
は
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
正
当
理
由
の
内
容
を
選
任
監
督
上
の
本
人

の
過
失
と
捉
え
て
い
た
と
も
解
せ
な
い
。
梅
博
士
の
い
う
「
本
人
の
過
失
」
と
は
、
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
よ
う
に
正
当
理
由
が
成
立

す
る
場
合
に
は
、
代
理
人
の
権
限
を
調
査
し
な
か
っ
た
相
手
方
に
は
過
失
が
な
く
、
そ
れ
と
の
対
比
で
あ
え
て
い
え
ば
権
限
を
守
ら
な
か

っ
た
不
誠
実
な
代
理
人
を
選
任
し
た
本
人
の
側
に
過
失
が
な
い
と
は
必
ら
ず
し
も
い
え
な
い
と
い
う
程
度
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て

梅
博
士
は
、
選
任
監
督
上
の
本
人
の
過
失
が
あ
る
と
き
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
正
当
理
由
の
根
拠

(2) 
は
な
い
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

関
法
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五

を
選
任
監
督
上
の
本
人
の
過
失
に
求
め
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
事
情
が
あ
る
と
き
の

み
、
相
手
方
に
正
当
理
由
が
認
め
ら
れ
、
本
人
に
責
任
を
佛
せ
し
め
う
る
と
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
り
の
民
法
の
起
草
者
で
あ
る
富
井
政
章
博
士
の
正
当
理
由
に
関
す
る
見
解
も
、
梅
博
士
に
同
旨
で
あ
る
。

三
者
ハ
代
理
人
卜
法
律
行
為
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
毎
二
予
メ
其
権
限
ノ
有
無
ヲ
調
査
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
実
際
其
煩
二
堪
ヘ
サ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
難
キ
ヲ
責
ム
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
寧
口
自
己
ノ
権
限
ヲ
厳
守
セ
サ
ル
如
キ
不
注
意
者
ヲ
選
定
シ
ク
ル
者
ノ
過

失
二
帰
ス
ル
ヲ
至
当
ト
ス
ヘ
キ
ナ
リ
此
理
由
ハ
多
数
ノ
法
定
代
理
人
二
＾
適
中
セ
ス
ト
雖
モ
取
引
ノ
安
全
ヲ
保
ッ
為
メ
ニ
ハ
第
一
二
者
ノ
保

護
ヲ
主
要
ト
ス
ル
民
法
一
般
ノ
精
神
卜
符
合
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ

条
）
」
（
傍
点
筆
者
）

と
あ
る
。

旧
商
四
五
条
二
項
四
一
六
条
、

即
ち
富
井
博
士
は
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
代
理
人
が
平
常
同
種
の
法
律
行
為
を
し
て
き

た
の
に
本
人
に
お
い
て
か
つ
て
そ
の
履
行
を
拒
ん
だ
こ
と
が
な
い
場
合
（
こ
れ
を
富
井
•
第
一
類
型
と
よ
ぶ
）
あ
る
い
は
委
任
状
を
訂
正

、
、
、
、

せ
ず
に
委
任
事
項
を
制
限
し
た
場
合
（
こ
れ
を
富
井
•
第
二
類
型
と
よ
ぶ
）
を
あ
げ
る
。

由
が
成
立
す
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て

、
、
、
、
、
、
、
、

（
「
此
等
ノ
湯
合
二
於
テ
」
）
相
手
方
は
代
理
人
と
法
律
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
ご
と
に
、

じ
め
そ
の
権
限
の
有
無
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
実
際
そ
の
煩
に
た
え
な
い
の
み
な
ら
ず
「
難
キ
ヲ
」
責
め
る
も
の
だ

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

（
取
二
五

0
条
二
項
、

（
ニ
ニ
五
）

独
商
四
―
―
―

こ
の
よ
う
に
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
正
当
理

あ
ら
か

そ
の
該
当

箇
所
を
富
井
博
士
の
著
作
『
民
法
原
論
（
第
一
巻
総
論
）
』
（
初
版
明
治
三
六
年
）
五
一
四
頁
五
一
五
頁
（
訂
正
増
補
版
）
か
ら
引
用
す

る
と
、
「
例
ヘ
ハ
代
理
ん
か
乎
常
同
種
ハ
法
軍
行
為
か
為
5
来
9
が
か
i

本
ん
ぎ
蕊
が
↑
嘗
ー
ご
其
履
行
か
掴

7`

、
が
か
i

い
が
毛
が
細
が
或

ハ
委
任
状
ヲ
訂
正
セ
ス
シ
テ
委
任
事
項
ヲ
制
限
シ
ク
ル
カ
如
キ
ハ
此
規
定
ノ
適
用
ヲ
見
ル
ヘ
キ
場
合
ナ
ル
ヘ
シ
若
此
等
ノ
場
合
二
於
テ
第

國

富
井
博
士
の
見
解

ー`、ー,1, 



負
わ
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
0
巻
第
二
号

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
む
し
ろ
自
己
の
権
限
を
厳
守
し
な
い
よ
う
な
不
注
意
者
を
選
定
し
た
者
の
過
失
に

右
の
富
井
•
第
一
類
型
は
梅
•
第
一
類
型
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
起
草
者
は
相
手
方
の
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、

先
ず
、
代
理
人
が
従
来
あ
る
い
は
乎
常
同
種
の
法
律
行
為
を
し
て
き
た
場
合
に
本
人
が
こ
れ
を
承
認
し
か
つ
て
そ
の
履
行
を
拒
ん
だ
こ
と

が
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
例
を
、
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
は
朋
ら
か
で
あ
る
。
富
井
•
第
二
類
型
は
、
本
人
が
代
理
人
に
百
万
円
の

借
財
を
す
る
に
つ
い
て
の
代
理
権
を
与
え
た
旨
を
記
載
し
た
委
任
状
を
交
付
し
代
理
人
が
そ
れ
を
相
手
方
の
と
こ
ろ
に
持
参
し
た
の
で
、

相
手
方
が
代
理
人
に
は
百
万
円
の
借
財
に
つ
い
て
の
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
た
と
こ
ろ
、
実
際
は
本
人
は
代
理
人
に
五

0
万
円
の
範
囲
の

借
財
に
つ
い
て
し
か
代
理
権
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
外
部
的
に
明
示
的
に
表
示
さ
れ
た
代
理
権
の
範
囲
が
、

内
部
的
に
制
限
さ
れ
て
い
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
か
ら
、
私
見
で
は
一

0
九
条
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
場
合
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

い
ず
れ
に
せ
よ
、
富
井
博
士
も
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
正
当
理
由
が
成
立
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
い
ち
い
ち
代
理
人
の

権
限
を
調
査
す
る
こ
と
は
実
際
煩
に
た
え
な
い
と
こ
ろ
だ
し
、
相
手
方
に
無
理
な
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

場
合
に
は
む
し
ろ
自
己
の
権
限
を
厳
守
し
な
い
よ
う
な
不
注
意
者
を
選
定
し
た
本
人
に
過
失
が
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
、
本
人
に
責
任
を

⑮
起
草
者
の
見
解
の
ま
と
め

①

―

-
0条
は
旧
民
法
財
産
取
得
篇
二
五

0
条
第
二
項
第
三
の
規
定
を
採
用
し
た
と
い
わ
れ
て
お
り
（
民
法
議
事
速
記
録
一
法
務
図

書
館
版
―
一
九
頁
富
井
発
言
）
、
こ
の
財
取
篇
二
五

0
条
第
二
項
第
三
は
フ
ラ
ソ
ス
民
法
典
に
は
こ
れ
に
対
応
す
る
規
定
が
な
く
、
ボ
ア
ソ

(2) 
帰
せ
し
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

関
法

四
六

（
ニ
ニ
六
）



ナ
ー
ド
修
正
草
案
一
四
五
四
条
の
減
権
代
理
を
根
拠
と
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
遠
田
新
一

安
永
•
前
掲
五
頁
以
下
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
解
説
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
当
時
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
お
い

て
徐
々
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
表
見
委
任
の
法
理
か
ら
、
財
取
編
二
五

0
条
第
二
項
第
一
―
ー
は
「
条
文
上
に
は
な
い
が
、
沿
革
か
ら
、
委

任
者
に
お
い
て
委
任
範
囲
の
限
定
を
十
分
に
明
確
に
し
て
お
か
な
か
っ
た
点
で
の
過
失
が
問
題
と
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
り
、
法
典
調
査
会

で
の
富
井
委
員
の
趣
旨
説
明
で
も
旧
民
法
と
同
じ
内
容
の
本
人
の
過
失
が
問
題
と
さ
れ
、

梅
・
富
井
両
起
草
委
員
の
著
す
教
科
書
等
も
、
基
本
的
発
想
は
右
の
と
お
り
で
あ
る
」
が
、

ら
れ
・
…
・
・
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
お
よ
び
、
法
典
調
査
会
で
の
立
法
趣
旨
説
明
で
、
過
失
が
、
代
理
権
の
制
限
を
し
て
い
た
の
に
そ
れ
を
明
確

化
し
て
お
か
な
か
っ
た
点
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
と
異
な
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
、
今
日
存
在
す
る
、
越
権
行
為
を
す
る
よ
う
な
不
誠

実
な
代
理
人
の
選
任
（
基
本
代
理
権
の
授
与
）
そ
の
も
の
を
本
人
の
帰
責
性
と
結
び
つ
け
る
立
場
の
崩
芽
が
み
ら
れ
る
」
と
す
る
。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
修
正
草
案
一
四
五
四
条
に
関
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
最
初
「
汎
博
」
な
る
代
理
権
を
与
え
た
が

こ
れ
を
内
部
的
に
「
制
限
」
し
た
り
、
又
は
最
初
の
代
理
を
全
く
「
廃
止
」
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
善
意
の
第
三
者
は

こ
の
「
制
限
」

「
廃
止
」
に
よ
っ
て
損
害
を
こ
う
む
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
も
本
人
は
最
早
不
正
確
と
な
っ
た
委
任
状
、
廃
止
さ
れ
て

し
ま
っ
た
委
任
状
を
「
代
理
人
ノ
掌
中
二
遺
付
」
し
た
、
代
理
人
の
手
元
に
残
し
た
ま
ま
に
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
「
過
失
ナ
キ

ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
」
、

(2) 

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

過
失
が
な
い
と
は
必
ら
ず
し
も
い
え
な
い
、

四
七

編
下
巻
（
司
法
省
）
』
二

0
九
頁
）
。

こ
こ
で
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
想
定
し
て
い
た
事
案
は
、
本
人
は
最
初
は
広
汎
な
代
理
権
を
代
理
人
に
与
え
た
が
、
後
に
こ
れ
を
内
部
的
に

制
限
あ
る
い
は
全
く
廃
止
し
た
の
に
、
不
正
確
と
な
っ
た
最
初
の
委
任
状
、
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
最
初
の
委
任
状
を
回
収
し
な
い
で
代

（
ニ
ニ
七
）

と
述
べ
て
い
る
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
第

「
過
失
の
内
容
に
つ
い
て
微
妙
な
変
化
が
み

『
代
理
理
論
の
基
礎
的
研
究
』
二
四
一
頁
）
。

「
成
立
し
た
民
法
―

-
0条
の
解
釈
と
し
て
、



第
四
0
巻
第
二
号

理
人
の
手
元
に
残
し
た
ま
ま
に
し
て
お
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
代
理
権
の
範
囲
を
内
部
的
に
制
限
し
た
の
に
広
汎
な
代
理
権
を
与
え

た
旨
の
委
任
状
を
代
理
人
の
手
元
か
ら
回
収
し
な
か
っ
た
と
い
う
第
一
の
場
合
は
、
富
井
•
第
二
類
型
に
該
当
す
る
し
、
代
理
権
が
す
で

に
全
く
消
減
し
た
の
に
最
初
の
委
任
状
を
代
理
人
の
手
元
か
ら
回
収
し
な
か
っ
た
と
い
う
第
二
の
場
合
は
、
法
典
調
査
会
に
お
い
て
富
井

博
士
が
例
示
し
た
事
案
に
該
当
す
る
。
し
か
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
い
う
第
一
の
場
合
は
現
行
法
一
〇
九
条
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
事
案
で

(

1

)

（

2
)
 

あ
る
し
、
第
二
の
場
合
は
現
行
法
―
―
二
条
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
事
案
で
あ
る
。
し
か
も
「
過
失
」
に
責
任
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
第
一
•
第
二
の
事
実
関
係
自
体
に
責
任
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
現
行
法
―

-
0条
の
先
駆
と
な
っ
た
財
取
篇
二
五

0
条
第
二
項
第
三
に
お
い
て
想
定
し
て
い
た
事
案
が
現
行
法
一
〇

は
当
然
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
想
定
し
て
い
た
の
と
は
別
の
事
案
を
想
定
し
そ
れ
を
処
理
す
べ
く
―

-
0条
を
規
定
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
こ
そ
が
起
草
者
の
著
書
で
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
場
合
と
し
て
例
示
さ
れ
て
い
る
梅
・
富
井
•
第
一
類
型
及
び
梅
•
第

ニ
類
型
で
あ
る
。
―

-
0条
の
文
言
は
確
か
に
財
取
篇
二
五

0
条
第
二
項
第
一
二
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
断
絶
が
あ
る
と
解

(
3
)
 

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑥
 

井
両
博
士
の
見
解
が
、
鳩
山
秀
夫
博
士
に
よ
っ
て
（
梅
・
富
井
両
博
士
の
い
う
）
信
頼
す
べ
か
ら
ざ
る
代
理
人
へ
の
代
理
権
授
与
が
本
人

一
五
頁
は
、
越
権
行
為
を
す
る
よ
う
な
不
誠
実
な
代
理
人
を
選
任
し
た
こ
と
を
本
人
の
過
失
と
み
る
梅
•
富

の
静
的
利
益
の
配
慮
要
件
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
基
本
代
理
権
の
授
与
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
理
解
す
る
。

し
か
し
梅
・
富
井
両
博
士
は
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
場
合
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
第
一
類
型
•
第
二
類
型
を
あ
げ
、
第
一
類
型
・

第
二
類
型
の
よ
う
に
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
代
理
人
の
権
限
を
あ
ら
か
じ
め
調
査
し
な
か
っ
た
相
手
方
に
は
過
失

安
永
•
前
掲
七
頁
、

九
条
・
一
―

1

一
条
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
事
案
で
あ
る
な
ら
ば
、

1
0九
条
・
一
ご
一
条
と
は
別
に
―

-
0条
を
規
定
し
た
起
草
者

関
法

四
八

（二
1

一八）



正
当
ノ
理
由
ア
リ
シ
コ
ト
ヲ
要
ス
即
チ
第
三
者
ノ
善
意
ハ
過
失
二
基
カ
サ
リ
シ
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
」
と
す
る
。
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ

き
正
当
理
由
と
は
、
相
手
方
が
代
理
人
に
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
か
つ
そ
う
信
じ
た
こ
と
に
過
失
が
な
い
こ
と
と
一
般
的
に
説
明
さ
れ
て

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

鳩
山
博
士
は
そ
の
著
作
『
法
律
行
為
乃
至
時
効
』

い
て
本
人
側
の
内
部
的
事
情
を
考
慮
し
、

9
鳩
山
博
士
の
見
解

``l 
ー，ー，

四
九

が
な
く
、
そ
の
場
合
の
相
手
方
と
の
比
較
で
い
え
ば
権
限
を
守
ら
な
か
っ
た
不
誠
実
な
代
理
人
を
選
任
し
た
本
人
の
側
に
む
し
ろ
過
失
が

な
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
程
度
で
、
本
人
の
過
失
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
不
誠
実
な
代
理
人
を
選
任
し
た
と
い
う
本

人
の
過
失
が
あ
る
と
き
に
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
正
当
理
由
の
根
拠
を
不

誠
実
な
代
理
人
を
選
任
し
た
と
い
う
本
人
の
過
失
に
求
め
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
不
誠
実
な
代
理
人
を
選
任
し
た
と
い
う
本

人
の
過
失
が
、
相
手
方
の
正
当
理
由
と
並
列
的
な
―

-
0条
の
成
立
要
件
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

(
1
)
富
井
•
第
二
類
型
は
、
む
し
ろ
一
〇
九
条
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
場
合
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。

(

2

)

原
田
慶
吉
『
日
本
民
法
典
の
史
的
素
描
』
六
六
頁
も
同
旨
で
あ
る
。

(
3
)
こ
の
よ
う
に
理
解
し
な
け
れ
ば
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
説
明
す
る
第
一
•
第
二
の
場
合
と
梅
・
富
井
•
第
一
類
型
及
び
梅
•
第

1
一
類
型
と
の
違
い
が

説
明
で
き
な
い
。

鳩
山
・
我
妻
両
博
士
の
見
解

今
日
の
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
―

-
0条
の
成
立
要
件
は
「
基
本
代
理
権
」
と
「
正
当
理
由
」
で
あ
り
、

「
正
当
理
由
」
に
お
い
て
相
手
側
の
客
観
的
外
部
的
事
情
を
考
慮
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
―

-
0条
に
対
す
る
通
説
的
理
解
の
基
礎
と
な
る
見
解
を
主
張
し
た
の
は
鳩
山
秀
夫
博
士
で
あ
る
。

「
基
本
代
理
権
」
に
お

（
初
版
明
治
四
五
年
）
―
―
―
二
八
頁
以
下
に
お
い
て
「
代
理
権
ア
リ
ト
信
ス
ル
ニ
付
キ

（
ニ
ニ
九
）



ヲ
要
セ
ス
」

と
し
て
批
判
す
る
。
鳩
山
博
士
の
分
析
に
よ
れ
ば
大
審
院
の
こ
の
過
失
主
義
は
、
親
権
者
た
る
母
が
民
法
上
必
要
な
親
族
会
の
同
意
を
得

た
上
で
未
成
年
の
子
を
代
理
し
借
財
及
び
抵
当
権
設
定
契
約
を
し
た
が
、
後
に
裁
判
に
よ
っ
て
そ
の
親
族
会
の
同
意
が
取
消
さ
れ
た
と
い

う
事
案
に
お
い
て
「
民
法
第
百
十
条
ノ
規
定
ハ
、
音
二
委
任
代
理
権
二
欠
鋏
ア
ル
場
合
二
適
用
セ
ラ
ル
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
本
件
ノ
如
ク
法

定
代
理
権
二
欠
鋏
ア
ル
場
合
ニ
モ
適
用
セ
ラ
ル
ペ
キ
コ
ト
論
ヲ
侯
ク
ズ
」
と
判
示
し
た
大
判
明
治
三
九
年
五
月
九
日
（
民
録
―
―
一
輯
七

0

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

六
頁
）
に
よ
っ
て
棄
て
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
鳩
山
博
士
は
こ
の
大
審
院
明
治
三
九
年
判
決
を
「
其
判
決
理
由
二
付
テ
見
レ
バ
明
ニ

過
失
主
義
ヲ
棄
テ
ク
。
之
レ
余
ノ
双
手
ヲ
挙
ゲ
テ
賛
成
ス
ル
ニ
躊
躇
セ
ヌ
所
デ
ア
ル
」
と
評
す
る
（
「
民
法
第
百
十
条
ノ
適
用
範
囲
」
法

(
2
)
 

協
三
四
巻
一
号
―
ニ
―
―
頁
、
大
正
五
年
）
。

"11

こ
の
「
民
法
第
百
十
条
ノ
適
用
範
囲
」
は
、
法
定
代
理
人
で
あ
る
継
母
が
親
族
会
の
同
意
書
を
偽
造
し
て
借
財
を
な
し
抵
当
権
を
設

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

定
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
「
民
法
第
百
十
条
ハ
本
人
二
於
テ
第
三
者
二
対
シ
代
理
人
二
代
理
権
限
ア
リ
ト
信
ゼ
シ
ム
ベ
キ
行
為
ア
リ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ク
ル
コ
ト
ヲ
前
提
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
判
示
し
て
、

七
頁
）
の
判
例
批
評
で
あ
る
。
鳩
山
博
士
は
本
判
決
は
「
民
法
第
百
十
条
二
所
謂
権
限
ア
リ
ト
信
ズ
ペ
キ
正
当
ノ
理
由
卜
＾
客
観
的
二
観

こ
の
点
が
鳩
山
博
士
の
見
解
の
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。

ー`、

•1 
(
 

(2) 

第
四
0
巻
第
二
号

（
二
三

0
)

い
る
が
、
正
当
理
由
1
1
善
意
・
無
過
失
と
表
現
し
た
の
は
鳩
山
博
士
が
最
初
で
あ
る
。
梅
・
富
井
両
博
士
は
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
代
理
権
限
の
有
無
を
調
査
し
な
か
っ
た
相
手
方
に
過
失
は
な
い
と
表
現
し
て
い
る
が
、
正
当
理
由
1
1
善
意
・
無
過
失
と

は
説
明
し
て
い
な
い
。
起
草
者
は
む
し
ろ
―

-
0条
の
正
当
理
由
を
、
単
な
る
善
意
・
無
過
失
と
は
区
別
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
鳩
山
博
士
は
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
必
ラ
ス
シ
モ
本
人
ノ
方
面
二
於
テ
主
観
的
二
過
失
ア
リ
ク
ル
コ
ト

(

1

)

 

（
鳩
山
•
前
掲
一
＝
二
九
頁
）
と
主
張
し
、
大
判
明
治
三
六
年
七
月
七
日
（
民
録
九
輯
八
八
八
頁
）
を
過
失
主
義
に
立
つ
も
の

関
法

―

-
0条
の
適
用
を
否
定
し
た
大
判
大
正
四
年
六
月
一
九
日
（
民
録
ニ
ー
輯
九
八

五
〇



礎
ト
シ
テ
本
人
ノ
責
任
ヲ
定
メ
ク
ノ
デ
ア
ル
カ
。
」
と
い
え
ば
そ
れ
は
「
偏
二
代
理
取
引
ノ
安
全
ヲ
図
リ
代
理
制
度
ノ
信
用
ヲ
重
厚
ナ
ラ

シ
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
特
二
代
理
取
引
二
付
テ
ハ
一
定
ノ
条
件
ヲ
備
ヘ
ク
ル
善
意
ノ
第
三
者
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
趣
旨
二
出
デ
タ
ル
」
の
で
あ
る
。

原
因
主
義
に
よ
っ
て
―

-
0条
の
適
用
範
囲
を
制
限
す
べ
き
で
は
な
い
。
大
審
院
が
原
因
主
義
を
採
っ
た
隠
れ
た
有
力
な
原
因
は
、
未
成

年
者
を
特
に
保
護
し
よ
う
と
す
る
思
想
で
あ
る
が
「
徒
二
弱
者
ノ
保
護
ノ
ミ
ニ
偏
ス
ル
コ
ト
ガ
法
律
ノ
使
命
デ
ハ
ナ
イ
、
又
民
法
ノ
趣
旨

デ
ハ
ナ
イ
。
客
観
的
根
拠
二
信
頼
シ
ク
ル
善
意
ノ
第
三
者
ヲ
、
時
二
或
ハ
、
未
成
年
者
二
比
シ
テ
、

シ
ム
ニ
ハ
足
ラ
ヌ
ト
信
ズ
ル
。
」

向
要
す
る
に
鳩
山
博
士
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
表
見
代
理
と
は
代
理
取
引
に
お
け
る
動
的
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
無
過
失
責
任
を

認
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
過
失
は
不
要
で
あ
る
し
、
本
人
の
作
為
・
不
作
為
も
ま
た
不
要
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
原
因
主
義
を
採
る
こ
と
は
法
文
に
根
拠
の
な
い
制
限
を
加
え
て
表
見
代
理
の
範
囲
を
不
当
に
狭
陰
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ

る
。
理
論
上
に
お
い
て
も
本
人
と
当
該
の
代
理
行
為
と
の
間
に
は
、
他
の
事
項
に
関
し
て
本
人
と
代
理
人
と
の
間
に
有
効
な
る
代
理
関
係

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

、
、
、

ノ
連
絡
ヲ
為
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
」
か
ら
本
人
は
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。

五
ヨ
リ
厚
ク
保
護
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
怪

（
二
三
一
）

で
は
何
故
「
此
ノ
如
キ
寧
口
軽
微
ナ
ル
本
人
ト
ノ
連
絡
ヲ
基

、、モノ
デ
ハ
ナ
イ
」
の
で
あ
っ
て
、

鳩
山
「
民
法
第
百
十
条
の
適
用
範
囲
」
―
―
四
頁
以
下
に
よ
る
と
「
表
見
代
理
ノ
場
合
二
於
ケ
ル
本
人
ノ
責
任
ハ
原
因
主
義
二
基
ケ
ル

―

-
0条
の
場
合
は
「
現
在
二
他
ノ
関
係
二
於
テ
ハ
代
理
権
ア
リ
ト
言
フ
コ
ト
ガ
本
人
卜
代
理
行
為
ト

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

モ
代
理
人
ノ
為
シ
ク
ル
権
限
外
ノ
行
為
二
付
キ
本
人
二
其
責
ヲ
帰
ス
ベ
キ
理
由
ア
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
」
と
判
示
し
た
大
判
大
正
三
年
一

0
月

(
3
)

（

4
)
 

二
九
日
（
民
録
二
〇
輯
八
四
六
頁
）
と
同
じ
く
い
わ
ゆ
る
「
原
因
主
義
」
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
。

知
ハ
か
瓢
が
本
ん
ハ
作
為
若
が
竺
が
作
為
ぞ
血
ヂ
が
か
謡
ハ
加
が
事
情
ハ
存
企
か
か
が
が
図
畿
令
簗

⇒

者
雰
一
ぞ
置
霞
が
加
ぃ
信

9

か
か

、
、
、
、
、
,
、
、
、

察
シ
第
三
者
ヲ
シ
テ
代
理
人
二
権
限
ア
リ
ト
信
ゼ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
事
情
ニ
シ
テ
其
事
情
ノ
存
在
ガ
本
人
ノ
作
為
若
ク
＾
不
作
為
二
出
ヅ
ル



第
四
0
巻
第
二
号

あ
り
と
い
う
連
絡
あ
る
が
故
に
本
人
は
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、

う
問
題
に
極
め
て
密
接
に
関
係
す
る
が
、
原
因
主
義
を
採
ら
な
い
が
故
に
法
定
代
理
に
も
―

-
0条
が
適
用
さ
れ
る
、

任
意
代
理
と
「
原
因
主
義
」

鳩
山
博
士
は
、
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
を
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
と
表
現
し
、
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る

た
め
に
は
、
本
人
の
過
失
は
も
ち
ろ
ん
原
因
主
義
を
排
除
し
て
本
人
の
作
為
・
不
作
為
も
不
要
で
あ
り
、
越
権
代
理
に
お
い
て
本
人
が
責

任
を
負
わ
さ
れ
る
根
拠
は
、
現
在
に
他
の
事
項
に
お
い
て
本
人
と
代
理
人
と
の
間
に
有
効
な
代
理
関
係
が
あ
る
と
い
う
む
し
ろ
軽
微
な
連

絡
に
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
本
人
の
内
部
的
事
情
は
「
基
本
代
理
権
」
に
お
い
て
考
慮
し
、
こ
れ
を
本
人
の
静
的
安
全
保
護
の

(
5
)
 

要
件
と
位
置
づ
け
、
相
手
方
の
客
観
的
外
部
的
事
情
は
「
正
当
理
由
」
に
お
い
て
考
慮
し
、
こ
れ
を
代
理
取
引
に
お
け
る
動
的
安
全
保
護

と
こ
ろ
で
原
因
主
義
を
排
除
す
る
こ
と
を
頑
固
に
主
張
し
た
鳩
山
博
士
が
具
体
的
に
如
何
な
る
場
合
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る

と
考
え
た
の
か
、
そ
の
例
示
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
場
合
で
あ
る
。

（
二
三
二
）

と
い
う
こ
と
に
な

権
ヲ
与
ヘ
タ
ル
場
合
ノ
如
キ
ハ
之
二
属
ス
ヘ
シ
白
紙
委
任
状
ノ
受
領
者
力
檀
二
権
限
ヲ
記
入
シ
テ
第
一
―
―
者
卜
法
律
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合

ニ
本
条
ヲ
適
用
ッ
タ
ル
ハ
（
三
十
五
年
五
月
十
二
日
大
阪
地
方
裁
判
所
判
決
法
律
新
聞
一

0
二
号
）
正
当
ナ
リ
ト
信
ス
其
他
平
常
代
理
人

ノ
行
為
ヲ
黙
許
シ
テ
履
行
ヲ
拒
マ
サ
リ
シ
ニ
代
理
人
二
対
シ
テ
ノ
ミ
爾
後
其
事
項
ヲ
禁
ス
ル
旨
ヲ
言
渡
シ
タ
ル
カ
如
キ
亦
之
二
属
ス
へ

シ
」
（
鳩
山
『
法
律
行
為
乃
至
時
効
』
三
二
九
頁
）
。
即
ち
①
委
任
状
に
明
示
し
た
代
理
権
よ
り
も
実
際
は
狭
い
代
理
権
を
与
え
て
い
た
場

合
、
R
白
紙
委
任
状
の
受
領
者
が
勝
手
に
権
限
を
補
充
し
て
取
引
し
た
場
合
、
③
平
常
代
理
人
の
行
為
を
黙
許
し
て
履
行
を
拒
ん
だ
こ
と

(2) 
の
要
件
と
位
置
づ
け
る
、
今
日
の
通
説
的
見
解
の
基
礎
が
見
い
出
さ
れ
る
。

(1) ⇔
 

る
（
鳩
山
『
日
本
民
法
総
論
』
四
五
二
頁

2
四
五
六
頁
）
。

関
法

「
委
任
状
二
示
シ
タ
ル
代
理
権
ョ
リ
狭
溢
ナ
ル
代
理

―

-
0条
が
法
定
代
理
に
も
適
用
さ
れ
る
か
否
か
と
い

五



否
か
は
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る

五

し
か
し
仮
に
鳩
山
博

が
な
か
っ
た
が
、
代
理
人
に
対
し
て
の
み
事
後
は
そ
の
事
項
を
禁
す
る
旨
を
言
い
渡
し
た
場
合
、
等
に
正
当
理
由
は
成
立
す
る
と
鳩
山
博

外
部
的
に
明
示
的
に
表
示
さ
れ
た
代
理
権
の
範
囲
が
内
部
的
に
制
限
さ
れ
て
い
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
か
ら
、

斡
で
述
べ
た
富
井
•
第
二
類
型
に
該
当
す
る
。
③
は
代
理
人
が
従
来
同
種
の
法
律
行
為
を
し
た
場
合
に
、
本
人
が
そ
れ
を
承
認
し
か
つ
て

履
行
を
拒
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
、
今
回
は
従
来
よ
り
狭
い
範
囲
の
代
理
権
を
本
人
は
代
理
人
に
与
え
た
と
こ
ろ
、
相
手
方
は
今
回

も
従
来
と
同
様
の
範
囲
の
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
た
場
合
で
あ
る
か
ら
、
梅
・
富
井
•
第
一
類
型
に
該
当
す
る
。

こ
の
③
の
場
合
（
梅
・
富
井
•
第
一
類
型
）
が
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
典
型
例
と
し
て
起
草
者
が
先
ず
念
頭
に
お
い
て
い
た
場
合
で

あ
り
、
相
手
方
と
し
て
は
代
理
人
と
従
来
同
種
の
取
引
を
行
い
そ
れ
が
本
人
に
よ
っ
て
支
障
な
く
履
行
さ
れ
て
き
た
の
で
、
代
理
人
の
権

限
を
調
査
し
な
か
っ
た
が
、
今
回
も
従
来
と
同
種
の
範
囲
の
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
が
当
該
取
引
に
つ
い
て

代
理
人
に
代
理
権
が
あ
る
と
信
ず
る
に
つ
き
、
ま
さ
に
本
人
の
作
為
・
不
作
為
が
あ
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
梅
・
富
井
両
博
士
は
先
ず
こ

の
よ
う
な
場
合
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
考
え
、
鳩
山
博
士
も
本
人
の
作
為
・
不
作
為
の
あ
る
こ
の
ケ
ー
ス
を
正
当
理
由
が
成
立
す
る

①
が
富
井
•
第
二
類
型
、
③
が
梅
・
富
井
•
第
一
類
型
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
③
は
白
紙
委
任
状
の
受
領
者
が
勝
手
に
権
限
を
、

補
充
し
て
取
引
し
た
と
い
う
場
合
で
あ
り
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
類
型
と
し
て
起
草
者
が
考
え
て
い
な
か
っ
た
例
で
あ
る
。
他
に
何
ら

か
の
客
観
的
事
情
が
な
く
、
た
だ
代
理
人
が
勝
手
に
権
限
を
補
充
し
た
委
任
状
を
相
手
方
に
持
参
し
た
と
い
う
だ
け
で
、
相
手
方
が
代
理

人
に
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
か
つ
そ
う
信
じ
た
こ
と
に
過
失
が
な
い
（
鳩
山
博
士
は
正
当
理
由
1
1
善
意
・
無
過
失
と
す
る
）
と
い
え
る
か

（
私
見
で
は
他
に
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
が
な
い
限
り
正
当
理
由
は
成
立
し
な
い
）
。

権
限
蹄
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

（ニ―-＝―-）

(3) 
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

右
①
の
場
合
は
、

士
は
述
べ
て
い
る
。



人
に
は
過
失
が
あ
る
と
し
て
、
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士
の
い
う
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
場
合
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
し
て
も
、
本
人
は
権
限
を
容
易
に
補
充
で
き
る
よ
う
な
白
紙
委
任
状
を

代
理
人
に
交
付
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
人
に
は
過
失
あ
る
い
は
作
為
・
不
作
為
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

③
と
類
似
の
事
案
で
正
当
理
由
を
肯
定
し
た
も
の
と
し
て
大
判
明
治
三
九
年
二
月

1

―
二
日
（
刑
録
―
二
輯
二
三
八
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
本
人
が
代
理
人
に
五

0
0円
の
借
用
証
書
と
、
右
借
用
金
に
関
す
る
土
地
の
抵
当
登
記
申
請
委
任
状
を
、
そ
の
金
額
欄
を
白
地
の
ま
ま

交
付
し
た
と
こ
ろ
、
代
理
人
は
五

0
0円
の
借
用
証
書
を
一
五

0
0円
の
借
用
証
書
に
変
造
す
る
と
と
も
に
、
受
領
し
た
抵
当
登
記
申
請

委
任
状
の
金
額
欄
に
一
五

6
6円
と
補
充
し
、
そ
の
変
造
し
た
一
五

0
0円
の
借
用
証
書
と
偽
造
し
た
一
五

0
0円
の
委
任
状
を
利
用
し

ヲ
負
ウ
ヘ
キ
＾
当
然
（
傍
点
筆
者
）
」
で
あ
る
と
し
て
―

-
0条
の
適
用
を
肯
定
し
た
。

本
判
決
は
、
鳩
山
博
士
が
過
失
主
義
に
立
つ
も
の
と
し
て
批
判
し
た
大
判
明
治
三
六
年
七
月
七
日
と
同
じ
く
い
わ
ゆ
る
過
失
主
義
を
採

(
6
)
 

る
判
例
で
あ
る
が
、
大
審
院
は
代
理
人
が
容
易
に
偽
造
で
き
る
よ
う
な
金
額
欄
を
白
地
に
し
た
ま
ま
の
委
任
状
を
代
理
人
に
交
付
し
た
本

い
い
か
え
れ
ば
相
手
方
を
し
て
代
理
人
に
本
人
を
代
理
す
る
権
限
が
あ
る
と
信
ぜ
し
め
た
る
に
つ
き
本
人

大
審
院
は
「
代
理
人
ノ
行
為
力
犯
罪
ヲ
成
ス
場
合
二
於
テ
モ
第
三
者
二
代
理
人
ノ
権
限
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
信
ス
ヘ
キ
正
当
ノ
理
由
ア
リ

メ
ク
ル
過
失
ア
リ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
・
、
、
、
、
、

テ
奄
モ
責
ム
ヘ
キ
過
失
ナ
ク
而
シ
テ
本
人
二
第
三
者
ヲ
シ
テ
代
理
人
ノ
権
限
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ラ
シ

、

、

、

、

、

、

、

、

ク
ル
ト
キ
ハ
本
人
ヲ
シ
テ
代
理
人
ノ
行
為
二
付
キ
責
ヲ
負
ワ
シ
ム
ヘ
キ
ハ
当
然
（
傍
点
筆
者
）
」
で
あ
る
と
判
示
し
、
「
上
告
人
（
本
人
）

ぶ
甑
ハ
部
盆
＝
白
い
な
な
委
缶
沢
用
飯
が
定
f
一
郎
（
代
理
人
）

i

交
伸
竺
匝
ん
か
ぎ
ズ
容
易
i

金
千
正
百
胚
ハ
貸
偕
i

関
か
が
抵

獄
品
空
甲
譜
委
缶
加
が
偽
造
沙
r
行
使
か
が
が
得
心
5

が
が
い
ハ
過
失
挺
―
―
町
か
い
か
霧
和
胚
太
郎
（
相
手
方
）
か
沙
か
布
農
定
―

⇒

郎
（
代

理
人
）

i

上
告
ん
が
代
理
か
が
ハ
植
罠
が
が
i

い
が
倅
か
が
き
等
が
5

が
が
い
i

伸
が
過
失
か
が
モ
ノ
ナ
レ
ハ
定
一
ー
一
郎
ノ
行
為
二
付
キ
責

て
、
相
手
方
よ
り
一
五

0
0円
を
借
り
受
け
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
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私
見
で
は
本
判
決
で
認
定
さ
れ
た
事
実
か
ら
だ
け
で
は
、
本
人
と
代
理
人
と
の
間
の
関
係
や
、
代
理
人
が
従
来
本
人
を
代
理
し
て
一
五

0
0円
程
度
の
借
財
を
相
手
方
か
ら
し
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
否
か
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
未
だ
「
本
人
に
代
理
権
の
有

無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に
「
代
理
権
の
存
在
を

信
じ
た
」
と
は
判
断
で
き
な
い
（
即
ち
認
定
さ
れ
た
事
実
か
ら
だ
け
で
は
未
だ
正
当
理
由
を
肯
定
で
き
な
い
）
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
件
で
代
理
人
が
容
易
に
偽
造
で
き
る
よ
う
な
金
額
欄
白
地
の
委
任
状
を
代
理
人
に
交
付
し
た
本
人
に
は
、

結
局
鳩
山
博
士
が
起
草
者
が
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
正
当
理
由
が
成
立
す
る
例
と
し
て
あ
げ
た
R
に
も
、
①
・
③
と
同
じ

(
7
)
 

く
本
人
の
過
失
あ
る
い
は
作
為
・
不
作
為
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
鳩
山
博
士
が
任
意
代
理
に
お
い
て
、
は
た
し
て
如
何
な
る
場

合
に
本
人
の
作
為
・
不
作
為
が
な
い
の
に
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
考
え
た
の
か
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。

任
意
代
理
の
事
案
に
お
い
て
鳩
山
博
士
は
「
権
限
ア
リ
ト
信
ス
ヘ
キ
正
当
ノ
理
由
卜
＾
客
観
的
二
観
察
シ
第
一

1

一
者
ヲ
シ
テ
代
理
人
二
権

限
ア
リ
ト
信
セ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
事
情
ニ
シ
テ
其
事
情
ノ
存
在
力
本
人
ノ
作
為
若
ク
ハ
不
作
為
二
出
ツ
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
」
と
判
示
し
た
大
判

大
正
三
年
一

0
月
二
九
日
を
原
因
主
義
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
が
、
本
判
決
は
結
論
に
お
い
て
―

-
0条
の
適
用
を

肯
定
し
て
い
る
。
鳩
山
博
士
は
任
意
代
理
の
具
体
的
事
案
に
お
い
て
、
鳩
山
博
士
の
い
う
と
こ
ろ
の
原
因
主
義
を
判
例
が
採
っ
た
結
果
、

代
理
取
引
に
お
け
る
動
的
安
全
を
著
し
く
阻
害
す
る
結
論
が
生
じ
た
と
い
う
認
識
の
も
と
に
、
原
因
主
義
を
排
除
せ
よ
と
主
張
し
て
い
る

の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
代
理
取
引
に
お
け
る
動
的
安
全
は
何
よ
り
も
先
ず
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
抽
象
的
観
念
が
先
行
し

(
8
)
 

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(4) 

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

過
失
あ
る
い
は
作
為
・
不
作
為
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

に
は
過
失
が
あ
る
か
ら
、
本
人
は
責
任
を
負
う
と
判
断
し
て
い
る
。

五
五

（
1

1

三
五
）



法
定
代
理
と
「
原
因
主
義
」

鳩
山
博
士
の
見
解
は
、
任
意
代
理
の
具
体
的
事
案
に
お
い
て
、
判
例
が
原
因
主
義
を
採
っ
た
結
果
、
代
理
取
引
に
お
け
る
動
的
安

全
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
た
と
の
考
察
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
鳩
山
博
士
が
任
意
代
理
に
お
い
て
正
当
理
由
が
成
立
す
る
例
と
し
て
あ

げ
た
①
・
③
・
③
は
い
ず
れ
も
本
人
の
作
為
・
不
作
為
が
あ
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
本
人
の
作
為
・
不
作
為
が
な
い
の
に
相
手
方
に
正
当
理

由
が
成
立
す
る
よ
う
な
場
合
を
、
鳩
山
博
士
が
任
意
代
理
の
事
案
で
具
体
的
に
想
定
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
。
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
代
理
取
引
に
お
け
る
動
的
安
全
を
何
よ
り
も
ま
ず
保
護
し
よ
う
と
す
る
鳩
山
博
士
の
甚
本
的
発
想
か
ら
し
て
、
本
人
に
全
く
作

為
・
不
作
為
が
な
い
の
に
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
場
合
と
し
て
鳩
山
博
士
が
観
念
し
た
の
は
、
法
定
代
理
の
事
案
し
か
考
え
ら

、。

れ
な
＂
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い
い
か
え
れ
ば
本
人
に
作
為
・
不
作
為
が
全
く
な
い
法
定
代
理
の
事
案
に
―

-
0条
を
適
用
す
る
た
め
に
、
鳩
山
博
士
は
過
失

(
9
)
 

主
義
を
批
判
し
原
因
主
義
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

鳩
山
博
士
が
「
民
法
第
百
十
条
ノ
適
用
範
囲
」
の
な
か
で
過
失
主
義
を
棄
て
た
と
し
て
支
持
し
た
大
判
明
治
三
九
年
五
月
九
日
も
、

原
因
主
義
を
採
っ
た
と
し
て
批
判
し
た
大
判
大
正
四
年
六
月
一
九
日
も
、

い
ず
れ
も
未
成
年
の
子
を
法
定
代
理
人
で
あ
る
母
が
代
理
し
て

大
判
明
治
三
九
年
五
月
九
日
に
お
い
て
は
、
母
が
民
法
上
必
要
な
親
族
会
の
同
意
（
民
法
旧
規
定
八
八
六
条
）
を
得
た
上
で
子
を
代
理

し
た
が
、
決
議
手
続
等
に
違
法
の
事
実
が
あ
り
後
に
裁
判
で
右
親
族
会
の
決
議
が
取
消
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
に
基
づ
き
右
代
理
行
為
の
取

消
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
（
民
法
旧
規
定
八
八
七
条
）
、
相
手
方
は
―

-
0条
の
適
用
を
主
張
し
た
。
大
審
院
は
―

-
0条
は
「
本
件
ノ
如
ク

法
定
代
理
権
二
欠
鋏
ァ
ル
場
合
ニ
モ
適
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
コ
ト
論
ヲ
侯
タ
ス
」
と
判
示
し
、
相
手
方
に
―

-
0条
の
正
当
理
由
が
誇
め
ら
れ

る
か
否
か
を
審
理
判
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
審
理
判
定
し
た
上
で
な
け
れ
ば
未
成
年
者
に
取
消
を
許
す
べ
き
筋
合
で
は
な
い
と
こ

借
財
を
な
し
抵
当
権
を
設
定
し
た
と
い
う
法
定
代
理
の
事
案
で
あ
る
。

(2) (1) 
臼

関
法

五
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五
七

ろ
、
原
判
決
が
「
殊
二
未
成
年
者
ク
ル
控
訴
人
二
何
等
過
失
ア
ル
コ
ト
ノ
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
キ
本
件
ノ
如
キ
場
合
二
於
テ
ハ
民
法
第
百
十

条
ノ
適
用
ヲ
為
ス
ヘ
キ
限
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
被
控
訴
人
ハ
自
己
ノ
善
意
且
無
過
失
ナ
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト
シ
本
件
法
律
行
為
ノ
取
消
ヲ
拒

ミ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
判
示
し
て
未
成
年
者
の
取
消
権
を
認
め
た
の
は
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄

こ
れ
に
対
し
て
大
判
大
正
四
年
六
月
一
九
日
は
、
法
定
代
理
人
で
あ
る
母
が
親
族
会
の
同
意
を
得
ず
に
親
族
会
の
決
議
書
を
偽
造
し
た

上
で
子
を
代
理
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
大
審
院
は
相
手
方
の
表
見
代
理
の
主
張
に
対
し
て
「
法
定
代
理
人
力
親
族
会
ノ
同
意
ヲ
得
ス

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
,
、
、
、
、
、
、
、
、
、

シ
テ
為
シ
タ
ル
行
為
ヲ
取
消
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
民
法
第
百
十
条
ノ
規
定
ハ
適
用
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
解
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
」
と
判
示
し
相
手

方
の
上
告
を
棄
却
し
た
。
大
審
院
は
―

-
0条
の
適
用
を
否
定
し
た
理
由
と
し
て
、
①
「
法
定
代
理
人
力
親
族
会
ノ
同
意
ヲ
得
ル
ヲ
要
ス

ル
一
定
ノ
行
為
ハ
法
律
上
之
ヲ
制
限
列
記
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
第
三
者
ハ
予
メ
之
ヲ
調
査
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
奄
モ
不
測
ノ
損
害
ヲ
蒙
ム
ル
虞
ナ
キ

ノ
ミ
ナ
ラ
ス
」
、

R
「
我
民
法
力
善
意
ノ
第
三
者
ョ
リ
モ
寧
口
未
成
年
者
ノ
利
益
ヲ
保
護
七
ン
ト
ス
ル
ノ
主
義
ヲ
採
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
民
法
第
四
条
第
六
条
第

二
項
等
ノ
規
定
二
徴
シ
之
ヲ
窺
知
ス
ル
ニ
十
分
ナ
レ
ハ
善
意
ノ
第
三
者
保
護
ノ
為
メ
ニ
設
ヶ
タ
ル
民
法
第
百
十
条
ノ
規
定
ノ
適
用
ハ
其
主

義
二
於
テ
相
背
馳
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
若
シ
所
論
ノ
如
ク
本
件
親
族
会
決
議
書
ノ
偽
造
七
ラ
レ
タ
ル
如
キ
場
合
二
於
テ
モ
亦
善
意
ノ
第
三
者

保
護
ノ
為
メ
ニ
同
条
ノ
規
定
ノ
適
用
ア
ル
モ
ノ
ト
解
七
ン
カ
法
定
代
理
人
ノ
檀
恣
ナ
ル
行
為
ハ
遂
二
未
成
年
者
保
護
ノ
為
メ
ニ
設
ケ
タ
ル

親
族
会
ノ
同
意
ヲ
要
ス
ヘ
キ
規
定
ヲ
シ
テ
有
名
無
実
タ
ラ
シ
メ
法
ノ
目
的
ヲ
貫
徹
シ
得
サ
ル
ニ
至
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
」
、

③
「
民
法
第
百
十
条
ハ
本
人
二
於
テ
第
三
者
二
対
シ
代
理
人
二
代
理
権
限
ア
リ
ト
信
七
シ
ム
ヘ
キ
行
為
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
前
提
ト
シ
テ
善

意
ノ
第
三
者
ヲ
保
護
セ
ン
カ
為
メ
ニ
設
ヶ
タ
ル
規
定
ナ
ル
ヲ
以
テ
専
ラ
保
護
ヲ
要
ス
ヘ
キ
無
能
力
者
タ
ル
未
成
年
者
ノ
法
定
代
理
人
ノ
場

権
限
蹄
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

し
事
件
を
原
院
に
差
戻
し
た
。

（
二
三
七
）
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合
二
之
ヲ
適
用
セ
ン
ト
ス
ル
＾
同
条
ノ
趣
旨
ニ
モ
亦
相
反
ス
ル
ニ
至
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
」
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
ふ
た
つ
の
判
例
を
比
較
す
る
と
、
未
成
年
者
の
法
定
代
理
人
で
あ
る
母
が
子
を
代
理
し
て
親
族
会
の
同
意
を
要
す
る
（
民
法

旧
規
定
八
八
六
条
）
借
財
を
な
し
抵
当
権
を
設
定
し
た
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、
大
判
明
治
三
九
年
に
お
い
て
は
取
引
時
に
親
族
会

の
同
意
が
存
在
し
て
い
た
の
に
後
に
裁
判
で
右
親
族
会
の
決
議
が
取
消
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
大
判
大
正
四
年
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
親

族
会
の
同
意
が
存
在
せ
ず
親
族
会
決
議
書
の
偽
造
が
な
さ
れ
た
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

一
定
の
場
合
に
、
法
定
代
理
人
で
あ
る
母
が
未
成
年
者
の
子
を
代
理
す
る
と
き
に
は
親
族
会
の
同
意
を
要

す
る
旨
を
定
め
て
い
た
。
母
が
親
族
会
の
同
意
を
得
ず
に
子
を
代
理
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
は
子
又
は
法
定
代
理
人
（
多
く
の
場
合

は
母
自
身
）
に
よ
っ
て
取
消
し
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
は
一
九
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
、
又
取
消
の
効
果
は
一
―
―
―

条
な
い
し
ー
ニ
六
条
に
よ
っ
て
定
ま
る
（
民
法
旧
規
定
八
八
七
条
）
と
さ
れ
て
い
た

善
之
助
『
日
本
親
族
法
ー
昭
和
十
七
年
ー
』
―
―
一
六
一
二
頁
以
下
）
。
大
判
大
正
四
年
の
事
案
に
お
い
て
は
、

親
族
会
決
議
書
を
偽
造
し
て
子
を
代
理
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
代
理
行
為
は
取
消
し
う
べ
き
も
の
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
判

明
治
一
ー
一
九
年
に
お
い
て
は
母
は
親
族
会
の
同
意
を
得
て
い
た
が
、
こ
の
親
族
会
の
同
意
決
議
に
つ
い
て
後
に
取
消
の
判
決
が
確
定
す
れ
ば
、

遡
っ
て
親
族
会
の
同
意
決
議
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
、
母
の
行
為
は
親
族
会
の
同
意
を
得
ず
に
な
し
た
こ
と
に
な
る
（
中
川
・
前
掲

つ
ま
り
大
判
明
治
三
九
年
に
お
い
て
も
、

有
無
）
は
あ
る
に
せ
よ
、
法
形
式
上
は
大
判
大
正
四
年
と
同
じ
く
、
そ
の
母
の
代
理
行
為
は
民
法
旧
規
定
八
八
七
条
に
よ
っ
て
取
消
し
う

べ
き
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
判
大
正
四
年
と
の
事
案
の
相
違
（
代
理
行
為
時
に
お
け
る
親
族
会
の
決
議
の

従
っ
て
両
判
例
に
お
い
て
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
母
の
取
消
し
う
べ
き
代
理
行
為
に
つ
い
て
―

-
0条
を
適
用
し
得
る
か
否
か
が
争
わ

六
五
頁
）
。

民
法
旧
規
定
八
八
六
条
は
、

(3) 

関
法

母
が
親
族
会
の
同
意
を
得
ず
に

（
穂
積
重
遠
『
親
族
法
』

五
八
七
頁
以
下
、
中
川

五
八

（
二
三
八
）



し
か
し
鳩
山
「
民
法
第
百
十
条
ノ
適
用
範
囲
」

法
定
代
理
人
で
あ
る
母
が
親
族
会
の
同
意
を
得
な
い
で
な
し
た
代
理
行
為
に
つ
き
、
民
法
旧
規
定
八
八
七
条
が
そ
の
行
為
は

子
又
は
法
定
代
理
人
に
お
い
て
取
消
し
う
べ
き
も
の
と
し
、
無
能
力
者
の
相
手
方
の
催
告
権
を
定
め
た
一
九
条
を
準
用
し
、
取
消
の
効
果

は
―
ニ
一
条
な
い
し
一

1

一
六
条
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
規
定
は
親
族
会
の
同
意
を
得
な
い
で
な
し
た
法
定
代

(10) 

理
人
の
代
理
行
為
を
無
権
代
理
行
為
で
あ
る
と
し
て
表
見
代
理
の
規
定
の
適
用
を
認
め
る
趣
旨
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た

民
法
旧
規
定
は
、
法
定
代
理
人
の
恣
意
的
な
行
為
か
ら
未
成
年
者
を
保
護
す
る
た
め
に
親
族
会
の
同
意
を
要
す
る
旨
を
定
め
、
そ
れ
に
違

反
し
た
行
為
は
未
成
年
者
の
利
益
の
た
め
に
取
消
し
う
る
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
取
消
し
う
べ
き
代
理
行
為
に
―

-
0条
が
適
用

さ
れ
る
な
ら
ば
、
未
成
年
者
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
趣
旨
が
貫
徹
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
（
大
判
大
正
四
年
の
否
定

理
由
R
は
こ
れ
を
述
べ
る
）
。

0
条
を
適
用
せ
よ
と
主
張
す
る
。

叩
法
定
代
理
人
で
あ
る
母
が
子
を
代
理
す
る
場
合
、
親
族
会
の
同
意
を
要
す
る
行
為
は
旧
規
定
八
八
六
条
に
制
限
列
挙
さ
れ
て
お
り

（
大
判
大
正
四
年
の
否
定
理
由
①
）
、
借
財
や
抵
当
権
の
設
定
等
重
要
な
行
為
に
つ
い
て
母
を
子
の
法
定
代
理
人
と
し
て
取
引
す
る
相
手

方
と
し
て
は
、
そ
れ
に
つ
き
親
族
会
の
同
意
を
要
す
る
こ
と
は
戦
前
な
ら
ば
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
大
判
明
治
一
―
―

九
年
の
よ
う
に
、
代
理
行
為
時
に
は
親
族
会
の
同
意
が
存
在
し
て
い
た
が
後
に
手
続
上
の
瑕
疵
に
よ
り
そ
れ
が
裁
判
に
よ
っ
て
取
消
さ
れ

た
と
い
う
場
合
に
は
、
相
手
方
の
信
頼
を
保
護
す
べ
き
客
観
的
事
情
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

権
限
薩
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

(4) 

(i) 

を
適
用
す
べ
し
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

五
九

れ
、
原
因
主
義
を
排
除
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
鳩
山
博
士
は
、
未
成
年
者
た
る
本
人
の
作
為
・
不
作
為
が
全
く
な
い
場
合
で
も
―

-
0条

―
―
八
頁
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
ふ
ま
え
て
な
お
取
消
し
う
べ
き
代
理
行
為
に
一
―

（
二
三
九
）



第
四
〇
巻
第
二
号

ら
、
親
族
会
の
同
意
が
な
い
の
に
あ
る
と
信
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

親
族
会
の
同
意
が
な
い
の
に
あ
る
と
信
じ
た
場
合
と
は
保
護
す
べ
き
信
頼
の
内
容
が
異
な
る
。

（
二
四

0
)

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
相
手
方
は
、
親
族
会
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か

―

-
0条
は
自
称
代
理
人
に
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権
が

な
い
の
に
相
手
方
は
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
た
場
合
に
、
そ
の
信
頼
に
正
当
理
由
が
あ
る
と
き
相
手
方
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

私
見
は
正
当
理
由
の
有
無
の
判
断
基
準
と
し
て
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感

じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」
こ
と
が
、
相
手
方
が
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当

理
由
の
あ
る
こ
と
と
定
式
化
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。
従
っ
て
親
族
会
の
同
意
が
な
い
の
に
あ
る
と
信
じ
た
相
手
方
に
つ
い
て

的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に
「
親
族
会
の
同
意
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
た
」
と
い
え
る
と
き
に
、

は
「
親
族
会
（
そ
の
構
成
員
）
に
そ
の
同
意
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観

―

-
0条
を
類
推
適
用
し
て
保
護
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
法
定
代
理
人
で
あ
る
母
が
親
族
会
の
同
意
を
得
て
従
来
同
種
の
行
為
に
つ
い
て
子
を
代
理
し
相
手
方

と
取
引
し
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
相
手
方
に
―

-
0条
類
推
の
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
見
で
は

大
判
明
治
三
九
年
の
事
案
も
大
判
大
正
四
年
の
事
案
も
、
認
定
さ
れ
た
事
実
か
ら
だ
け
で
は
未
だ
相
手
方
に
―

-
0条
類
推
の
正
当
理
由

は
成
立
し
な
い
。

出
鳩
山
博
士
は
本
人
に
作
為
・
不
作
為
の
全
く
な
い
法
定
代
理
の
事
案
に
―

-
0条
を
適
用
す
る
た
め
に
、
原
因
主
義
を
排
除
し
以

て
代
理
取
引
に
お
け
る
動
的
安
全
を
保
護
し
よ
う
と
意
図
し
た
。
し
か
し
、
相
手
方
に
保
護
す
べ
き
客
観
的
事
情
の
あ
る
場
合
に
は
、
私

見
の
よ
う
な
基
準
を
用
い
て
―

-
0条
を
類
推
適
用
す
れ
ば
足
り
た
の
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
原
因
主
義
を
排
除
し
法
定
代
理
に
―

-
0条

を
適
用
し
よ
う
と
す
る
議
論
は
全
く
不
要
で
あ
り
、
そ
の
後
の
学
説
の
展
開
に
有
害
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
い
う
る
。

関
法

六
〇



用
を
維
持
し
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
一
歩
前
進
す
べ
き
で
あ
る
。
」

， 
ノ‘

こ
れ
は
―

-
0条
が
法
定
代
理
に
も
適
用
さ

い
て
、
最
初
「
本
人
の
過
失
」
を
要
す
る
と
解
し
、

つ
い
で
、

「
本
人
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
」
を
要
す
る
と
し
た
が
「
代
理
制
度
の
信

1) 国

我
妻
博
士
の
見
解

我
妻
博
士
の
基
本
的
発
想
及
び
―

-
0条
の
解
釈
論
は
、
鳩
山
博
士
と
同
旨
で
あ
る
。
我
妻
博
士
は
「
取
引
の
安
全
は
、
近
代
法

の
一
理
想
で
あ
る
。
し
か
も
、
代
理
は
、
近
代
取
引
の
重
要
な
制
度
で
あ
る
か
ら
、
取
引
の
安
全
の
思
想
は
、
と
く
に
強
く
現
わ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
表
見
代
理
の
規
定
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
適
当
に
そ
の
拡
張
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
」

四
頁
）
と
し
、

―

-
0条
に
お
い
て
は
「
本
人
の
静
的
安
全
の
保
護
の
た
め
の
最
少
限
度
の
要
件
と
し
て
」
自
称
代
理
人
に
は
当
該
行
為

に
つ
い
て
は
代
理
権
が
な
く
て
も
、
他
に
何
等
か
の
範
囲
の
代
理
権
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」

正
当
理
由
に
つ
い
て
は
、

相
手
方
が
代
理
権
が
あ
る
と
信
ず
る
の
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
は
「
無
権
代
理
行
為
の
な
さ
れ
た
際
に
存

在
す
る
諸
般
の
事
情
か
ら
客
観
的
に
観
察
し
て
、
普
通
の
人
が
代
理
権
が
あ
る
も
の
と
信
ず
る
の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
信
じ
た
こ
と
が
過
失
と
い
え
な
い
（
無
過
失
）
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
（
傍
点
筆
者
）
」
（
我
妻
•
前
掲
三
七
一
頁
）
。

「
正
当
な
理
由
は
、
本
人
の
過
失
に
基
づ
く
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
行
為
に
基
因
す
る
こ
と
も
必
要
で
は

な
い
。
」
判
例
は
、
本
人
に
不
利
益
を
課
す
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
本
人
が
原
因
を
与
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
い
う
思
想
に
基
づ

れ
る
か
と
い
う
問
題
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
。
何
故
な
ら
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
本
人
の
過
失
を
要
す
る
も
の
と
す
れ

ば
、
少
な
く
と
も
無
能
力
者
の
法
定
代
理
人
の
場
合
に
は
、
本
人
保
護
の
た
め
に
、
本
条
の
適
用
を
排
斥
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
す
で
に
本
人
の
過
失
な
い
し
行
為
に
基
づ
く
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
と
解
す
れ
ば
、
法
定
代
理
に
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る
と
い
わ
な

(11) 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
我
妻
•
前
掲
三
七
二
頁
）
。

権
限
諭
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

（
二
四
一
）

（
我
妻
•
前
掲
三
六
八
頁
）
と
す
る
。

（
我
妻
『
新
訂
民
法
総
則
』
―
1
H
ハ



制
限
を
加
え
た
と
き
」
、

③
「
制
限
の
な
い
委
任
状
、

第
四
0
巻
第
二
号

保
証
人
に
な
る
こ
と
を
承
諾
し
て
債
務
者
に
白
紙

ゅ]

事
情
が
あ
り
、
代
理
権
の
存
在
に
つ
い
て
の
善
意
・
無
過
失
の
こ
と
を
い
う
と
説
明
す
る
。

（
二
四
二
）

我
妻
博
士
は
、
正
当
理
由
を
「
普
通
の
人
が
代
理
権
が
あ
る
も
の
と
信
ず
る
の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
」
と
い
う

「
い
か
な
る
も
の
か
は
一
般
的
に
は
い
え
な
い
」
が
、
そ
の
事
情
に
つ
い
て
、
本
人
の
過

失
が
不
要
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
本
人
の
作
為
・
不
作
為
も
不
要
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
る
我
妻
博
士
が
、
正
当
理
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
と
し
て
あ
げ
る
例
は
、
①
「
特
定
の
財
産
の
管
理
、

事
業
の
経
営
な
ど
に
関
す
る
一
般
的
な
代
理
権
を
与
え
、
そ
の
う
ち
の
特
定
の
行
為
に
つ
い
て
は
本
人
の
同
意
を
要
す
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
に
白
紙
委
任
状
を
与
え
、
そ
の
使
用
を
一
定
の
範
囲
に
限
っ
た
と
き
（
大
判

大
正
一
四
・
一

1

一
・
ニ
ー
民
七
四
一

1

一
頁
（
判
民
―
―
八
事
件
平
井
（
末
延
）
評
釈
）
。

委
任
状
•
印
鑑
証
明
書
な
ど
を
交
付
し
た
と
こ
ろ
、
債
務
者
が
そ
れ
を
悪
用
し
、
代
理
人
と
し
て
第
三
者
か
ら
借
金
し
た
例
）
」
‘
③
「
代

理
権
の
授
与
と
と
も
に
実
印
•
印
鑑
証
明
書
・
権
利
証
な
ど
を
交
付
し
て
あ
る
と
き
（
大
判
大
正
八
・
ニ
・
ニ
四
民
三
四
0
頁
、
大
判
昭

和
八
・
八
・
七
民
ニ
ニ
七
九
頁
（
判
民
一
五
五
事
件
戒
能
評
釈
）
、
最
高
判
昭
和
一
―
―
―
・
九
・
一
八
民
―
―
四
八
頁
な
ど
）
」
（
我
妻
•
前

掲
三
七
一
頁
）
で
あ
る
。

（
我
妻
①
の
場
合
の
よ
う
に
、
代
理
人
が
本
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
特
定
の
財
産
の
管
理
や
事
業
の
経
営
な
ど
に
関
す
る
一
般
的
代
理

権
に
基
づ
い
て
、
従
来
相
手
方
と
の
間
に
同
種
の
法
律
行
為
を
な
し
、
本
人
も
こ
れ
を
承
認
し
か
つ
て
そ
の
履
行
を
拒
ん
だ
こ
と
が
な
か

っ
た
の
で
、
相
手
方
は
今
回
の
取
引
に
つ
い
て
も
代
理
人
に
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
梅
・
富
井
•
第
一

類
型
に
該
当
す
る
。
あ
る
い
は
代
理
人
が
本
人
か
ら
事
業
の
経
営
な
ど
に
関
す
る
一
般
的
代
理
権
を
与
え
ら
れ
、
支
配
人
な
ど
の
名
称
の

使
用
を
許
さ
れ
て
い
た
の
で
、
相
手
方
が
当
該
取
引
に
つ
い
て
、
支
配
人
に
は
慣
習
上
皆
そ
の
よ
う
な
取
引
に
つ
い
て
代
理
権
限
が
あ
る

る
の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
」
事
情
は
、

(i) 
関
法

「
普
通
の
人
が
代
理
権
が
あ
る
も
の
と
信
ず

， 
ノ‘



理
人
の
権
限
鍮
越
が
あ
っ
て
も
、
正
当
理
由
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
場
合
が
多
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
確
か
に
通
常
は
、
何
ら
か
の
代

理
権
を
授
与
す
る
と
き
に
そ
れ
と
と
も
に
実
印
等
を
交
付
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
実
印
等
を
所
持
し
て
い
れ
ば
、
普
通
の
人
は
そ
の
実

印
等
の
所
持
人
に
何
ら
か
の
代
理
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
信
ず
る
の
は
「
も
っ
と
も
で
あ
り
」
、

普
通
の
人
が
何
ら
か
の
代
理
権
が
あ
る
も
の
と
信
ず
る
の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
事
情
が
あ
り
、

い
旨
の
判
断
を
導
き
や
す
い
。

（
判
例
も
実
印
等
の
所
持
が
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
そ
れ
を
信
頼
し
た
者
に
は
―

-
0条
の
正
当
理
由
が
認
め
ら
れ
る
と
抽
象
的

に
判
示
す
る
こ
と
が
多
い
。

権
限
踪
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

六

そ
の
よ
う
な
判
例
の
典
型
例
と
し
て
、

(12) 

録
二
五
輯
三
四

0
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
Y
が
A
に
訴
外
B
よ
り
一

0
0円
を
借
入
る
べ
き
代
理
権
を
授
与
し
、
借
入
の
た
め
に
必
要
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

実
印
を
交
付
し
た
と
こ
ろ
、

A
は
X
よ
り
二

0
0円
を
借
受
け
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
大
審
院
は
「
我
国
二
於
テ
ハ
印
影
ヲ
貴
ヒ
却
テ

署
各
恥
恥
知
乞
が
重
い
か
い
ハ
慣
習
T
i
h
梃
宏
閃
常
i

重
心
一
が
い
菰
中
実
郎
か
か
常
ハ
取
齊
i

於
ぞ
霞
が
重
要
携
ぎ
が
い
か
が
ハ
い
か

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
も
の
に
大
判
大
正
八
年
二
月
二
四
日
（
民

そ
う
信
ず
る
に
つ
い
て
過
失
は
な

（二四一――)

従
っ
て
実
印
等
を
所
持
し
て
い
れ
ば
、

(3) 

問
題
な
の
は
我
妻
③
が
、
代
理
権
の
授
与
と
と
も
に
実
印
・
印
鑑
証
明
書
・
権
利
証
な
ど
を
交
付
し
て
い
る
と
き
に
は
、
代

失
あ
る
い
は
作
為
・
不
作
為
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

が）、
か
ら
、
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
梅
•
第
二
類
型
に
該
当
す
る
。

ケ
ー
ス
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
本
人
の
作
為
・
不
作
為
の
あ
る

我
妻
③
の
場
合
は
、
鳩
山
R
の
場
合
に
類
似
す
る
。
本
人
が
代
理
人
に
白
紙
委
任
状
を
与
え
、
そ
の
使
用
を
一
定
の
範
囲
に
限
定
し
た

の
に
、
代
理
人
が
そ
れ
を
悪
用
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
（
私
見
で
は
他
に
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
な
い
限
り
正
当
理
由
は
成
立
し
な
い

本
人
は
権
限
を
容
易
に
補
充
で
き
、
代
理
人
に
よ
っ
て
悪
用
さ
れ
や
す
い
白
紙
委
任
状
を
交
付
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

本
人
に
過



し
て
債
権
者
を
B
と
指
定
し
て
い
た
の
に

A
が
X
よ
り
借
受
け
た
点
に
つ
い
て
は
、

一
点
に
説
明
シ
ク
ル
事
実
（
筆
者
註
•
前
掲
引
用
部
分
）
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
与
三
松
ノ
代
理
権
ア
ル
コ
ト
ヲ
信
ス
ヘ
キ
正
当
ノ
事
由
ア
リ
ト

の
上
告
を
棄
却
し
た
。

「
被
上
告
人
力
過
失
ナ
ク
シ
テ
之
ヲ
知
ラ
ス
且
ッ
第

右
大
審
院
判
決
は
、
実
印
は
日
常
の
取
引
に
お
い
て
最
も
重
要
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
人
は
、
深
く
代
理
人
を
信
頼
し
な
け

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
ば
実
印
を
交
付
し
な
い
の
が
通
常
で
あ
り
、
従
っ
て
実
印
を
託
さ
れ
た
代
理
人
が
そ
の
実
印
を
使
用
し
て
取
引
す
る
場
合
に
は
、
相
手

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

方
に
お
い
て
代
理
人
に
そ
の
取
引
を
な
す
べ
き
権
限
が
あ
る
と
信
ず
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
か
つ
そ
う
信
じ
た
こ
と
に
相
手
方
に
は
過
失

は
な
い
旨
判
示
し
て
、
そ
れ
を
唯
一
の
根
拠
に

X
に
つ
き
正
当
理
由
が
成
立
す
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
。

確
か
に
我
が
国
に
お
い
て
は
実
印
は
日
常
の
取
引
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
り
、
本
人
は
代
理
人
を
深
く
信
頼
し

て
実
印
を
交
付
す
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
代
理
人
が
自
分
が
借
財
す
る
に
つ
き
保
証
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
と

本
人
に
詐
欺
的
な
言
辞
で
話
を
持
ち
か
け
、
本
人
が
保
証
人
な
ら
ば
よ
い
と
思
っ
て
代
理
人
の
言
を
軽
信
し
実
印
を
交
付
し
た
と
こ
ろ
、

本
人
を
債
務
者
と
す
る
借
財
が
実
印
を
利
用
し
た
代
理
人
に
よ
り
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
等
の
例
も
多
い
の
で
あ
っ
て
、
実
印
は
必
ず
し
も

為
ス
ニ
妨
ナ
キ
ヲ
以
テ
上
告
論
旨
ハ
理
由
ナ
シ
」
と
判
示
し
て
、

―

-
0条
の
適
用
を
肯
定
し
た
原
判
決
は
相
当
で
あ
る
と
判
断
し
、

Y

対
5
金

‘

―

爵

か

臀

ん

が

い

植

罠

か

只

麻

が

が

心

ぶ

バ

被

叔

凡

広

ぶ

文

が

信

ぢ

ぶ

吹

咎

ぢ

が

尻

ぶ

忍

i

与―
T

―
訟
ご
於
ー
ご
右
金
円
か
借
た
か
か
櫛
罠
が
い
い
信
か
～
が
正
当
ハ
事
曲
か
布
か
か
も
ハ
ぃ
瓢
が
～

5
」
と
判
示
し
、
ま
た
Y
が
A
に
対

理

な

羹

緊

靡

ぢ

取

欧

為

如

い

場

合

i

釈

其

取

駅

為

か

ぶ

叡

ぶ

か

か

も

ハ

ぃ

年

か

欠

獣

然

が

9
以

蒙

金

百
閏
借
ん
い
が
柵
鷹
が
有
ぢ
岡
囲
累
―
訟
へ
A
3
か
其
偕
ん
か
渥
か
為
が
上
告
ん
へ
y
3
ハ
実
郎
が
使
舟
か
か
i

醗
が
被
上
告
ん
へ
x
‘
)
「一

是
が
恥
ぞ
心
ん
盆
玄
代
理
ん
が
骨
輯
か
い
累
，
ー
が
が
い
な
念
実
郎
が
記
i

が
い
が
通
常
ぃ
為
ど
第
デ
烹
実
郎
が
託
9

ぢ

が

い

代

関

法

第

四

0
巻
第
二
号

六
四

（
二
四
四
）



(4) 
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

本
件
に
お
い
て
は
、
本
人
Y
と
代
理
人
A
と
の
関
係
や
、

A
が
従
前

y
を
代
理
し
て
二

0
0円
程
度
の
借
財
に
つ
い
て
相
手
方
X
あ
る

い
は

B
と
取
引
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
否
か
、
等
の
事
情
が
不
明
で
あ
る
。
仮
に
、

A
が
従
前

y
を
代
理
し
て
二

0
0円
程
度
の
借
財

に
つ
い
て

X
と
取
引
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
か
、
そ
の
程
度
の
借
財
に
つ
き
A
が

y
を
代
理
し
て
B
と
取
引
し
て
い
た
の
を
X
が
知
っ
て

い
た
と
か
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
あ
れ
ば
、
本
件
の

X
に
つ
い
て
正
当
理
由
を
肯
定
し
得
る
余
地
は
あ
る
。
し
か
し
認
定
さ
れ
て
い
る
事

実
だ
け
で
は
、

「
本
人
Y
に
A
の
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的

事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に

X
は
「
当
該
取
引
に
つ
い
て
の

A
の
代
理
権
を
信
じ
た
」
と
は
判
断
で
き
な
い
か
ら
、

X
に
は
正
当
理
由
は
成

立
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
件
で
は
事
実
関
係
が
不
明
で
あ
り
、
事
実
関
係
が
不
明
な
判
例
の
抽
象
的
判
旨
に
は
、
先
例
的
拘
束
力
を

実
印
は
日
常
取
引
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
、
本
人
は
深
く
代
理
人
を
信
頼
し
な
け
れ
ば
実
印
を
交
付
し
な
い
か
ら
、
実
印
を

託
さ
れ
た
代
理
人
が
そ
の
実
印
を
所
持
し
て
取
引
す
る
場
合
に
は
、
相
手
方
に
お
い
て
代
理
人
の
代
理
権
の
存
在
に
つ
い
て
善
意
・
無
過

失
で
あ
っ
た
と
い
え
る
と
い
う
大
判
大
正
八
年
の
抽
象
的
判
旨
は
、
正
当
理
由
を
「
普
通
の
人
が
代
理
権
が
あ
る
も
の
と
信
ず
る
の
が
も

っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
」
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
代
理
権
の
存
在
に
つ
い
て
の
善
意
・
無
過
失
の
こ
と
を
い
う
と
説
明
す
る
我
妻
博

権
限
諭
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

て
も
、
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権
の
徴
表
と
は
な
り
得
な
い
。

六
五

本
人
が
代
理
人
を
深
く
信
頼
し
た
結
果
交
付
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
仮
に
、
本
人
は
代
理
人
を
深
く
信
頼
し
な
け
れ
ば
実
印
を
交

付
し
な
い
と
い
う
前
提
を
承
認
す
る
と
し
て
も
、
実
印
を
託
さ
れ
た
代
理
人
が
そ
の
実
印
を
使
用
し
て
取
引
し
た
場
合
に
は
、
相
手
方
は

そ
の
代
理
人
に
何
ら
か
の
代
理
権
が
あ
る
と
信
ず
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
実
印
の
所
持
だ
け
で
は
、

当
該
取
引
に
つ
い
て
そ
の
代
理
人
に
代
理
権
が
あ
る
か
ど
う
か
は
不
朋
で
あ
る
。
実
印
の
所
持
は
何
ら
か
の
代
理
権
の
徴
表
と
は
な
り
得

（
二
四
五
）



第
四
〇
巻
第
二
号

一
応
第
三
者
即
ち
取
引

士
の
見
解
に
な
じ
み
や
す
く
、
我
妻
博
士
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
結
果
、
大
判
大
正
八
年
の
抽
象
的
判
旨
は
「
本
人
が
他
人
に
対
し
自
己

の
実
印
を
交
付
し
、
こ
れ
を
使
用
し
て
或
る
行
為
を
な
す
べ
き
権
限
を
与
え
た
場
合
に
、
そ
の
他
人
が
代
理
人
と
し
て
権
限
外
の
行
為
を

し
た
と
き
、
取
引
の
相
手
方
で
あ
る
第
三
者
は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
実
印
を
託
さ
れ
た
代
理
人
に
そ
の
取
引
を
す
る
代
理
権
が

あ
っ
た
も
の
と
信
ず
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
か
く
信
ず
る
に
つ
い
て
過
失
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
判
示
し
た
最

判
昭
和
三
五
年
一

0
月
一
八
日
（
民
集
一
四
巻
―
二
号
二
七
六
四
頁
）
を
導
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

大
判
大
正
八
年
及
び
最
判
昭
和
三
五
年
の
判
旨
、
我
妻
•
前
掲
一
―
―
七
一
頁
の
正
当
理
由
の
説
明
や
正
当
理
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合

が
多
い
と
し
て
あ
げ
た
③
の
例
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
我
妻
•
前
掲
三
七
二

頁
の
記
述
等
か
ら
、
判
例
応
‘
央
郎
等
か
荒
掛
茄
砂
わ
ぼ
原
賊
と
い
で
梱
手
か
に
応
正
卦
理
血
炉
認
か
い
か
か
と
判
踪
い
で
い
が
と
の
↓

、
、
、
、

般
的
理
解
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
多
く
の
判
例
は
、
実
印
の
所
持
だ
け
で
正
当
理
由
を
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
実
印
を
所
持
し
て

い
て
も
疑
念
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
る
特
別
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
正
当
理
由
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
実
印
等
の
所
持
が
あ
れ
ば
原

則
と
し
て
相
手
方
に
は
正
当
理
由
が
認
め
ら
れ
る
と
判
例
は
判
断
し
て
い
る
と
い
う
一
般
的
理
解
を
前
提
と
す
る
学
説
は
、
実
印
等
の
所

持
が
あ
れ
ば
正
当
理
由
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
夫
婦
や
親
子
関
係
の
場
合
に
は
盗
用
が
な
さ
れ
や
す
い
か
ら
実
印
等
を
所
持
し

(13) 

て
い
て
も
正
当
理
由
は
認
め
ら
れ
に
く
い
と
か
実
印
が
偽
造
印
で
あ
っ
た
場
合
に
は
「
『
印
章
が
偽
造
で
あ
る
』
と
い
う
生
ま
の
事
実
は

そ
の
ま
ま
こ
れ
を
こ
こ
（
筆
者
註
・
―

-
0条
の
正
当
理
由
の
有
無
の
判
断
）
へ
持
ち
込
む
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

の
相
手
方
の
立
場
か
ら
の
光
に
照
ら
し
て
見
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
『
偽
造
の
事
実
そ
の
も
の
』
で
な
く
『
相

手
方
の
方
で
偽
造
で
あ
る
と
知
り
え
た
か
』
あ
る
い
は
『
偽
造
で
は
な
い
の
か
と
疑
い
え
た
か
』
と
い
っ
た
形
で
発
想
せ
ら
れ
な
け
れ
ば

関
法

六
六

（
二
四
六
）



な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
」
（
倉
田
卓
次
「
最
判
昭
和
三
六
年
一
月
一
七
日
の
判
批
」
判
解
民
昭
和
三
六
年
度
1
事
件
五

(14) 
頁
）
と
か
、
実
印
の
盗
用
と
か
偽
造
印
の
場
合
に
は
、
通
説
・
判
例
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
相
手
方
の
信
頼
し
た
客
観
的
事
情
（
実
印
の
所

持
と
い
う
外
観
）
に
差
異
は
な
い
の
に
正
当
理
由
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
本
人
の
帰
責
性
（
本
人
の
関
与
）
が
な
い
こ
と
が
正
当
理
由
の

(15) 

有
無
の
判
断
で
考
慮
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
等
と
議
論
す
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
大
判
大
正
八
年
に
せ
よ
最
判
昭
和
三
五
年
に
せ
よ
、
我
妻

③
の
例
に
せ
よ
、
実
印
の
所
持
が
あ
れ
ば
原
則
と
し
て
相
手
方
は
代
理
権
の
存
在
に
つ
い
て
善
意
・
無
過
失
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
大
判
大
正
八
年
も
最
判
昭
和
三
五
年
も
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

，

ヽ

権
の
授
与
と
と
も
に
実
印
•
印
鑑
証
明
書
・
権
利
証
な
ど
を
交
付
し
て
あ
る
と
き
」
と
記
述
し
て
い
る
。
即
ち
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
，
、
、
、
、
、
、
、
、
、

人
が
そ
の
意
思
に
基
づ
い
て
実
印
を
代
理
人
に
交
付
し
て
い
た
場
合
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
に
、

作
為
・
不
作
為
は
不
要
で
あ
る
と
の
我
妻
博
士
の
記
述
か
ら
、
本
人
の
作
為
・
不
作
為
の
な
い
実
印
の
盗
用
・
偽
造
の
場
合
に
も
、
と
に

か
く
代
理
人
は
実
印
を
所
持
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
判
例
及
び
通
説
は
原
則
と
し
て
正
当
理
由
は
認
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
は
ず
だ
、

と
の
誤
解
を
招
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

佃
我
妻
博
士
も
鳩
山
博
士
に
倣
い
「
代
理
制
度
の
信
用
を
維
持
し
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
は
」
正
当
理
由
成
立
の
た
め
に

本
人
の
作
為
・
不
作
為
は
不
要
と
考
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
が
、
我
妻
博
士
も
鳩
山
博
士
と
同
じ
く
、
正
当
理
由
が
認
め
ら
れ
や
す
い

と
し
て
あ
げ
た
①
・
③
・
③
の
例
は
い
ず
れ
も
本
人
の
作
為
・
不
作
為
が
あ
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

鳩
山
博
士
も
我
妻
博
士
も
、
代
理
取
引
に
お
け
る
動
的
安
全
を
保
護
す
る
と
い
う
抽
象
的
観
念
か
ら
、
あ
る
い
は
本
人
の
作
為
・
不
作

為
の
全
く
な
い
法
定
代
理
に
―

-
0条
を
適
用
す
る
た
め
に
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
は
不
要
で
あ
る

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

六
七

代
理
人
は
本
人
か
ら
実
印
を
託
さ
れ
て
い
る
し
、

我
妻
③
も
「
代
理ヽ

判
例
も
我
妻
博
士
も
本

正
当
理
由
が
成
立
す
る
に
は
本
人
の

（
二
四
七
）



第
四

0
巻
第
二
号

と
主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
両
博
士
と
も
正
当
理
由
が
成
立
す
る
場
合
と
し
て
あ
げ
て
い
る
例
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
の
あ
る
ケ
ー

ス
で
あ
り
、
両
博
士
は
任
意
代
理
に
お
い
て
、
本
人
の
作
為
・
不
作
為
な
し
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
よ
う
な
具
体
的
場
合
を
想
定
し
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
行
為
は
不
要
で
あ
る
と
の
両
博
士
の
主
張
は
、

具
体
的
事
案
に
即
し
た
批
判
的
検
討
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
判
例
の
抽
象
的
判
旨
と
な
り
、
今
日
の
通
説
的
見
解
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

(

1

)

こ
の
大
審
院
判
決
は
、
大
審
院
は
当
初
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
過
失
を
要
す
る
と
解
し
て
い
た
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用

さ
れ
る
判
例
で
あ
る
（
例
え
ば
後
藤
清
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
⑳
』
ニ
―
―
八
頁
）
。

(

2

)

『
民
法
研
究
ー
』
所
収
。

(

3

)

こ
の
大
審
院
判
決
は
、
最
初
「
過
失
主
義
」
を
採
っ
た
大
審
院
が
そ
の
後
見
解
を
改
め
て
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
過
失
は

必
要
で
は
な
い
が
、
本
人
の
作
為
・
不
作
為
は
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
判
例
で
あ
る
（
例
え
ば
後
藤
•
前
掲

一
四

0
頁）。

(

4

)

鳩
山
博
士
は
大
判
明
治
三
六
年
七
月
七
日
が
採
っ
た
過
失
主
義
は
、
法
定
代
理
に
―

-
0条
を
適
用
し
た
大
判
明
治
一
＿
＿
九
年
五
月
九
日
に
よ
っ

て
棄
て
ら
れ
た
が
、
過
失
主
義
を
棄
て
た
は
ず
の
大
審
院
が
大
判
大
正
三
年
一

0
月
二
九
日
に
よ
っ
て
原
因
主
義
に
移
っ
た
の
は
不
当
で
あ
る
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
「
中
島
博
士
ノ
表
見
代
理
論
二
於
テ
ハ
代
理
権
ア
リ
ト
信
ゼ
シ
ム
ペ
キ
本
人
ノ
表
見
的
行
為
ア
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
所
謂
表
見
代
理
ノ
成
立
要
件
卜

セ
ラ
レ
テ
居
ル
カ
ラ
同
氏
ハ
此
点
二
於
テ
判
決
ノ
趣
旨
ヲ
是
認
セ
ラ
ル
4

モ
ノ
ト
考
フ
ル
ガ

(
5疇
誌
王
峠
廷
5

9余
ハ
遺
憾
ナ
ガ
ラ
之
二
従
フ

コ
ト
ヲ
得
ヌ
。
」
と
す
る
（
「
民
法
第
百
十
条
ノ
適
用
範
囲
」
―
―
四
頁
）
。
右
に
引
用
さ
れ
た
中
島
博
士
と
は
我
が
国
に
表
見
代
理
の
概
念
を
紹
介

し
た
中
島
玉
吉
博
士
の
こ
と
で
あ
り
、
中
島
博
士
は
我
が
民
法
に
お
い
て
表
見
代
理
思
想
が
認
め
ら
れ
る
の
は
一
〇
九
条
‘
―

-
0条
、
一
―
ニ

条
で
あ
る
と
し
、
「
第
百
十
条
モ
亦
其
場
合
ノ
ー
ナ
リ
代
理
人
力
権
限
外
ノ
行
為
ヲ
ナ
シ
ク
ル
ト
キ
ハ
之
レ
明
二
代
理
権
二
基
カ
サ
ル
行
為
ナ
リ

然
カ
モ
第
三
者
力
其
権
限
ア
リ
ト
信
ス
可
キ
正
当
ノ
理
由
ア
ル
ト
キ
ハ
本
人
ハ
代
理
人
ノ
行
為
二
付
キ
責
二
任
ス
其
正
当
ノ
理
由
ト
ハ
本
人
ノ
行

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

為
ニ
ョ
リ
テ
第
三
者
ヨ
リ
見
レ
ハ
代
理
権
ノ
範
囲
二
属
ス
ト
見
ラ
ル
可
キ
事
実
ノ
存
在
ヲ
指
ス
モ
ノ
ナ
リ
左
レ
＾
是
レ
亦
其
ノ
代
理
権
二
基
ク
モ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ノ
ニ
非
ス
シ
テ
表
見
的
行
為
二
基
ク
モ
ノ
ナ
レ
ハ
表
見
代
理
ノ
場
合
ナ
リ
。
（
傍
点
筆
者
）
」
と
す
る
（
中
島
玉
吉
「
表
見
代
理
論
」
京
都
法
学

関
法

六
八

（
二
四
八
）



権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

六
九

会
雑
誌
五
巻
二
号
一
九
六
頁
•
明
治
四
一
一
一
年
）
。
鳩
山
博
士
は
中
島
博
士
の
見
解
は
「
原
因
主
義
ヲ
採
ル
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
（
鳩

山
『
日
本
民
法
総
論
』
四
五
五
頁
）
。

(

5

)

但
し
鳩
山
博
士
自
体
は
「
基
本
代
理
権
」
と
い
う
用
語
を
も
ち
い
て
い
な
い
。

(
6
)
後
藤
•
前
掲
一
三
九
頁
も
こ
の
判
例
を
過
失
主
義
を
採
る
も
の
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

(

7

)

③
の
例
を
あ
げ
る
鳩
山
『
法
律
行
為
乃
至
時
効
』
―
―
―
―
一
九
頁
は
、
大
判
明
治
三
六
年
七
月
七
日
を
過
失
主
義
を
採
る
判
例
と
し
て
批
判
す
る
が
、

③
と
類
似
の
事
案
で
過
失
主
義
を
採
る
大
判
明
治
三
九
年
二
月
二
二
日
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。

(
8
)
安
永
•
前
掲
一
五
頁
が
「
任
意
代
理
自
体
に
お
い
て
、
大
審
院
の
と
る
態
度
そ
の
も
の
を
検
討
し
そ
れ
を
不
当
と
す
る
議
論
が
な
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
」
と
す
る
の
は
私
見
と
同
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
9
)
安
永
•
前
掲
―
一
頁
i

一
五
頁
も
私
見
と
同
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
1
0
)富
井
•
前
掲
五
一
五
頁
も
法
定
代
理
に
は
一
-
0
条
を
適
用
し
な
い
趣
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
1
1
)安
永
•
前
掲
一
六
頁
は
、
我
妻
博
士
は
基
本
的
に
鳩
山
博
士
と
同
趣
旨
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
記
述
は
、
鳩
山
博
士
が
「
法
定
代
理
に
（
一

-
0条
の
）
適
用
を
拡
大
す
る
と
の
目
的
的
指
向
で
正
当
理
由
と
本
人
と
の
主
饒
的
結
び
つ
き
を
切
り
離
そ
う
と
し
た
経
緯
か
ら
は
、
逆
転
し
た

論
理
と
な
っ
て
い
る
」
と
す
る
。

(
1
2
)我
妻
•
前
掲
三
七
一
頁
も
こ
の
判
例
を
引
用
し
て
い
る
。

(
1
3
)後
藤
•
前
掲
一
六
二
頁
、
谷
口
知
平
「
最
判
昭
和
一
ー
一
五
年
一
0
月
一
八
日
の
判
批
」
民
商
四
四
巻
五
号
九0
九
頁
、
林
豊
「
民
法
―
-
0
条
に

い
う
正
当
理
由
の
有
無
に
関
す
る
具
体
的
判
断
基
準
と
そ
の
主
張
・
証
明
責
任
」
民
事
判
例
実
務
研
究
一
巻
六
三
頁
、
川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』

三
八
一
頁
、
幾
代
通
『
民
法
総
則
』
三
八
七
頁
等
。

(

1

4

)

最
判
昭
和
三
六
年
一
月
一
七
日
（
民
集
一
五
巻
一
号
一
頁
）
及
び
倉
田
判
批
に
つ
い
て
は
高
森
八
四
郎
・
高
森
哉
子
「
他
方
名
義
の
不
動
産
処

分
と
日
常
家
事
行
為
」
関
法
三
八
巻
四
号
三
七
頁
以
下
参
照
。

(
1
5
)安
永
•
前
掲
一
―
―
―
―
一
頁
、
三
六
頁
、
四

0
頁
等
。

（
二
四
九
）



説
い
て
い
た
と
考
え
る
。

第
四

0
巻
第
二
号

そ
の
後
の
学
説
の
展
開

ニ
に
お
い
て
、
起
草
者
た
る
梅
・
富
井
両
博
士
が
、

い
か
な
る
場
合
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
た
か
を
考
察
し
た
。

梅
博
士
は
正
当
理
由
が
成
立
す
る
例
と
し
て
、
代
理
人
が
従
来
同
種
の
法
律
行
為
を
し
た
場
合
に
、
本
人
が
こ
れ
を
承
認
し
か
つ
て
そ
の

履
行
を
拒
ん
だ
こ
と
が
な
い
場
合
（
梅
•
第
一
類
型
）
、
慣
習
上
同
種
の
代
理
人
が
皆
そ
の
権
限
を
有
す
る
場
合
（
梅
•
第
一
一
類
型
）
を
あ

げ
、
富
井
博
士
は
、
代
理
人
が
平
常
同
種
の
法
律
行
為
を
し
て
き
た
の
に
本
人
に
お
い
て
か
つ
て
そ
の
履
行
を
拒
ん
だ
こ
と
が
な
い
場
合

（
富
井
•
第
一
類
型
）
、
委
任
状
を
訂
正
せ
ず
に
委
任
事
項
を
制
限
し
た
場
合
（
富
井
•
第
二
類
型
）

（
二
五
O
)

を
あ
げ
る
。

両
博
士
は
、
代
理
権

あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
を
代
理
権
の
存
在
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
（
正
当
理
由
1
1
善
意
・
無
過
失
）
と
は
表
現
し
て

い
な
い
。
梅
・
富
井
•
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
よ
う
に
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
代
理
人
の
権
限
を
あ
ら
か
じ
め

調
査
し
な
か
っ
た
相
手
方
に
は
過
失
が
な
く
、
そ
の
場
合
の
相
手
方
と
の
比
較
で
い
え
ば
権
限
を
守
ら
な
か
っ
た
不
誠
実
な
代
理
人
を
選

任
し
た
本
人
の
側
に
む
し
ろ
過
失
が
な
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
程
度
で
、
本
人
の
過
失
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

従
っ
て
、
梅
・
富
井
両
博
士
の
見
解
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
両
博
士
が
正
当
理
由
が
成
立
す
る
例
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
あ
げ
て
い
る
第

一
類
型
•
第
二
類
型
の
内
容
で
あ
る
。
私
見
で
は
両
博
士
は
、
第
一
類
型
•
第
二
類
型
の
よ
う
な
客
観
的
事
情
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、

本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
っ
た
と
い
え
、

そ
れ
故
に
相
手
方
が
代
理
人
の
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
相
手
方
に
は
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
、

け
前
章
ま
で
の
ま
と
め

関
法
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我
妻
博
士
は
、
①
特
定
の
財
産
の
管
理
、
事
業
の
経
営
な
ど
に
関
す
る
一
般
的
な
代
理
権
を
与
え
、
そ
の
う
ち
の
特
定
の
行
為
に
つ
い

て
は
本
人
の
同
意
を
要
す
る
と
い
う
よ
う
な
制
限
を
加
え
た
と
き
、
③
制
限
の
な
い
委
任
状
、
こ
と
に
白
紙
委
任
状
を
与
え
、
そ
の
使
用

を
一
定
の
範
囲
に
限
っ
た
と
き
、
③
代
理
権
の
授
与
と
と
も
に
実
印
•
印
鑑
証
明
書
・
権
利
証
な
ど
を
交
付
し
て
あ
る
と
き
、
を
あ
げ
る
。

こ
の
我
妻
①
は
梅
・
富
井
•
第
一
類
型
あ
る
い
は
梅
•
第
二
類
型
に
該
当
す
る
。
我
妻
③
は
鳩
山
®
に
類
似
す
る
。
我
妻
③
は
、
我
妻
博

士
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
類
型
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
例
で
あ
る
。
代
理
権
の
授
与
と
と
も
に
本
人
が
代
理
人
に
実

印
等
を
交
付
し
、
代
理
人
が
そ
れ
を
利
用
し
て
相
手
方
と
権
限
を
躁
越
し
た
取
引
を
し
た
と
し
て
も
、
実
印
の
所
持
は
何
ら
か
の
代
理
権

る。

三
に
お
い
て
、
代
理
取
引
に
お
け
る
動
的
安
全
を
何
よ
り
も
保
護
す
る
た
め
に
、

の
存
在
に
つ
い
て
の
善
意
・
無
過
失
）
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
た
か
を
考
察
し
た
。

七

―-
0条
の
適
用
範
囲
を
拡
張
し
よ
う
と
し
た

鳩
山
・
我
妻
両
博
士
が
、
任
意
代
理
に
お
い
て
い
か
な
る
場
合
に
正
当
理
由
（
鳩
山
・
我
妻
両
博
士
の
見
解
で
は
、
正
当
理
由
1
1
代
理
権

鳩
山
博
士
は
、
①
委
任
状
に
明
示
し
た
代
理
権
よ
り
も
実
際
は
狭
い
代
理
権
を
与
え
て
い
た
場
合
、
③
白
紙
委
任
状
の
受
領
者
が
勝
手

に
権
限
を
補
充
し
て
取
引
し
た
湯
合
、
③
平
常
代
理
人
の
行
為
を
黙
許
し
て
履
行
を
拒
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
代
理
人
に
対
し
て
の

み
事
後
は
そ
の
事
項
を
禁
ず
る
旨
を
言
渡
し
た
場
合
、
を
あ
げ
る
。
こ
の
鳩
山
①
は
富
井
•
第
二
類
型
に
該
当
し
、
鳩
山
③
は
梅
・
富

井
•
第
一
類
型
に
該
当
す
る
。
鳩
山
③
は
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
類
型
と
し
て
起
草
者
が
考
え
て
い
な
か
っ
た
例
で
あ
る
。
私
見
で
は
、

他
に
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
な
け
れ
ば
、
た
だ
代
理
人
が
勝
手
に
権
限
を
補
充
し
た
委
任
状
を
相
手
方
に
持
参
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、

正
当
理
由
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
仮
に
鳩
山
博
士
の
い
う
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
場
合
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
場
合

の
本
人
に
は
権
限
を
容
易
に
補
充
で
き
る
よ
う
な
白
紙
委
任
状
を
代
理
人
に
交
付
し
た
と
い
う
行
為
（
作
為
・
不
作
為
）
が
あ
る
と
い
え

(2) 

権
限
諭
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

（
二
五
一
）



か
っ
た
の
で
あ
る
。

(3) 
し
た
と
い
う
行
為
が
あ
る
と
い
え
る
。

第
四
0
巻
第
二
号

（
二
五
二
）

の
徴
表
と
は
な
り
え
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権
の
徴
表
と
は
な
り
え
な
い
か
ら
、
私
見
で
は
他
に
肯
定
的
な

フ
ァ
ク
ク
ー
が
な
い
限
り
、
正
当
理
由
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
、
我
妻
③
に
お
い
て
も
本
人
は
そ
の
意
思
に
基
づ
い
て
実
印
等
を
交
付

結
局
、
鳩
山
・
我
妻
両
博
士
が
、
起
草
者
が
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
正
当
理
由
が
成
立
す
る
類
型
と
し
て
あ
げ
た
の
は
、

本
人
が
代
理
人
に
白
紙
委
任
状
を
交
付
し
た
場
合
（
鳩
山
③
．
我
妻
R
)
と
、
本
人
が
代
理
人
に
実
印
等
を
交
付
し
た
場
合
（
我
妻
③
）

と
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
こ
れ
だ
け
の
事
実
で
は
正
当
理
由
は
成
立
し
な
い
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

鳩
山
・
我
妻
両
博
士
は
い
ず
れ
も
本
人
が
代
理
人
に
白
紙
委
任
状
な
り
実
印
な
り
を
交
付
し
た
場
合
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

両
博
士
は
、
代
理
人
が
盗
用
あ
る
い
は
偽
造
し
た
白
紙
委
任
状
や
実
印
を
所
持
し
て
取
引
し
た
場
合
に
も
、
白
紙
委
任
状
や
実
印
の
所
持

と
い
う
事
実
を
、
代
理
人
の
詐
欺
的
な
言
辞
と
あ
い
ま
っ
て
信
頼
し
た
相
手
方
に
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
両
博
士
は
任
意
代
理
に
お
い
て
、
本
人
の
作
為
・
不
作
為
な
し
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
場
合
を
、
想
定
し
て
い
な

し
か
し
他
方
で
両
博
士
は
、
法
定
代
理
に
一

-
0条
を
適
用
す
る
た
め
に
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為

が
不
要
で
あ
る
と
頑
固
に
主
張
し
た
。
最
高
裁
は
、
両
博
士
の
法
定
代
理
に
お
け
る
主
張
に
惑
わ
さ
れ
て
、
任
意
代
理
の
事
案
に
お
い
て
、

正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
は
不
要
で
あ
る
と
か
（
最
判
昭
和
二
八
年
―
二
月
三
日
《
第
一
小
法
廷
》
民
集

七
巻
―
二
号
―
―
―
―
―
―
頁
）
、
本
人
の
過
失
は
不
要
で
あ
る
と
か
（
最
判
昭
和
三
四
年
二
月
五
日
《
第
一
小
法
廷
》
民
集
一
三
巻
一
号
六

(
2
)
 

七
頁
）
判
示
す
る
に
至
っ
た
。
最
判
昭
和
二
八
年
は
、
本
人
に
は
作
為
・
不
作
為
が
な
い
か
ら
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
し
な
い
と
の

上
告
理
由
に
対
し
て
最
高
裁
が
、
正
当
理
由
は
「
必
ず
し
も
常
に
本
人
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な

関
法

七



い
た
こ
と
も
、
こ
の
誤
解
の
重
要
な
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(4) 
ろ
う
。

七

一
般
的
理
解
が

い
」
が
本
件
の
本
人
に
は
作
為
・
不
作
為
が
あ
る
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
判
昭
和
三
四
年
は
、
本
人
に
は
過
失
が
な
く
相
手
方
に

は
重
大
な
過
失
が
あ
る
と
の
上
告
理
由
に
対
し
て
、
最
高
裁
が
、
最
判
昭
和
二
八
年
を
引
用
し
「
―

-
0条
に
よ
る
本
人
の
責
任
は
本
人

に
過
失
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
」
本
人
が
無
過
失
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
責
を
免
れ
得
べ
き
で
は
な
い
と

判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

両
判
例
の
分
析
は
、
紙
数
の
制
限
も
あ
り
註
(
1
)
註
(

2

)

で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
両
判
例
は
事
実
関
係
が
不
明

で
あ
っ
て
、
上
告
理
由
の
一
部
に
対
応
す
る
形
で
具
体
的
事
案
の
解
決
に
不
要
な
抽
象
的
判
旨
を
述
べ
た
に
す
ぎ
ず
、
先
例
的
拘
束
力
を

認
む
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
具
体
的
に
事
案
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
最
高
裁
は
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不

作
為
あ
る
い
は
過
失
を
不
要
と
解
し
て
い
る
と
し
て
、
安
易
に
両
判
例
の
抽
象
的
判
旨
を
引
用
す
る
学
説
の
態
度
も
、
改
む
る
べ
き
で
あ

鳩
山
・
我
妻
両
博
士
の
法
定
代
理
に
お
け
る
主
張
を
、
最
高
裁
が
任
意
代
理
の
事
案
に
お
い
て
支
持
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
正
当
理

由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
は
不
要
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
、
判
例
・
通
説
の
立
場
で
あ
る
と
の
、

形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
と
り
わ
け
我
妻
③
に
あ
げ
ら
れ
た
、
本
人
が
代
理
人
に
実
印
を
交
付
し
代
理
人
が
そ
れ
を
所
持
し
て
取
引
し
た

と
い
う
例
は
、
代
理
人
が
盗
用
あ
る
い
は
偽
造
し
た
実
印
を
所
持
し
て
取
引
し
た
場
合
で
も
、
相
手
方
が
実
印
の
所
持
（
や
代
理
人
の
詐

欺
的
言
辞
）
と
い
う
客
観
的
事
情
を
信
頼
し
て
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
た
と
き
は
、
そ
の
よ
う
に
信
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
過
失
が
な
い
と

す
る
の
が
原
則
で
あ
る
と
、
誤
解
さ
れ
た
。
我
妻
博
士
が
正
当
理
由
を
「
普
通
の
人
が
代
理
権
が
あ
る
も
の
と
信
ず
る
の
が
も
っ
と
も
だ

と
思
わ
れ
る
こ
と
」
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
代
理
権
の
存
在
に
つ
い
て
の
善
意
・
無
過
失
の
こ
と
を
い
う
と
、
か
な
り
漠
然
と
説
明
し
て

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

（二五一―-）
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）

し
か
し
現
実
に
は
、
多
く
の
判
例
は
実
印
の
所
持
だ
け
で
正
当
理
由
を
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
実
印
を
所
持
し
て
い
て
も

疑
念
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
相
手
方
に
調
査
確
認
義
務
を
課
し
、
そ
れ
を
怠
れ
ば
過
失
あ
り
と
し
て
正

当
理
由
を
否
定
す
る
。
そ
こ
で
、
実
印
等
の
所
持
が
あ
れ
ば
原
則
と
し
て
相
手
方
に
は
正
当
理
由
が
認
め
ら
れ
る
と
、
判
例
・
通
説
は
解

し
て
い
る
と
い
う
一
般
的
理
解
を
前
提
と
す
る
学
説
は
、
実
印
の
所
持
と
い
う
同
じ
客
観
的
事
情
に
対
す
る
、
判
例
の
結
論
の
差
異
を
説

明
し
よ
う
と
し
て
、
正
当
理
由
と
は
「
結
局
は
、
当
該
行
為
の
具
体
的
諸
事
情
に
照
ら
し
て
法
の
保
護
に
値
す
る
と
判
断
す
べ
き
か
ど
う

か
、
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
」
（
川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』
一
二
七
六
頁
）
と
か
「
当
然
そ
こ
で
は
、
代
理
行
為
の
相
手
方
と
本
人
と
の

そ
れ
ぞ
れ
の
保
護
に
つ
い
て
の
利
益
考
量
が
実
質
的
な
決
め
手
に
な
る
。
そ
し
て
、
結
論
的
に
相
手
方
の
保
護
つ
ま
り
取
引
の
安
全
の
確

保
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
を
重
く
み
る
価
値
判
断
が
働
く
場
合
な
の
で
あ
る
。
」
（
幾
代
通
『
民
法
総
則
』
三
八
五
頁
）
と
か
い
う
よ
う
に
、

正
当
理
由
を
利
益
衡
量
論
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
相
手
方
に
調
査
確
認
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
場
合
を
、
判
例
の
認
定
事

実
の
な
か
か
ら
抽
出
・
分
類
し
よ
う
と
す
る
（
横
浜
弁
護
士
会
編
『
表
見
代
理
の
判
例
と
実
務
』
―
―
―
―
―
―
―
―
一
頁
以
下
）
。
あ
る
い
は
、
ま
た

つ
ま
り
客
観
的
判
断
を
基
礎
と
す
る
『
正
当
理
由
』
に
お
い
て
甲
乙
つ
け
が
た
い
こ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス

（
筆
者
註
・
夫
婦
間
で
実
印
の
盗
用
が
な
さ
れ
た
場
合
と
、
夫
婦
間
で
特
定
の
代
理
権
の
授
与
と
と
も
に
実
印
が
交
付
さ
れ
た
場
合
）
を

別
異
に
扱
う
実
質
的
な
根
拠
は
、
結
局
、
直
接
当
該
越
権
行
為
に
対
す
る
本
人
の
関
与
の
有
無
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」

以
上
に
お
い
て
、
前
章
ま
で
の
ま
と
め
と
し
て
、
起
草
者
で
あ
る
梅
・
富
井
両
博
士
が
正
当
理
由
が
成
立
す
る
例
と
し
て
考
え
て

い
た
梅
・
富
井
•
第
一
類
型
•
第
二
類
型
を
述
ぺ
、
次
い
で
鳩
山
・
我
妻
両
博
士
が
任
意
代
理
に
お
い
て
正
当
理
由
が
成
立
す
る
例
と
し

て
考
え
て
い
た
鳩
山
①
・
③
・
③
我
妻
①
・
③
・
③
を
検
討
し
た
。
他
方
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
は

(5) （
安
永
•
前
掲
四0
頁
）
と
論
じ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

「
外
観
に
お
い
て
差
の
な
い
、

関
法
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⇔
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の
見
解
を
大
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

七
五

人
の
作
為
・
不
作
為
は
不
要
で
あ
る
と
の
見
解
が
、
判
例
・
通
説
と
し
て
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

川
島
武
宜

『
民
法
総

不
要
で
あ
る
と
の
両
博
士
の
法
定
代
理
に
お
け
る
主
張
が
、
任
意
代
理
の
事
案
に
お
い
て
最
高
裁
の
抽
象
的
判
旨
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、

そ
れ
が
事
案
の
具
体
的
検
討
を
忘
れ
た
学
説
に
よ
っ
て
追
随
さ
れ
た
結
果
、
任
意
代
理
に
お
い
て
も
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本

今
日
に
お
い
て
は
、
正
当
理
由
の
有
無
の
判
断
は
、
当
該
行
為
の
具
体
的
事
情
に
照
ら
し
て
、
相
手
方
と
本
人
と
の
い
ず
れ
を
保
護
す

べ
き
か
の
利
益
衡
量
を
通
じ
て
、
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
と
す
る
の
が
学
説
の
大
勢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
正
当
理
由
の
有
無
を
利
益
衡

量
論
的
に
総
合
的
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
見
解
や
、
本
人
の
関
与
（
帰
責
性
）
を
考
慮
し
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
す
べ
て
右
判
例
・
通
説

即
ち
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
は
不
要
で
あ
り
、
そ
れ
故
盗
用
で
あ
れ
偽
造
で
あ
れ
本
人
の
意
思
に
基

づ
い
て
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
実
印
の
所
持
と
い
う
客
観
的
事
情
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
普
通
の
人
が
代
理
権
が
あ
る
も
の
と
信
ず
る

の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
事
情
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
は
代
理
権
の
存
在
に
つ
い
て
善
意
・
無
過
失
だ
と
い
え
る
、
と
い
う
見
解
を

動
か
せ
な
い
大
前
提
と
み
る
と
き
、
判
例
が
実
印
の
所
持
と
い
う
同
じ
客
観
的
事
情
の
あ
る
事
案
に
対
し
て
、
あ
る
と
き
は
正
当
理
由
を

肯
定
し
、
あ
る
と
き
は
調
査
確
認
義
務
を
も
ち
だ
し
て
相
手
方
の
過
失
を
認
定
し
正
当
理
由
を
否
定
す
る
、
こ
の
判
例
の
結
論
の
差
異
を

な
ん
と
か
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
正
当
理
由
の
有
無
は
結
局
は
利
益
衡
彙
論
的
に
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
の
だ
と
か
、
本
人
の
関
与
の
有

無
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
の
だ
と
か
、
論
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

正
当
理
由
の
有
無
を
利
益
衡
量
論
的
に
判
断
す
る
学
説
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
川
島
説
が
あ
る
。

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

（
二
五
五
）



あ
り
、

説
明
す
る
。
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正
当
理
由
の
内
容
を
定
義
せ
ず
、

正
当
理
由
を
「
『
善
意
無
過
失
』
と
表
現
し
て
み
て
も
、
同
意
反
復
に
す
ぎ
ず
、

結
局
は
、
当
該
行
為
の
具
体
的
諸
事
情
に
照
ら
し
て
法
の
保
護
に
値
す
る
と
判
断
す
べ
き
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
」
と

川
島
説
が
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
場
合
と
し
て
考
え
て
い
る
例
を
、
川
島
・
前
掲
三
七
七
頁
以
下
か
ら
引
用
す
る
と
、
①
「
一
般
的

に
言
っ
て
、
或
る
地
位
に
あ
る
者
が
当
該
取
引
を
な
す
こ
と
を
常
態
と
す
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
相
手
方
は
代
理
権
の
存
在

を
信
ず
る
に
つ
き
『
正
当
ノ
理
由
』
を
有
す
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
相
手
方
は
取
引
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
程

度
の
調
査
を
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、

『
正
当
ノ
理
由
』
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
。
」
、
③
「
問
題
と
な
る
の
は
、
抽
象
的
形
式
的
に

観
察
す
れ
ば
代
理
権
の
範
囲
に
属
す
る
行
為
が
、
実
質
的
に
は
、
本
人
の
利
益
の
た
め
で
は
な
く
て
代
理
人
そ
の
他
の
者
の
利
益
の
た
め

に
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
代
理
権
の
範
囲
に
は
属
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
取
引

の
相
手
方
が
そ
の
よ
う
な
実
質
的
側
面
を
知
ら
ず
、
且
つ
知
ら
な
い
こ
と
が
『
正
当
の
理
由
』
を
有
す
る
と
き
は
（
た
と
え
ば
、
当
該
の

代
理
人
と
し
て
は
そ
の
取
引
を
な
す
こ
と
が
常
態
で
あ
る
よ
う
な
場
合
）
、
一
―

0
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
取

引
の
相
手
方
が
そ
の
取
引
の
実
質
的
側
面
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
無
権
代
理
と
な
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
、
③
「
一
般
に
、
実
印
を

所
持
す
る
者
、
或
い
は
実
印
が
押
し
て
あ
る
証
書
を
所
持
す
る
者
の
代
理
権
を
信
じ
て
取
引
を
す
る
の
は
、
『
相
当
ノ
理
由
』
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
夫
又
は
妻
が
そ
の
配
偶
者
の
実
印
を
所
持
し
て
い
る
場
合
は
、
必
ず
し
も
そ
う
は
認
め
ら
れ
な
い
。
実
印
で
な

い
印
を
所
持
す
る
者
、
或
い
は
こ
れ
が
押
し
て
あ
る
証
書
を
所
持
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
諸
々
の
具
体
的
事
情
に
よ
っ
て
決
す
る
べ
き
で

一
般
的
に
『
正
当
ノ
理
由
』
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
、
④
「
委
任
事
項
を
白
地
と
す
る
白
紙
委
任
状
の
所
持
人
の
代

理
権
を
信
ず
る
の
は
、
原
則
と
し
て
『
正
当
理
由
』
が
あ
る
。
」
な
ど
で
あ
る
。

則
』
三
七
六
頁
は
、
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い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
代
理
人
の
権
限
濫
用
の
問
題
で
あ
り
、

七
七

そ
し
て
川
島
説
は
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
が
必
要
か
否
か
に
つ
い
て
、
「
右
の
問
題
を
肯
定
に
解

す
る
の
は
、
表
見
代
理
を
本
人
の
側
の
事
情
に
焦
点
を
お
い
て
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
取
引
の
相
手
方
の
側
の
事
情
（
す
な
わ
ち
、

取
引
の
安
全
）
に
焦
点
を
お
い
て
表
見
代
理
を
評
価
す
る
な
ら
、
右
の
問
題
を
否
定
に
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
お
そ
ら
く
今
後
の
判
決

に
お
い
て
は
こ
の
点
は
重
要
な
判
断
基
準
と
し
て
機
能
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
る
。
」
と
し
、
本
人
の
過
失
の
要
否
に
つ
い
て

は
「
か
つ
て
判
決
は
こ
れ
を
肯
定
に
解
し
て
、
表
見
代
理
の
成
立
を
否
定
し
た
こ
と
が
あ
る
（
筆
者
註
・
川
島
・
前
掲
一
二
八
五
頁
註
（
三

三
）
は
鳩
山
博
士
が
過
失
主
義
を
採
る
判
例
と
し
て
批
判
し
た
大
判
明
治
三
六
年
七
月
七
日
を
あ
げ
る
）
。
こ
れ
ま
た
、
本
人
の
側
の
事
情

に
焦
点
を
お
い
て
表
見
代
理
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
当
否
は
疑
問
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
判
決
の
先
例
的
価
値
も
疑
問

で
あ
っ
て
、
戦
後
判
例
は
明
確
に
こ
の
点
を
否
定
し
た
（
筆
者
註
・
三
八
六
頁
註
（
三
四
）
は
最
判
昭
和
三
四
年
二
月
五
日
を
あ
げ
る
）
。

学
者
も
一
般
に
否
定
に
解
し
て
い
る
。
」
と
す
る
。

叩
川
島
①
の
前
段
が
、
本
人
が
代
理
人
を
あ
る
地
位
に
付
け
、
相
手
方
が
当
該
取
引
に
つ
い
て
、
慣
習
上
そ
の
地
位
に
あ
る
代
理
人

は
皆
そ
の
よ
う
な
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権
限
が
あ
る
か
ら
、
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
た
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
梅
•
第
二
類

型
に
該
当
し
妥
当
で
あ
る
。

川
島
③
は
、
抽
象
的
形
式
的
に
観
察
す
れ
ば
代
理
権
の
範
囲
内
の
行
為
を
、
代
理
人
が
自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
の
た
め
に
な
し
た
と

の
は
、
表
見
代
理
を
本
人
の
側
の
事
情
に
焦
点
を
お
い
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
取
引
の
相
手
方
の
側
の
事
情
（
即
ち
、
取
引
の

問
題
な
の
は
、
川
島
説
が
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
あ
る
い
は
過
失
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
る

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

―-
0条
の
正
当
理
由
の
有
無
に
つ
い
て
論
ず
べ
き
問
題
で
は
な

（
二
五
七
）
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安
全
）
に
焦
点
を
お
い
て
表
見
代
理
を
評
価
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
否
定
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
前
提
に
た
っ
て
、
実
印
を
所
持
す
る
者

の
代
理
権
を
信
じ
て
取
引
す
る
の
は
一
般
に
正
当
理
由
あ
り
（
川
島
③
）
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、

正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
は
不
要
で
あ
る
か
ら
、
盗
用
で
あ
れ
偽
造
で
あ
れ
本
人
の

意
思
に
基
づ
い
て
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
実
印
の
所
持
と
い
う
客
観
的
事
情
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
普
通
の
人
が
代
理
権
が
あ
る
も
の

と
信
ず
る
の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
事
情
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
は
代
理
権
の
存
在
に
つ
い
て
善
意
・
無
過
失
だ
と
い
え
る
と
い
う

通
説
的
理
解
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
本
人
の
作
為
・
不
作
為
が
全
く
な
い
の
に
相
手
方
か
ら
み
て
代
理
権
が
あ
る
も
の

と
信
ず
る
の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
客
観
的
事
情
は
、
実
印
の
所
持
と
実
印
を
所
持
す
る
者
の
詐
欺
的
言
辞
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
、

正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
か
ぎ
り
、
実
印
の
所
持
と
い
う
客
観
的
事
情
が
あ
れ
ば
、

原
則
と
し
て
、
正
当
理
由
は
成
立
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
判
例
は
実
印
の
所
持
と
い
う
同
じ
客
観
的
事
情
の
あ
る
事

案
に
対
し
て
、
あ
る
と
き
は
正
当
理
由
を
肯
定
し
あ
る
と
き
は
否
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
判
例
の
結
論
の
差
異
を
有
意
味
的
に

説
明
し
よ
う
と
し
て
、
実
印
の
所
持
と
い
う
客
観
的
事
情
が
あ
れ
ば
原
則
と
し
て
正
当
理
由
は
成
立
す
る
が
、
例
外
と
し
て
夫
婦
間
で
は

実
印
の
盗
用
が
な
さ
れ
や
す
い
か
ら
、
夫
婦
の
一
方
が
他
方
の
実
印
を
所
持
し
て
も
、
必
ず
し
も
正
当
理
由
は
認
め
ら
れ
な
い
（
川
島
③
）

と
論
ず
る
こ
と
に
な
る
。

実
印
は
夫
婦
間
で
あ
れ
他
人
間
で
あ
れ
、
本
人
か
ら
代
理
人
に
い
ろ
い
ろ
の
理
由
に
よ
っ
て
預
託
さ
れ
た
り
交
付
さ
れ
た
り
す
る
も
の

で
あ
る
し
、
ま
た
盗
用
・
偽
造
の
可
能
性
も
高
い
も
の
で
あ
る
。
本
人
が
代
理
人
に
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権
の
授
与
と
と
も
に
実

印
を
交
付
し
て
い
る
現
場
を
相
手
方
が
見
て
い
な
い
限
り
、
代
理
人
が
実
印
を
所
持
し
て
い
る
と
し
て
も
、
相
手
方
に
は
代
理
人
が
い
か

な
る
理
由
で
本
人
か
ら
実
印
の
交
付
を
受
け
た
の
か
、
あ
る
い
は
盗
用
し
た
の
か
偽
造
し
た
の
か
、
そ
の
内
部
的
事
情
は
不
明
の
ま
ま
で

関
法
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月
一
五
日
の
判
批
」
民
商
六
六
巻
一
号
一
―
四
頁
、
遠
田
新

七
九

あ
る
。
従
っ
て
、
本
人
が
代
理
人
に
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権
の
授
与
と
と
も
に
実
印
を
交
付
し
て
い
る
現
場
を
見
て
い
な
い
相
手

方
に
と
っ
て
は
、
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
交
付
で
あ
れ
盗
用
で
あ
れ
偽
造
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
実
印
の
所
持
と
い
う
ひ
と
つ
の
事
実
が
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
代
理
人
が
実
印
を
所
持
す
る
に
至
る
内
部
的
事
情
は
様
々
な
の
で
あ
る
か
ら
、
実
印
の
所
持
と
い
う
ひ
と
つ
の

客
観
的
事
実
か
ら
相
手
方
が
代
理
人
に
何
ら
か
の
代
理
権
が
あ
る
と
信
ず
る
の
は
仮
に
も
っ
と
も
で
あ
る
と
し
て
も
、
決
し
て
、
そ
れ
の

み
で
は
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
人
の
代
理
権
限
を
相
手
方
が
信
ず
る
に
つ
い
て
の
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
と
は
な
り

得
な
い
（
高
橋
三
知
雄
「
最
判
昭
和
四
二
年
―
一
月
―
―

1
0日
の
判
批
」
民
商
五
九
巻
一
号
八
八
頁
、
好
美
清
光
「
最
判
昭
和
四
五
年
―
二

も
同
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
。

「
最
判
昭
和
五
一
年
六
月
二
五
日
の
判
批
」
民
商
七
六
巻
五
号
七
三
三
頁

実
印
の
所
持
は
、
そ
れ
だ
け
で
原
則
と
し
て
正
当
理
由
が
成
立
す
る
客
観
的
事
情
で
は
な
く
、
正
当
理
由
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
の

ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。
他
に
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
が
存
在
し
（
た
と
え
ば
相
手
方
は
従
前
も
代
理
人
と
の
間
で
同
種
の
取
引
を
し
た
こ
と

が
あ
り
、
そ
れ
は
本
人
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、

ク
ク
ー
が
あ
わ
さ
っ
て
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的

事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」
と
い
え
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

正
当
理
由
を
肯
定
し
結
論
的
に
妥
当
な
解
決
を
導
い
た
判
例
（
た
と
え
ば
最
判
昭
和
一
―
―
―
年
五
月
二
二
日
・
民
集
一

0
巻
五
号
五
四
五
頁
、

最
判
昭
和
三
一
年
九
月
一
八
日
・
民
集
一

0
巻
九
号
一
―
四
八
頁
）
は
、
実
質
的
に
は
、
実
印
の
所
持
以
外
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
を
認

定
し
そ
れ
と
実
印
の
所
持
と
い
う
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
を
あ
わ
せ
て
、
結
論
を
導
出
し
て
い
る
。
逆
に
実
印
の
所
持
以
外
の
肯
定
的
フ
ァ

ク
ク
ー
が
認
め
ら
れ
ず
、
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
と
き
、
あ
る
い
は
実
印
の
所
持
以
外
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
が
あ

権
限
臨
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

つ
つ
が
な
く
履
行
さ
れ
た
と
い
う
事
実
な
ど
）
そ
れ
に
実
印
の
所
持
と
い
う
肯
定
的
フ
ァ

（
二
五
九
）
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る
に
し
て
も
同
時
に
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
も
存
在
し
、
実
印
の
所
持
を
含
め
た
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
を
凌
駕
す
る

ほ
ど
の
も
の
で
な
い
と
き
、
判
例
は
正
当
理
由
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

夫
又
は
妻
が
他
方
を
代
理
し
て
借
財
し
た
り
、
他
方
名
義
の
不
動
産
を
処
分
し
た
り
す
る
事
案
に
お
い
て
、
判
例
の
ほ
と
ん
ど
は
正
当

理
由
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
事
案
に
お
い
て
、
実
印
の
所
持
以
外
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
認
め
ら
れ
ず
、
あ
る
い
は
実

印
の
所
持
を
含
め
た
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
が
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
な
い
の
で
、
判
例
は
正
当
理
由
を
否
定
し

て
い
る
の
で
あ
り
（
詳
細
は
高
森
八
四
郎
・
高
森
哉
子
「
夫
婦
の
日
常
家
事
行
為
と
表
見
代
理
」
名
城
法
学
三
八
巻
別
冊
二

0
頁
以
下
、

同
「
他
方
名
義
の
不
動
産
処
分
と
日
常
家
事
行
為
」
関
法
三
八
巻
四
号
一
頁
以
下
、
高
森
哉
子
「
借
財
と
日
常
家
事
行
為
」
関
法
四

0
巻

一
号
三
八
頁
以
下
）
、
川
島
③
の
よ
う
に
実
印
の
所
持
と
い
う
客
観
的
事
情
が
あ
れ
ば
原
則
と
し
て
正
当
理
由
は
成
立
す
る
が
、
例
外
と

し
て
夫
婦
の
一
方
が
他
方
の
実
印
を
所
持
し
て
い
て
も
正
当
理
由
は
認
め
ら
れ
に
く
い
と
、
解
す
べ
き
で
は
な
い
。

＞
川
島
④
に
対
し
て
も
、
川
島
③
に
対
す
る
の
と
同
様
の
批
判
が
あ
て
は
ま
る
。
本
人
が
代
理
人
に
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権

の
授
与
と
と
も
に
委
任
事
項
を
白
地
と
す
る
白
紙
委
任
状
を
交
付
し
て
い
る
現
場
を
見
て
い
な
い
相
手
方
に
と
っ
て
は
、
本
人
が
何
ら
か

の
意
思
で
白
紙
委
任
状
を
交
付
し
た
の
で
あ
れ
、
代
理
人
が
偽
造
し
た
も
の
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
白
紙
委
任
状
の
所
持
と
い
う
ひ
と
つ
の

事
実
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
白
紙
委
任
状
の
所
持
と
い
う
ひ
と
つ
の
客
観
的
事
実
か
ら
、
相
手
方
が
代
理
人
に
何
ら
か
の
代
理
権
が
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
信
ず
る
の
は
仮
に
も
っ
と
も
で
あ
る
に
し
て
も
、
決
し
て
そ
れ
の
み
で
は
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
人
の
代
理
権
限
を
相
手
方
が
信

ず
る
に
つ
い
て
の
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
と
は
な
り
得
な
い
。
実
印
の
所
持
と
同
じ
く
、
白
紙
委
任
状
の
所
持
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
は
正
当
理
由
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
と
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。

川
島
説
と
同
じ
く
正
当
理
由
の
有
無
を
利
益
衡
量
論
的
に
判
断
す
る
も
の
と
し
て
幾
代
説
が
あ
る
。
幾
代
通
『
民
法
総
則
』

関
法

八
〇

（
二
六

O
)



頁）

・
通
説
で
あ
る
。
正
当
の
理
由
と
は
、
結
局
は
、

J¥ 

（
二
六
一
）

（
幾
代
・
前
掲
三
八
五
頁
）

と
の
そ

三
八
四
頁
は
、
正
当
理
由
を
「
客
観
的
に
み
て
行
為
者
に
代
理
権
あ
り
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
事
情
が
あ
る
こ
と
、
を

い
う
。
す
な
わ
ち
、
相
手
方
に
つ
い
て
い
え
ば
、
代
理
権
の
不
存
在
に
つ
い
て
善
意
か
つ
無
過
失
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
」
と
説
明
し
、

「
正
当
の
理
由
あ
り
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
本
人
の
過
失
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
本
人
の
行
為
（
作
為
も
し
く
は
不
作

為
）
に
基
因
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
必
要
で
な
い
。
…
…
現
在
に
お
い
て
は
、
本
人
の
過
失
な
ど
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
の
が
判
例

（
大
判
大
正
三
・
一0
・
ニ
九
民
録
八
四
六
頁
、
最
判
昭
和

1
一
八
•
―
ニ
・
三
民
集
―
―
―
―
―
一
頁
、
最
判
昭
和
三
四
・
ニ
・
五
民
集
六
七

か
ど
う
か
』
に
帰
着
す
る
の
で
あ
り
（
川
島
・
三
七
六
頁
）
、
当
然
そ
こ
で
は
、
代
理
行
為
の
相
手
方
と
本
人
（
と
さ
れ
た
者
）

れ
ぞ
れ
の
保
護
に
つ
い
て
の
利
益
考
量
（
単
な
る
無
権
代
理
に
と
ど
め
る
場
合
と
、
表
見
代
理
成
立
を
認
め
る
と
し
た
場
合
と
で
の
）
が

実
質
的
な
決
め
手
に
な
る
。
そ
し
て
、
結
論
的
に
相
手
方
の
保
護
つ
ま
り
取
引
の
安
全
の
確
保
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
を
重
く
み
る
価
値
判

断
が
働
く
場
合
な
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
に
は
本
人
の
行
為
は
不
要
で
あ
り
、
正
当
理
由
の
有
無
を

相
手
方
と
本
人
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
保
護
に
つ
い
て
の
利
益
衡
量
で
判
断
す
る
幾
代
説
に
お
い
て
は
「
具
体
的
に
い
か
な
る
場
合
に
相
手
方

の
誤
信
に
『
正
当
ノ
理
由
』
が
あ
る
と
さ
れ
る
か
否
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
具
体
的
な
諸
事
情
の
総
合
的
判
断
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、

過
索
定
吹
‘
か
判
例
か
か
筒
単
か
弐
〖
佐
的
な
定
式
む
慨
納
が
な

[
Jい
応
不
可
能
で
砂
な
。
」
（
傍
点
筆
者
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

"11

正
当
理
由
の
有
無
が
争
わ
れ
た
多
く
の
事
案
に
お
い
て
は
、
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
と
が
混
在
し
て
い
る
か

ら
、
い
か
な
る
場
合
に
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
る
か
は
、
こ
れ
ら
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
と
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー

と
を
個
別
的
具
体
的
に
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
の
過
程
で
、
正
当
理
由
の
有
無
の
具
体
的
判
断
基
準
が
欠
如
し
て
い
れ
ば
、

権
限
躇
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

『
当
該
行
為
の
具
体
的
諸
事
情
に
照
ら
し
て
法
の
保
護
に
値
す
る
と
判
断
す
べ
き



履
行
さ
れ
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
客
観
的
事
情
で
あ
ろ
う
。

第
四
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い
か
な
る
事
実
を
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
認
定
す
る
か
に
つ
い
て
も
誤
り
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
、
代
理
人
が
自
分
に
は
当
該
取
引

に
つ
い
て
の
代
理
権
が
あ
る
と
相
手
方
に
説
明
し
、
そ
の
言
動
が
詐
欺
師
的
に
巧
妙
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
相
手
方
は
代
理
権
が
あ
る
と

信
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
代
理
人
の
詐
欺
師
的
な
言
辞
は
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
に
該
ら
な
い
。

ま
た
判
例
の
い
う
「
疑
念
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
る
事
情
」
と
は
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
で
あ
る
が
、
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
強
け
れ
ば

強
い
ほ
ど
、
そ
れ
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
積
極
的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
な
け
れ
ば
正
当
理
由
は
成
立
し
な
い
。
そ
こ
で
い
う
積
極
的
な

主
要
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
と
は
、
何
ら
か
の
代
理
権
の
徴
表
の
道
具
に
過
ぎ
な
い
実
印
・
白
紙
委
任
状
等
の
所
持
で
は
な
く
（
こ
れ
ら

は
補
強
的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
に
す
ぎ
な
い
）
、
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感

じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
た
と
え
ば
梅
•
第
一
類
型
が
あ
げ
る
よ
う
に
、
相
手
方

は
代
理
人
と
の
間
で
従
来
同
種
（
同
量
）
の
取
引
を
何
度
も
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
本
人
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、

こ
の
よ
う
に
い
か
な
る
事
実
を
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
認
定
す
る
か
、

る
決
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
る
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
正
当
理
由
の
有
無
の
具
体
的
判
断
基
準
（
具
体
的
な
定
式
）
の
設
定
が
不

可
欠
で
あ
る
。
幾
代
・
三
八
五
頁
は
「
過
去
の
多
く
の
判
例
か
ら
簡
単
か
つ
具
体
的
な
定
式
を
帰
納
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
す

る
が
、
具
体
的
な
定
式
の
設
定
は
不
可
能
で
は
な
い
し
、
ま
た
具
体
的
な
定
式
の
設
定
は
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
定
式
が
欠
如
し

て
い
れ
ば
、
正
当
理
由
の
有
無
の
判
断
は
、
結
局
場
当
り
的
な
利
益
衡
量
に
な
っ
て
し
ま
い
、
取
引
の
安
全
の
名
の
下
に
安
易
に
正
当
理

由
を
肯
定
す
る
方
向
に
流
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
幾
代
・
前
掲
三
八
五
頁
以
下
が
正
当
理
由
が
成
立
す
る
類
型
と
し
て
あ
げ
て
い
る
例

は
、
川
島
①
、
川
島
③
に
該
当
す
る
の
で
、
川
島
説
に
対
す
る
批
判
と
同
じ
批
判
が
あ
て
は
ま
る
。

関
法

い
か
な
る
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ

J¥ 

（
二
六
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つ
つ
が
な
く



当
理
由
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
に
も
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
に
も
な
ら
な
い
。

八

（
二
六
―
―
-
）

横
浜
弁
護
士
会
『
表
見
代
理
の
判
例
と
実
務
』
＝
―
-
七
頁
は
、
倉
田
卓
次
「
最
判
昭
和
三
六
年
一
月
一
七
日
の
判
批
」

昭
和
三
六
年
度
1
事
件
）
五
頁
が
「
『
印
章
が
偽
造
で
あ
る
』
と
い
う
生
ま
の
事
実
は
そ
の
ま
ま
こ
れ
へ
持
ち
込
む
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

応
第
三
者
即
ち
取
引
の
相
手
方
の
立
場
か
ら
の
光
に
照
ら
し
て
見
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
『
偽
造
の
事
実
そ
の

も
の
』
で
な
く
『
相
手
方
の
方
で
偽
造
で
あ
る
と
知
り
え
た
か
』
あ
る
い
は
『
偽
造
で
は
な
い
の
か
と
疑
い
え
た
か
』
と
い
っ
た
形
で
発

想
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
を
、
幾
代
・
前
掲
一
二
八
五
頁
が
「
本
人
の
過
失
や
行
為

の
有
無
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
外
部
に
反
映
し
、
無
権
代
理
行
為
の
相
手
方
の
側
の
善
意
や
無
過
失
（
と
く
に
後
者
）
の
成
否
を
左
右
す

る
場
合
が
少
な
く
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
と
同
旨
で
あ
る
と
し
、
本
人
の
過
失
や
作
為
・
不
作
為
と
い
っ
た
事
実
は
外
部
に
反
映
す
る

―

-
0条
は
「
第
三
者
ヵ
其
権
限
ア
リ
ト
信
ス
ヘ
キ
正
当
理
由
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
か
ら
見
て
「
本
人
に
代

理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に
相
手
方
が

「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」
と
判
断
で
き
る
と
き
に
、
相
手
方
に
は
正
当
理
由
が
成
立
す
る
。

い
か
に
本
人
に
作
為
・
不
作
為
が
あ
ろ

う
と
、
そ
れ
を
相
手
方
が
見
知
っ
て
い
な
い
限
り
、
そ
れ
は
正
当
理
由
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
に
も
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
に
も
な
ら
な
い

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
逆
に
相
手
方
か
ら
み
て
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ

さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に
相
手
方
が
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」
と
い
え
る
と
き
に
は
、
必
ら
ず
相
手
方
か
ら

み
て
本
人
が
代
理
人
に
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権
を
授
与
し
た
と
推
定
で
き
る
本
人
の
行
為
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
正
当
理
由

が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
行
為
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
の
は
不
当
で
あ
る
し
、
逆
に
相
手
方
が
見
知
っ
て
い
な
い
本
人
の
行
為
は
正

権
限
蹄
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

限
り
で
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
妥
当
で
あ
る
と
す
る
。

（
判
解
民



成
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
。

―

-
0条
は
法
文
上
、

事
行
為
」
関
法
三
八
巻
四
号
三
七
頁
以
下
）
。

第
四
0
巻
第
二
号

従
っ
て
偽
造
印
の
場
合
、

「
実
印
が
偽
造
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
は
、
相
手
方
が
知
ら
な
い
限
り
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
に
は
な
ら
ず
、

「
実
印
（
ら
し
き
も
の
）
の
所
持
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
仮
に
偽
造
が
ず
さ
ん
で
「
偽

造
で
は
な
い
か
と
疑
い
え
た
」
場
合
に
は
、
そ
の
事
情
は
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
認
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
正
当
理
由
が
成
立
す

る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
凌
駕
す
る
だ
け
の
積
極
的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
必
要
と
さ
れ
、

そ
れ
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
相
手
方
に
正

当
理
由
は
成
立
し
な
い
。
倉
田
判
批
の
引
用
部
分
は
内
容
そ
れ
自
体
に
お
い
て
誤
ま
り
は
な
い
が
、
最
判
昭
和
一
二
六
年
に
お
い
て
正
当
理

由
が
否
定
さ
れ
た
の
は
、
倉
田
判
批
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
本
人
全
く
不
知
の
間
に
偽
造
印
鑑
に
よ
っ
て
登
記
が
な
さ
れ
た
」
と
い
う
事

情
で
は
な
く
、
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
を
凌
駕
す
る
だ
け
の
本
人
へ
の
問
い
合
せ
を
不
要
と
す
る
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
存
在
し
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
（
最
判
昭
和
三
六
年
一
月
一
七
日
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
高
森
八
四
郎
・
高
森
哉
子
「
他
方
名
義
の
不
動
産
処
分
と
日
常
家

な
お
相
手
方
か
ら
み
て
「
実
印
が
偽
造
で
は
な
い
か
」
と
疑
い
え
る
外
部
的
事
情
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
は
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
と

な
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
幾
代
・
三
八
五
頁
の
よ
う
に
相
手
方
の
過
失
が
認
定
さ
れ
、
正
当
理
由
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
法
的
構

―
―
―
一
条
の
よ
う
に
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
を
要
件
と
せ
ず
、
よ
り
積
極
的
な

「
正
当
理
由
」
を
相
手
方
の
保
護
さ
れ
る
べ
き
要
件
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
存
在
す
る
と
き
は
、
そ
れ
を

凌
駕
す
る
だ
け
の
積
極
的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
を
さ
が
し
、
そ
の
よ
う
な
積
極
的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
認
定
で
き
な
い
と
き
に
は
、

「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
な
い
」
と
し
て
、

相
手
方
の
正
当
理
由
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。

本
人
の
行
為
の
有
無
は
多
か
れ
少
な
か
れ
外
部
に
反
映
し
、
外
部
に
反
映
す
る
限
り
で
、
相
手
方
の
過
失
の
成
否
を
左
右
す
る
と
い
う

関
法

八
四

（
二
六
四
）



国

(i) 

八
五

（
二
六
五
）

『
正
当
理
由
』
の
判
断
の
な
か

安
永
•
前
掲
五
五
頁
は

「『基

見
解
は
、
実
印
の
所
持
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
相
手
方
に
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
に
な
る
と
い
う
誤
っ
た
前
提

か
ら
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
実
印
の
所
持
は
原
則
と
し
て
相
手
方
に
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
で
は
な
く
、
肯
定
的
フ
ァ
ク

ク
ー
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
実
印
の
所
持
は
そ
れ
だ
け
で
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
で
は
な
く
、
他
の
積

極
的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
と
あ
わ
さ
っ
て
は
じ
め
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
自
体
は
弱
い
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
に

す
ぎ
な
い
。
そ
の
実
印
が
偽
造
印
の
場
合
で
も
、
そ
れ
を
相
手
方
が
見
知
っ
て
い
な
い
限
り
、
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
に
は
な
ら
な
い
。
し

か
し
相
手
方
か
ら
み
て
「
実
印
が
偽
造
で
は
な
い
か
」
と
疑
い
え
る
外
部
的
事
情
が
存
在
す
る
場
合
に
は
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
と
な
る
。

こ
の
湯
合
は
、
そ
れ
を
凌
駕
す
る
だ
け
の
積
極
的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
の
存
在
こ
そ
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
認
定
で
き
な

い
と
き
に
は
相
手
方
に
正
当
理
由
は
成
立
し
な
い
と
い
う
、
私
見
の
よ
う
に
法
文
に
忠
実
な
解
釈
こ
そ
を
採
る
べ
き
で
あ
る
。

本
人
の
帰
責
性
を
重
視
す
る
見
解

正
当
理
由
の
有
無
の
判
断
に
つ
い
て
本
人
の
帰
責
性
を
重
視
す
る
見
解
に
安
永
説
が
あ
る
。

本
代
理
権
』
で
も
っ
て
し
て
も
な
お
考
慮
に
余
る
本
人
側
の
事
情
が
存
在
し
、
こ
れ
は
『
正
当
理
由
』
の
判
断
に
持
ち
こ
ま
れ
ざ
る
を
得

な
い
が
、
こ
の
判
断
を
客
観
的
事
情
を
基
礎
と
し
て
な
す
通
説
で
は
、
そ
れ
を
な
ま
の
か
た
ち
で
は
料
酌
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
本
人
側
の
事
情
は
内
部
事
情
で
あ
り
、
通
常
外
部
か
ら
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
か
ら

ぬ
判
決
例
で
、
そ
れ
ら
は
な
お
、
相
手
方
有
過
失
の
構
成
を
通
し
て
、
事
実
上
『
正
当
理
由
』
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
作
用
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。
判
例
上
、
通
説
の
理
論
的
枠
組
み
が
な
お
堅
持
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
実
質
は
、

に
本
人
の
帰
責
性
が
直
接
影
響
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
。

権
限
躁
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」



し
か
し
、

本
人
側
の
事

即
ち
、
安
永
•
前
掲
四
0
頁
は
、
夫
又
は
妻
が
他
方
に
無
断
で
他
方
名
義
の
不
動
産
を
処
分
し
た
と
い
う
事
案
で
、
実
印
・
権
利
証
等

（
傍
点
筆
者
）
」

と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

凹
夫
婦
間
の
事
案
で
な
く
て
も
「
た
と
え
ば
、
極
端
な
例
を
あ
げ
れ
ば
、
あ
る
種
の
代
理
権
を
与
え
ら
れ
た
者
が
、
本
人
の
実
印
・

権
利
証
を
盗
用
し
て
、
あ
る
い
は
偽
造
し
て
、
与
え
ら
れ
て
い
る
代
理
権
と
ま
る
で
関
係
の
な
い
代
理
行
為
を
し
た
場
合
な
ど
、

う
。
人
へ
の
信
頼
は
あ
る
と
し
て
も
、
当
該
越
権
行
為
に
つ
き
代
理
権
あ
り
と
す
べ
き
事
情
に
つ
い
て
の
本
人
の
関
与
は
、
極
め
て
稀
薄

そ
れ
で
は
、
右
の
如
き
『
基
本
代
理
権
』
の
認
否
判
定
の
際
と
り
こ
ま
れ
え
な
か
っ
た
本
人
側
の
事
情
は
、
純
粋
に
客
観
的
事
情
に
よ

っ
て
決
せ
ら
れ
る
『
正
当
理
由
』
の
判
断
へ
い
か
な
る
か
た
ち
で
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
の
か
。
こ
の
点
、
明
白
に
述
べ
る
も
の
は
す
く
な

い
。
結
局
、
右
理
論
か
ら
は
『
本
人
の
過
失
や
行
為
の
有
無
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
外
部
に
反
映
し
、
無
権
代
理
行
為
の
相
手
方
の
側
の

(
3
)
 

善
意
や
無
過
失
（
と
く
に
後
者
）
の
成
否
を
左
右
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
』
と
し
て
、
本
人
側
の
事
情
が
、
信
ず
べ
き
外
観
不
成
立
に

働
く
と
か
、
相
手
方
の
有
過
失
を
導
き
う
る
限
り
で
、
結
果
的
に
考
慮
す
る
以
外
に
は
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

代
理
権
』
、
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
客
観
的
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

『
正
当
理
由
』
を
た
だ
ち
に
認
め
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
ろ

『
甚
本

ヽが
た
い
こ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
別
異
に
扱
う
実
質
的
な
根
拠
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
,
、
、
、
、

結
局
、
直
接
当
該
越
権
行
為
に
対
す
る
本
人
の
関
与
の
有
無
と
い
う
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

授
権
し
実
印
を
預
け
た
と
こ
ろ
が
、

、
、
、
、
、
、

な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

趨
植
い
で
士
堀
む
厖
か
い
で
い
距
っ
か
い
い
が
場
令

g
応
‘
正
当
理
曲
か
い
い
応

g
か
か

g
郭
断
い

外
観

g
お
い
で
羞
か
な
い
‘
？
か
い
客
観
的
判
断
む
基
礎
と
わ
な
『
正
当
理
曲
』
に
蕊
い
で
早
乙
？
庄

の
盗
用
あ
る
い
は
偽
造
の
事
案
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
。
も
し
こ
れ
が
仮
に
「
現
実
に
妻
に
対
し
土
地
を
担
保
に
金
銭
を
借
り
る
よ
う

の
所
持
と
い
う
客
観
的
事
情
が
あ
り
な
が
ら
、
多
く
の
ケ
ー
ス
で
判
例
が
正
当
理
由
を
否
定
し
て
い
る
の
は
、

こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
が
実
印

関
法

第
四

0
巻

第
1

一号

八
六

（
二
六
六
）



（
安
永
•
前
掲
一
―
―
七
頁
）
と
す
る
。

こ
の
結
論
を
み
ち
び
く
に
は
な
お
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

八
七

そ
れ
が
外
部
に
反
映
し
相
手
方
の
有
過
失
を
み
ち
び
く
こ
と
の
保
証
は
な
い
。

（
二
六
七
）

さ
れ
る
事
情
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
相
手
方
の
有
過
失
を
み
ち
び
く
こ
と
は
稀
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
」
（
安
永
•
前
掲
一
―
―
-
＝
頁
、

こ
の
よ
う
に
実
印
が
偽
造
さ
れ
た
と
い
う
「
最
も
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
本
人
側
の
事
情
と
い
え
ど
も
、
外
観
に
反
映
せ
ず
内
な
る

『
正
当
理
由
』
の
判
断
に
あ
た
っ
て
表
立
っ
て
そ
れ
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

第
1

一
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
務
上
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
あ
る
種
の
本
人
側
の
事
情
は
実
質
的
に
『
正
当
理

由
』
否
定
の
方
向
に
作
用
し
、
た
だ
、
形
式
の
う
え
で
は
、
別
途
何
ら
か
の
状
況
を
設
定
し
た
う
え
で
相
手
方
の
過
失
に
結
び
つ
け
る
か

た
ち
で
、
そ
の
結
論
を
み
ち
び
い
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
の
際
、
本
人
へ
の
確
認
を
求
め
そ
の
確
認
を
し
な
い
の
が
過
失
で
あ
る

と
の
論
理
を
使
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
本
人
へ
の
確
認
義
務
は
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
本
人
に
確
認
す
れ
ば
す
べ
て
明
る
み
に
で
て
し

ま
う
か
ら
、
む
や
み
や
た
ら
と
こ
れ
を
持
ち
出
せ
ば
お
よ
そ
表
見
代
理
が
問
題
と
な
る
余
地
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
」
（
安

永
•
前
掲
一
ー
一
六
頁
）
。
し
か
し
こ
の
確
認
義
務
も
「
結
局
は
相
手
方
か
ら
み
る
客
観
的
状
況
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
か

ら
、
結
局
、

『
正
当
理
由
』
で
本
人
の
事
情
を
直
裁
に
考
慮
し
う
る
装
置
が
欠
け
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
点
が
問
題
を
生
じ

当
理
由
』
の
二
要
件
構
造
は
、

さ
せ
る
原
因
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
本
人
の
事
情
を
考
慮
す
べ
き
『
基
本
代
理
権
』
、
も
っ
ぱ
ら
客
観
的
判
断
を
旨
と
す
る
『
正

『

X

か
か
る
ケ
ー
ス
に
十
分
に
対
処
す
る
体
勢
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
望
ま
し
い
理
論
構
成
と
し
て
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
側
に
何
ら
の
帰
責
事
由
が
な
い
と
い
う
点
か
ら
、
表
見
代
理
の
成
立
を
否
認
す
べ
き
』
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

頁）。
｀
ー
、

•1 •1 •1 
＇
ー
，

事
情
に
と
ど
ま
る
限
り
、

情
は
内
部
事
情
で
あ
り
、

（
傍
点
筆
者
、

筆
者
註
•
こ
の
よ
う
な
否
定
的
言
辞
が
問
題
な
の
で
あ
る
）
」 四

む
し
ろ
基
本
的
に
は
問
題
と



(2) 

(i) 

第
四

0
巻
第
二
号

以
上
の
安
永
説
を
要
約
す
る
と
、

安
永
説
は
代
理
人
が
実
印
・
権
利
証
等
代
理
権
を
徴
表
す
る
道
具
を
所
持
し
て
い
れ
ば
、

＞
 

れ
は
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
客
観
的
事
情
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
同
じ
客
観
的
事
情
（
実
印
等
の
所
持
）
が
あ
る
の
に
、
正
当
理
由

が
肯
定
さ
れ
た
り
（
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
交
付
の
例
が
多
い
）
否
定
さ
れ
た
り
（
盗
用
・
偽
造
の
例
が
多
い
）
す
る
の
は
、
本
人
の
何

ら
か
の
関
与
の
有
無
（
本
人
の
帰
責
性
の
有
無
）
を
判
例
は
正
当
理
由
の
有
無
の
判
断
の
際
に
考
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
人
の
帰
責
性
を
否
定
す
る
盗
用
と
か
偽
造
と
か
い
う
重
要
な
事
情
は
、
本
人
と
代
理
人
間
の
内
部
的
事
情
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
外
部

に
反
映
し
な
い
か
ぎ
り
、
通
説
・
判
例
の
立
場
で
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
相
手
方
の
有
過
失
を
認
定
す
る
材
料
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
判
例

は
実
印
等
の
所
持
が
あ
り
原
則
と
し
て
正
当
理
由
が
成
立
す
る
客
観
的
事
情
が
あ
る
が
、
な
お
か
つ
本
人
の
帰
責
性
が
な
い
事
案
（
盗

用
・
偽
造
）
で
正
当
理
由
を
否
定
す
る
た
め
に
、
調
査
確
認
義
務
を
も
ち
出
し
て
相
手
方
の
過
失
を
認
定
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
調
査

確
認
義
務
に
つ
い
て
も
結
局
は
相
手
方
か
ら
み
る
客
観
的
事
情
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
結
局
、
正
当
理
由
の
有
無
の
判
断
に

お
い
て
、
帰
責
性
が
な
い
と
い
う
本
人
の
事
情
を
、
直
裁
に
考
慮
し
う
る
装
置
が
欠
け
て
い
る
と
す
る
。

安
永
説
は
、
正
当
理
由
の
有
無
を
利
益
衡
量
論
的
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
見
解
と
同
じ
く
、
実
印
の
所
持
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
原
則
と
し
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
で
あ
る
と
み
る
。
し
か
し
、
実
印
の
所
持
は
何
ら
か
の
代
理
権
を
徴
表
す
る
事
実

に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
他
の
積
極
的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
と
あ
わ
さ
っ
て
は

じ
め
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
自
体
は
弱
い
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
に
す
ぎ
な
い
。

安
永
説
の
よ
う
に
、
実
印
の
所
持
は
原
則
と
し
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
で
あ
る
が
、
例
外
と
し
て
盗
用
や
偽
造
の
場

合
の
よ
う
に
代
理
人
の
実
印
の
所
持
に
つ
い
て
本
人
の
関
与
が
な
い
場
合
に
は
正
当
理
由
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
と
、
逆
に
本
人

が
何
ら
か
の
代
理
権
に
基
づ
い
て
実
印
を
交
付
し
た
場
合
（
こ
れ
は
我
妻
③
に
該
当
す
る
）
に
は
、
代
理
人
の
実
印
の
所
持
に
つ
い
て
本

関
法

¥`
‘ 
I,’ 

（
二
六
八
）

そ



八
九

（
二
六
九
）

人
の
関
与
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
安
易
に
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
危
険
性
を
有
す
る
。

印
安
永
説
は
、
一
方
で
実
印
等
の
所
持
が
原
則
と
し
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
で
あ
る
と
し
、
他
方
で
そ
の
よ
う
な

同
じ
客
観
的
事
情
が
あ
り
な
が
ら
場
合
に
よ
っ
て
判
例
が
正
当
理
由
を
否
定
す
る
、
そ
の
実
質
的
な
根
拠
は
「
直
接
当
該
越
権
行
為
に
対

す
る
本
人
の
関
与
の
有
無
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」

が
他
方
の
実
印
を
盗
用
あ
る
い
は
偽
造
し
て
他
方
名
義
の
不
動
産
を
処
分
し
た
と
い
う
事
案
で
判
例
が
正
当
理
由
を
否
定
し
て
い
る
こ
と

を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
否
定
ケ
ー
ス
で
は
、
夫
婦
間
で
な
け
れ
ば
基
本
代
理
権
の
面
で
―

-
0条
の
成
立
を
否
定
で
き
た
か
ら
、

最
判
昭
和
四
四
年
―
―
―
月
一
八
日
（
民
集
二
三
巻
―
二
号
二
四
七
六
頁
）
が
日
常
家
事
代
理
権
を
基
本
代
理
権
と
し
て
―

-
0条
を
直
接

適
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
の
は
妥
当
で
あ
る
と
評
す
る
（
最
判
昭
和
四
四
年
―
二
月
一
八
日
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
、
高
森
八
四

郎
・
高
森
哉
子
「
他
方
名
義
の
不
動
産
処
分
と
日
常
家
事
行
為
」
関
法
三
八
巻
四
号
四
三
頁
以
下
）
。

最
判
昭
和
四
四
年
の
採
る
―

-
0条
類
推
適
用
説
の
問
題
点
は
本
稿
で
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
夫
婦
の
一
方
が
他
方
に
真
に
日
常
家

事
行
為
の
範
囲
内
で
、
あ
る
い
は
日
常
家
事
行
為
の
範
囲
を
越
え
て
、
特
定
の
代
理
権
を
個
別
的
に
授
与
し
た
場
合
に
は
、

―-
0条
類

つ
ま
り
現
実
に
夫
が
妻
に
対
し
土
地
を
担
保
に
金
銭
を
借
り
る
よ
う
に
授
権
し
実
印
を
交
付
し
た
と
こ
ろ
、
妻

判
例
が
正
当
理
由
を
否
定
し
た
夫
婦
間
代
理
の
事
案
に
お
い
て
、
た
し
か
に
安
永
説
の
い
う
よ
う
に
「
越
権
代
理
行
為
に
対
し
本
人
の

権
限
諭
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

加
恥
ご
瓦
だ
か
で
‘

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

や
は
り
土
地
処
分
と
い
う
当
該
越
権
行
為
に
対
す
る
本
人
の
関
与
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

で
あ
る
（
安
永
•
前
掲
四
0
頁
）
。

、
、
、
、
、
、

し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、

盗
用
、
偽
造
の
ケ
ー
ス
と
は
異
な
り
本
人
の
意
思
に
甚
づ
く
実
印
の
交
付

が
越
権
し
て
土
地
を
処
分
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、

土
地
処
分
と
い
う
越
権
行
為
に
つ
い
て
正
当
理
由
を
肯
定
す
る
か
の
よ
う

安
永
説
は
そ
の
場
合
、

推
適
用
説
を
と
る
判
例
の
立
場
で
も
、
安
永
説
に
お
い
て
も
、

―

-
0条
の
正
当
理
由
の
有
無
が
や
は
り
問
題
と
な
る
。

（
安
永
•
前
掲
四
一
頁
）
と
み
て
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
夫
婦
の
一
方



欠
如
し
て
い
る
」

（
安
永
•
前
掲
三
七
頁
）
か
ら
、
実
印
の

第
四

0
巻
第
二
号

（
二
七

O
)

具
体
的
関
与
の
欠
如
」
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
右
に
あ
げ
た
よ
う
に
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
実
印
の
交
付
が
あ
っ
た
ケ
ー
ス

で
も
、
や
は
り
越
権
代
理
行
為
に
対
す
る
本
人
の
具
体
的
関
与
は
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
永
説
が
右
に
あ
げ

た
ケ
ー
ス
で
は
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
安
永
説
の
い
う
「
直
接
当
該
越
権
行
為
に
対
す
る
本
人
の
関
与
の
有

無
」
と
は
結
局
「
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
実
印
の
交
付
の
有
無
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
本
人
が
代
理
権
の
授
与
と
と
も
に

代
理
人
に
実
印
等
を
交
付
し
た
場
合
（
我
妻
③
の
事
案
）
に
は
、
原
則
と
し
て
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
判
例
が
正
当
理
由
を
否
定
し
た
夫
婦
間
代
理
の
事
案
で
は
、
実
印
の
所
持
と
い
う
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
の
他
に
、
積
極

的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
存
在
せ
ず
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る

ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
な
か
っ
た
」
か
ら
、
判
例
は
実
質
的
に
正
当
理
由
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
私
見
で
は
、
右
に
あ
げ
た
本

人
の
意
思
に
基
づ
く
実
印
の
交
付
が
あ
る
ケ
ー
ス
で
も
、
他
に
積
極
的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
な
い
限
り
、
正
当
理
由
は
成
立
し
な
い
。

⑱
①
安
永
説
は
、
一
方
で
実
印
等
の
所
持
が
原
則
と
し
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
で
あ
る
と
し
、
他
方
で
「
当
該

代
理
事
項
と
本
人
と
の
結
び
つ
き
の
欠
如
」
（
安
永
•
前
掲
四
二
頁
）
し
て
い
る
と
き
、
「
越
権
代
理
行
為
に
対
し
本
人
の
具
体
的
関
与
の

（
安
永
•
前
掲
四
一
頁
）
と
き
、
本
人
に
は
「
何
ら
の
帰
責
事
由
が
な
い
」

所
持
と
い
う
同
じ
客
観
的
事
情
が
あ
っ
て
も
正
当
理
由
は
否
定
さ
れ
る
と
し
、
正
当
理
由
を
否
定
し
た
判
例
を
こ
の
視
点
か
ら
評
価
す
る
。

た
し
か
に
判
例
は
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
実
印
の
交
付
の
な
い
ケ
ー
ス
で
は
正
当
理
由
を
否
定
し
て
お
り
、
正
当
理
由
が
否
定
さ
れ
た

判
例
で
は
「
越
権
代
理
行
為
に
対
し
本
人
の
具
体
的
関
与
の
欠
如
し
て
い
る
」
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
安
永
説
の
立
場
か

ら
い
え
ば
、

い
か
な
る
場
合
に
「
越
権
代
理
行
為
に
対
し
本
人
の
具
体
的
関
与
が
あ
り
」
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
る
か
で
あ
り
、
正
当
理

由
を
肯
定
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
越
権
行
為
に
対
す
る
本
人
の
具
体
的
関
与
と
は
何
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

関
法

九
〇



九

（
安
永
•
前
掲

安
永
•
前
掲
五
九
頁
は
「
以
上
の
私
の
検
討
は
、
民
法
―

-
0
条
を
一
般
の
理
解
と
同
様
、
代
理
権
で
お
お
わ
れ
な
い
が
な
お
か
つ
本

て
代
理
人
に
余
分
の
衣
を
着
せ
る
こ
と
で
、
外
部
に
対
し
そ
れ
に
相
応
す
る
代
理
行
為
の
結
果
を
負
担
す
る
と
の
表
示
を
な
し
た
こ
と
に

基
づ
く
責
任
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
傍
点
筆
者
）
」
と
し
て
自
説
を
ま
と
め
る
が
、
こ
れ
が
民
法
一
〇
九
条
の
授
権
表
示
に
よ
る
本
人

の
責
任
の
根
拠
と
し
て
は
と
も
か
く
、
そ
こ
に
お
い
て
も
な
お
、
安
永
説
の
立
場
か
ら
し
て
、
民
法
―

-
0条
の
「
正
当
理
由
」
を
肯
定

せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
越
権
代
理
行
為
に
対
す
る
本
人
の
具
体
的
関
与
と
は
何
か
、
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

~
1
1

安
永
説
が
妥
当
で
あ
る
と
評
価
す
る
正
当
理
由
肯
定
判
例
に
対
す
る
コ
メ
ソ
ト
を
あ
げ
る
と
、
安
永
•
前
掲
四
三
頁
は
最
判
昭
和

三
一
年
九
月
一
八
日
（
民
集
一

0
巻
九
号
一
―
四
八
頁
）
に
つ
い
て
「
代
理
行
為
に
使
用
さ
れ
た
実
印
も
右
事
務
の
た
め
本
人
か
ら
任
意

に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
か
ら
「
本
人
へ
の
帰
責
性
は
十
分
に
あ
る
と
い
え
る
」
と
し
、
最
判
昭
和
三
五
年
一

0
月
一
八
日
（
民
集

一
四
巻
―
二
号
二
七
六
四
頁
）
に
つ
い
て
「
本
人
も
そ
れ
な
り
の
関
与
を
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
に
結
び
つ
き
に
く
い
」

四
五
頁
）
と
す
る
。

し
か
し
私
見
で
は
、
最
判
昭
和
三
一
年
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
人
の
任
意
の
実
印
の
交
付
だ
け
で
は
相
手
方
の
正
当
理
由
は
認
め
ら
れ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
本
件
で
は
「
債
務
整
理
の
た
め
の
相
当
な
範
囲
の
土
地
処
分
」
の
権
限
が
包
括
的
に
代
理
人
に
授
与
さ
れ
て

権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

（
二
七
一
）

理
権
授
与
の
際
代
理
人
に
手
渡
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
識
的
行
為
に
求
め
ざ
る
を
え
ま
い
。
こ
れ
は
結
局
、
授
与
し
た
代
理
権
を
こ
え

そ
し
て
こ
の
責
任
根
拠
は
、
結
局
、

理
櫛
で
知
恥
か
か
で
い
か
5

累
因
摩
雷
（
翫
理
櫛
拿
観
）
盆
繁
雰
な
い
応
細
怠
累
拿
図
細
ぶ
熔
‘
的

本
人
の
責
任
根
拠
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
信
頼
責
任
）
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

当
該
越
権
行
為
事
項
が
代

人
に
特
別
の
責
任
が
生
ず
る
場
合
（
表
見
代
理
）
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
特
別
の
責
任
は
相
手
方
の
正
当
な
信
頼
と
そ
れ
に
相
応
す
る

で
あ
る
。



方
は
保
護
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

正
当
理
由
は
成
立
し
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、

理
の
事
案
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
場
合
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
四
〇
巻
第
二
号

「
何
が
正
当
理
由
肯
定

（
安
永
•
前
掲
四
五
頁
）
と
比
較
す
れ
ば
、
後
者
は

（
二
七
二
）

い
た
と
解
釈
し
う
る
と
こ
ろ
に
「
正
当
理
由
」
が
認
め
ら
れ
た
実
質
的
理
由
が
あ
り
、
こ
れ
は
本
来
な
ら
―

-
0条
で
は
な
く
、
有
権
代

最
判
昭
和
三
五
年
は
最
判
昭
和
四
六
年
四
月
二

0
日
（
判
時
六
二
八
号
四
二
頁
）

私
見
に
よ
れ
ば
、
梅
•
第
一
類
型
の
事
案
に
相
当
し
、
結
論
も
妥
当
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
前
者
は
、
実
印
の
所
持
と
い
う
肯
定
的
フ

ァ
ク
ク
ー
が
あ
る
だ
け
で
、
梅
•
第
一
類
型
の
よ
う
な
積
極
的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
が
認
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
原
審
認
定
事
実
だ

け
で
は
、
正
当
理
由
は
肯
定
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
両
判
決
を
、
安
永
説
が
い
ず
れ
も
本
人
の
関
与
が
あ
っ
た
事
案
で
あ
る
と
し
て

「
結
論
的
に
妥
当
」
と
評
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

向
安
永
説
は
、
実
印
等
の
所
持
と
い
う
原
則
と
し
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
が
あ
っ
て
も
、
越
権
代
理
行
為
に
対
す

る
本
人
の
具
体
的
関
与
が
な
い
と
き
に
は
、
本
人
に
は
帰
責
性
が
な
く
、
正
当
理
由
は
成
立
し
な
い
と
す
る
が
、

に
働
ら
く
本
人
側
の
具
体
的
関
与
か
」
の
明
確
な
提
示
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

私
見
は
、
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
相
手
方
か
ら
み
て
、
本
人
が
代
理
人
に
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権

を
授
与
し
た
と
推
定
で
き
る
本
人
の
行
為
が
存
在
す
る
と
考
え
る
し
、
そ
の
よ
う
な
本
人
の
行
為
が
欠
如
し
て
い
る
と
き
に
は
相
手
方
に

―

-
0条
は
、
相
手
方
に
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
が
あ
る
と
き
に
、
相
手

―

-
0条
の
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
は
、
実
印
等
の
所
持
を
原
則
と
し
て
正
当

理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
と
み
て
、
そ
れ
か
ら
例
外
的
に
正
当
理
由
を
否
定
す
る
事
実
を
抽
出
す
る
の
で
は
な
く
、
実
印
の
所
持

を
ひ
と
つ
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
と
し
て
位
置
づ
け
、
本
人
へ
の
問
い
合
せ
を
不
要
と
す
る
客
観
的
事
情
の
存
在
を
主
要
な
肯
定
的
フ
ァ

ク
ク
ー
と
定
め
、
積
極
的
に
主
要
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
の
存
在
す
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
、
そ
の
結
果
、
相
手
方
か
ら
み
て
「
本
人
に

関
法

九



代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に
相
手
方

が
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」
と
い
え
る
と
き
に
、
相
手
方
に
「
正
当
理
由
」
が
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
の
決
定
的

な
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
の
内
容
と
し
て
は
梅
•
第
一
類
型
を
要
求
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

九

(

1

)

（
i
)

最
判
昭
和
二
八
年
―
二
月
三
日
（
第
一
小
法
廷
）
（
民
集
七
巻
―
二
号
―
―
―
―
―
一
頁
）
は
、
最
高
裁
が
‘
―

-
0条
の
正
当
理
由
は
必
ず
し
も

常
に
本
人
の
作
為
・
不
作
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
判
示
し
た
と
し
て
引
用
さ
れ
る
判
例
で
あ
る
。
本
判
決
に
つ
い
て
は

第
二
審
の
認
定
事
実
が
ほ
と
ん
ど
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
（
当
審
の
認
定
す
る
事
実
は
原
審
の
認
定
と
同
一
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
第
一
審
の
認

定
事
実
が
省
略
さ
れ
て
い
る
）
、
従
っ
て
最
高
裁
が
い
か
な
る
認
定
事
実
に
よ
っ
て
正
当
理
由
を
肯
定
し
た
か
は
、
上
告
理
由
に
引
用
さ
れ
た

原
審
の
認
定
事
実
と
最
高
裁
の
判
決
理
由
か
ら
推
断
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
本
件
の
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

(
~
1
1
)
A
は
y
小
型
運
送
有
限
会
社
の
千
住
営
業
所
の
責
任
者
と
し
て
、
Y
か
ら
y
会
社
の
運
送
契
約
締
結
並
料
金
の
受
取
に
つ
い
て
代
理
権
を
与

え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
昭
和
二
四
年
五
月
ニ
―
日
A
は
「
Y
小
型
運
送
有
限
会
社
千
住
営
業
所
主
任
A
」
の
振
出
名
義
の
額
面
四
万
円
の
小

切
手
を
X
に
交
付
し
た
。

x
（
青
果
商
）
は
訴
外
B
(
X
と
同
業
者
）
に
対
す
る
五
万
円
余
の
青
果
物
売
渡
代
金
の
支
払
確
保
の
た
め
本
件
小

切
手
を
A
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、

A
.
B
.
X
は
顔
見
知
り
の
間
柄
で
あ
っ
た
。

X
は
昭
和
二
四
年
五
月
二
三
日
本
件
小
切
手
を
支

払
銀
行
に
呈
示
し
た
が
拒
絶
さ
れ
た
の
で
、

y
に
対
し
て
小
切
手
金
四
万
円
と
こ
れ
に
対
す
る
呈
示
の
翌
日
以
降
完
済
ま
で
の
年
六
分
の
割
合

の
利
息
の
支
払
を
求
め
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

第
一
審

x勝
訴

°
y
は
控
訴
し
た
が
第
二
審
は
「
小
林
益
雄
(

A

)

は
小
切
手
振
出
当
時
に
於
て
上
告
会
社

(y)
の
運
送
契
約
締
結
並
料
金

の
受
取
に
付
て
上
告
会
社
を
代
理
す
る
権
限
を
有
し
た
こ
と
、
小
林
益
雄
は
小
切
手
を
被
上
告
人
(

x

)

に
持
参
し
て
上
告
会
社
で
之
に
付
て

全
責
任
を
取
る
旨
確
言
し
た
こ
と
。
小
林
益
雄
は
上
告
会
社
は
自
動
車
を
数
多
く
所
有
し
確
実
な
る
会
社
で
あ
っ
て
四
万
円
位
は
直
ち
に
払
込

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ん
で
迷
惑
を
か
け
な
い
と
断
言
し
た
こ
と
、
並
に
其
の
直
前
頃
被
上
告
人
は
右
小
切
手
と
同
一
振
出
名
義
人
の
金
額
四
千
円
の
小
切
手
を
受
取

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
た
る
も
問
題
な
く
支
払
わ
れ
た
こ
と
。
此
の
事
実
に
鑑
み
て
被
上
告
人
は
小
林
益
雄
が
右
小
切
手
を
振
出
す
権
限
を
有
す
る
も
の
と
信
ず
る

に
付
て
正
当
の
理
由
を
有
し
た
も
の
に
し
て
、
表
見
代
理
に
関
す
る
民
法
の
規
定
に
従
い
上
告
会
社
は
そ
の
小
切
手
振
出
行
為
の
責
任
を
負
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
（
傍
点
筆
者
）
」
判
示
し
て

(
Y
の
上
告
理
由
よ
り
引
用
）

y
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で

y
は
上
告
し
て
、

X
が
A

に
小
切
手
振
出
権
限
あ
り
と
信
ず
る
に
足
る
と
し
た
原
審
認
定
事
実
（
前
掲
引
用
部
分
）
は
、
「
執
レ
モ
終
始
小
林
益
雄
卜
被
上
告
人
間
ノ
言

権
限
踏
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

（1
1

七―――)



九
四
（
二
七
四
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

動
ノ
ミ
ニ
基
因
シ
テ
生
ジ
タ
事
実
ニ
ッ
テ
、
上
告
会
社
ハ
之
レ
ニ
何
等
関
与
シ
ナ
イ
ト
コ
ロ
デ
ア
ル
。
従
ッ
テ
上
告
会
社
ノ
作
為
不
作
為
二
出

デ
タ
ル
事
柄
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
、
之
レ
ヲ
以
テ
其
ノ
本
人
ナ
ル
上
告
会
社
二
対
ス
ル
関
係
二
於
テ
小
林
益
雄
二
小
切
手
振
出
行
為
ノ
代
理
権
限
ア

リ
ト
信
ズ
ル
ニ
足
ル
正
当
ナ
理
由
ガ
ア
ッ
タ
モ
ノ
ト
謂
ウ
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
（
傍
点
筆
者
）
」
と
主
張
し
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
「
民
法
―

-
0条
に
い
わ
ゆ
る
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
な
理
由
は
、
必
ず
し
も
常
に
本
人
の
作
為
ま
た
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

不
作
為
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
原
審
の
認
定
に
よ
れ
ば
上
告
会
社
は
昭
和

二
三
年
暮
以
来
、
小
林
益
雄
が
上
告
会
社
の
千
住
営
業
所
の
責
任
者
と
し
て
同
所
に
同
営
業
所
と
記
載
し
た
看
板
を
掲
げ
、
上
告
会
社
の
貨
物

自
動
車
を
使
用
し
、
同
会
社
の
た
め
運
送
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
及
び
、
本
件
小
切
手
に
押
捺
し
た
ゴ
ム
印
を
使
用
し
営
業
上
の
書
類
を
作
成

す
る
こ
と
を
許
容
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
被
上
告
人
は
右
の
ご
と
き
事
情
そ
の
他
原
審
認
定
の
事
情
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
本
件

、
、
、
、
、
、
、

小
切
手
の
振
出
に
つ
き
小
林
に
お
い
て
上
告
会
社
を
代
理
す
べ
き
権
限
を
有
す
る
も
の
と
信
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
右
信
ず
る
に
至
っ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
の
は
、
上
告
会
社
の
作
為
不
作
為
に
基
く
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
右
信
ず
る
に
至
っ
た
の
は
、
上
告
会
社
の
作
為
不
作

為
に
出
で
た
も
の
で
な
い
と
す
る
論
旨
前
段
は
採
る
こ
と
を
得
な
い
。
（
傍
点
筆
者
）
」
と
判
示
し
た
上
で
、
原
審
認
定
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、

X
が
A
の
代
理
権
の
有
無
に
つ
き
Y
に
問
合
せ
る
等
調
査
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
未
だ
X
の
過
失
と
は
認
め
難
い
か
ら
、

X
に
は
正
当
理
由
が

成
立
す
る
と
判
断
し
て
、

Y
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

国
）
本
件
に
お
い
て
は
先
ず
、

A
が
い
か
な
る
商
業
使
用
人
に
該
当
す
る
か
を
認
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
最
高
裁
判
旨
の
な
か
で

引
用
さ
れ
た
原
審
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、

Y
は
昭
和
二
三
年
暮
以
来
、

A
が
Y
の
千
住
営
業
所
の
責
任
者
と
し
て
同
所
に
同
営
業
所
と
記
載
し

た
看
板
を
掲
げ
、

Y
会
社
の
貨
物
自
動
車
を
使
用
し
、
本
件
小
切
手
に
押
捺
し
た
ゴ
ム
印

(
Y
小
型
連
送
有
限
会
社
千
住
営
業
所
主
任
A
)
を

使
用
し
て
営
業
上
の
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
来
た
と
あ
る
が
、
千
住
営
業
所
の
実
体
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し

Y
が
A
に、

Y
会
社
の
運
送
契
約
締
結
並
料
金
の
受
取
に
つ
い
て
の
代
理
権
を
授
与
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は

「
営
業
二
関
ス
ル
或
種
類
又
ハ
特
定
ノ
事
項
ノ
委
任
」
に
該
当
し
、

A
は
商
法
四
三
条
の
商
業
使
用
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
従
っ
て
、

A
は

運
送
契
約
締
結
並
料
金
の
受
取
に
関
し
て
は
、
一
切
の
裁
判
外
の
行
為
を
な
す
権
限
を
有
す
る
か
ら
、
運
送
契
約
締
結
並
料
金
の
受
取
の
事
項

に
関
し
て
は
A
は
小
切
手
を
振
出
す
権
限
が
あ
る
（
商
法
四
三
条
一
項
）
。
し
か
し
本
件
小
切
手
は
、

A
の
知
人
B
の
X
に
対
す
る
青
果
物
売

渡
代
金
の
支
払
確
保
の
た
め
に
交
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
運
送
契
約
締
結
に
関
す
る
小
切
手
振
出
で
は
な
い
。
従
っ
て
商
法
四
三
条
二
項

は
適
用
さ
れ
ず
、

A
の
越
権
行
為
に
つ
い
て
―

-
0条
の
表
見
代
理
が
問
題
と
な
る
。

関
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権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

九
五

(
•
I
V
)
原
審
の
認
定
し
た
事
実
に
よ
れ
ば
、
X
は
本
件
小
切
手
の
交
付
直
前
頃
、
同
一
振
出
名
義
人

(
Y小
型
運
送
有
限
会
社
千
住
営
業
所
主
任

A
)
の
金
額
四
千
円
の
小
切
手
を
受
取
っ
た
が
、
こ
れ
は
問
題
な
く
支
払
わ
れ
た
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
同
一
振
出
名
義
人
の
金
額
四
千
円
の

小
切
手
が
、
如
何
な
る
目
的
で

X
に
交
付
さ
れ
た
の
か
等
は
、
全
く
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
仮
に
こ
の
同
一
振
出
名
義
人
の
金
額
四
千
円
の
小

切
手
が
、
本
件
小
切
手
と
同
じ
く
A
の
知
人
B
の
X
に
対
す
る
代
金
債
務
の
支
払
確
保
の
た
め
、

A
に
よ
っ
て
X
に
交
付
さ
れ
、

Y
の
承
認
を

得
て
あ
る
い
は
Y
の
責
任
に
お
い
て
決
済
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
（
本
件
小
切
手
の
金
額
は
、
そ
の
直
前
の
小
切
手
の
金
額
の
十
倍
で
あ
る

と
い
う
問
題
は
残
る
が
）
、
梅
・
第
一
類
型
に
該
当
し
、
私
見
に
お
い
て
も
X
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
余
地
は
あ
る
。
し
か
し
原
審
認
定
事

実
で
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
不
明
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
だ
け
の
事
実
で
は

X
に
つ
い
て
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
は
判
断
で
き
な
い
。

ま
た
原
審
は
、

A
が
小
切
手
を
X
に
持
参
し
た
際
Y
が
こ
れ
に
つ
い
て
全
責
任
を
取
る
旨
確
言
し
た
こ
と
、

Y
は
自
動
車
を
数
多
く
所
有

し
確
実
な
る
会
社
で
あ
っ
て
四
万
円
位
は
直
ち
に
払
込
ん
で
迷
惑
を
か
け
な
い
と
断
言
し
た
こ
と
、
を
認
定
し
こ
れ
ら
を
正
当
理
由
の
肯
定

的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
代
理
人
が
自
分
に
は
代
理
権
が
あ
る
と
言
っ
た
と
か
、
大
丈
夫
で
あ
る
と
保
証
し
た
と

か
い
う
よ
う
な
類
の
こ
と
は
、
一
般
的
に
無
権
代
理
人
が
用
い
る
常
套
手
段
で
あ
っ
て
、
正
当
理
由
を
肯
定
す
る
方
向
に
働
く
事
実
で
は
な

(

>

)

 

y
は
、
原
審
が
X
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
判
断
す
る
に
際
し
て
認
定
し
た
事
実
は
、
す
べ
て

y
の
作
為
・
不
作
為
に
出
た
も
の
で
な
い

と
主
張
し
、
こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
、

Y
は
A
が
Y
会
社
の
千
住
営
業
所
の
貴
任
者
と
し
て

y
会
社
千
住
営
業
所
と
記
載
し
た
看
板
を
掲
げ
、

y
会
社
の
自
動
車
を
使
用
し
、

Y
会
社
の
た
め
に
運
送
契
約
を
締
結
し
、
本
件
小
切
手
に
押
捺
し
た
ゴ
ム
印
を
使
用
し
営
業
上
の
書
類
を
作
成

す
る
こ
と
等
を
許
容
し
て
き
た
か
ら
、

Y
に
は
作
為
・
不
作
為
が
あ
る
旨
判
断
し
て
い
る
。
し
か
し
本
件
で
は
、

A
が
い
か
な
る
商
業
使
用
人

で
あ
っ
た
か
、
金
額
四
千
円
の
同
一
振
出
名
義
人
の
小
切
手
は
い
か
な
る
事
情
で

X
に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
等
の
事
実
が
不
明
で
あ
る

か
ら
、
最
高
裁
の
判
示
し
た
と
こ
ろ
の
作
為
・
不
作
為
が

Y
に
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
だ
け
で
は
X
に
つ
い
て
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
は
判
断

で
き
な
い
。

ま
し
て
、
最
高
裁
が
冒
頭
で
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
は
不
要
で
あ
る
旨
判
示
し
た
の
は
、
本
件
の
事
案
の

解
決
に
全
く
不
要
な
抽
象
的
判
旨
で
あ
り
、
鳩
山
・
我
妻
両
樽
士
の
主
張
に
お
も
ね
た
と
し
か
判
断
し
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
抽
象
的
判
旨

が
、
事
案
を
具
体
的
に
検
討
し
な
い
学
説
に
よ
っ
て
い
わ
ば
追
認
さ
れ
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
た
め
に
は
本
人
の
作
為
・
不
作
為
は
不
要
で

あ
る
と
の
通
説
的
見
解
を
形
成
し
、
ま
た
判
例
は
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
と
の
誤
解
を
生
ぜ
し
め
た
の
は
看
過
で
き
な
い
重
要
な
事
実
で
あ

（
二
七
五
）



関
法

第
四

0
巻
第
二
号

る。※
本
件
判
批
と
し
て
広
橋
次
郎
・
民
商
一
―

-0巻
四
号
二
八
五
頁
が
あ
る
。

(

2

)

 

(

i

)

最
判
昭
和
三
四
年
二
月
五
日
（
第
一
小
法
廷
）
（
民
集
一
三
巻
一
号
六
七
頁
）
は
、
最
高
裁
が
―

-
0条
の
正
当
理
由
が
成
立
す
る
に
は
本

人
の
過
失
を
要
し
な
い
と
判
示
し
た
と
し
て
引
用
さ
れ
る
判
例
で
あ
り
、
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

足
立
酉
一
―
-
（
A
)
は
、
昭
和
二
八
年
一
月
頃
そ
の
義
兄
で
あ
る
X
か
ら
、
東
京
都
民
銀
行
か
ら
金
融
を
受
け
る
こ
と
を
依
頼
さ
れ
て
、
そ
の

実
印
及
び
本
件
土
地
の
登
記
済
証
並
び
に
本
件
建
物
（
当
時
未
登
記
）
の
建
築
許
可
書
の
交
付
を
受
け
て
預
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
担
保
に
し

て
借
金
を
せ
ん
と
し
て
、
同
年
六
月
下
旬
頃
あ
た
か
も
X
の
代
理
人
の
如
く
装
い
訴
外
哀
(

B

)

を
通
じ
何

(Yl)
に
本
件
土
地
建
物
を
担
保

に
X
に
金
―
―
―

10万
円
の
貸
与
方
を
求
め
、
何

(Yl)
、
哀
(

B

)

ら
を
案
内
し
て
本
件
土
地
建
物
を
見
分
さ
せ
、
前
記
実
印
を
使
用
し
て
作

成
し
た
X
名
義
の
委
任
状
、
印
鑑
証
明
書
、
前
記
登
記
済
証
な
ど
を
見
せ
て
X
が
借
り
受
け
る
名
義
で
何

(Yl)
か
ら
―
―
―

10万
円
の
交
付
を

受
け
、
日
附
欄
を
空
白
と
す
る
X
名
義
の
抵
当
権
設
定
金
員
借
用
証
書
、
建
物
所
有
権
保
存
登
記
申
請
書
、
建
物
所
有
権
保
存
登
記
申
請
の
委

任
状
、
抵
当
権
設
定
登
記
申
請
及
び
所
有
権
仮
登
記
申
請
並
び
に
賃
借
権
設
定
登
記
申
請
の
委
任
状
及
び
前
記
登
記
済
証
、
印
鑑
証
明
書
な
ど

を
何

(Yl)
に
交
付
し
た
の
で
何

(Yl)
は
足
立

(
A
)
が
X
の
正
当
な
代
理
人
と
信
じ
、
こ
こ
に
何

(Yl)
と
足
立

(
A
)
と
の
間
に
、
借

受
人
を
X
と
し
借
受
金
の
弁
済
期
を
昭
和
二
八
年
十
二
月
末
日
利
息
を
年
一
割
と
し
毎
月
末
支
払
う
こ
と
を
約
定
し
、
本
件
土
地
建
物
に
抵
当

権
を
設
定
し
、
右
弁
済
期
に
弁
済
し
な
い
と
き
は
代
物
弁
済
と
し
て
本
件
土
地
建
物
を
何

(Yl)
に
移
転
す
る
こ
と
及
び
本
件
土
地
建
物
に
賃

借
権
を
設
定
す
る
こ
と
を
約
定
し
、
な
お
一
ヶ
月
後
に
右
借
受
金
を
返
済
す
る
に
つ
き
右
登
記
を
経
な
い
こ
と
を
求
め
た
が
、
そ
の
支
払
が
な

か
っ
た
の
で
何

(Yl)
に
お
い
て
、
同
年
九
月
十
日
前
記
委
任
状
に
基
づ
き
本
件
建
物
の
保
存
登
記
を
経
て
本
件
土
地
建
物
に
つ
き
抵
当
権
設

定
登
記
、
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
及
び
賃
借
権
設
定
登
記
（
賃
借
権
の
譲
渡
及
び
賃
借
物
の
転
貸
を
な
し
得
る
特
約
付
）
を
各
々

経
た
。そ

の
後
何

(Yl)
は
昭
和
二
九
年
三
月
一
七
日
前
記
ニ
―

10万
円
の
債
権
並
び
に
抵
当
権
及
び
仮
登
記
上
の
権
利
な
ど
一
切
を
沢
登

(
Y
)

に
譲
渡
し
、
そ
の
旨
を
内
容
証
明
郵
便
に
よ
り
X
に
通
知
し
、
こ
れ
に
副
う
登
記
を
経
、
更
に

X
に
お
い
て
前
記
ニ
―

10万
円
を
支
払
わ
な
い

た
め
同
月
一
八
日
沢
登

(
Y
)
が
前
記
契
約
に
基
き
本
件
土
地
建
物
に
つ
き
代
物
弁
済
予
約
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
本
登
記
を
経
た
。

更
に
昭
和
二
九
年
四
月
一
九
日
沢
登
(
Y
z
)

は
伊
藤
(
Y
a
)

の
た
め
、
本
件
土
地
建
物
に
つ
き
一

0
0万
円
の
金
銭
貸
借
契
約
に
基
づ
く
抵

九
六

（
二
七
六
）



権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

九
七

当
権
設
定
登
記
、
並
び
に
抵
当
権
の
債
務
を
期
限
に
弁
済
し
な
い
と
き
は
、
代
物
弁
済
と
し
て
所
有
権
を
移
転
す
べ
き
請
求
権
保
全
の
仮
登
記

及
び
賃
借
権
設
定
登
記
（
賃
借
権
の
譲
渡
及
び
賃
借
物
の
転
貸
を
な
し
得
る
特
約
付
）
を
経
た
。
そ
こ
で
X
が
何

(Yl)

沢
登
(

t

)

伊

藤

(Ya)
に
対
し
て
、
全
登
記
の
抹
消
を
請
求
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

第
一
審

x敗
訴
。

X
は
控
訴
し
て
①
Yl
は
A
に
代
理
権
が
な
い
こ
と
を
知
り
、
ま
た
は
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
過
失
が
あ
っ
た
、
③
代
物
弁

済
契
約
は
、
当
時
三

0
0万
円
以
上
の
価
値
の
あ
っ
た
本
件
土
地
建
物
を
―
―
―

10万
円
の
弁
済
に
代
え
そ
の
所
有
権
を
Yl
に
移
転
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
公
序
良
俗
に
違
反
し
あ
る
い
は
信
義
誠
実
の
原
則
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
控
訴
審
は
①
に
つ
い

て、

X
は
A
に
本
件
土
地
建
物
を
担
保
に
東
京
都
民
銀
行
か
ら
金
融
を
受
け
る
に
付
き
代
理
権
を
授
与
し
、
そ
れ
と
と
も
に
実
印
、
本
件
土
地

の
登
記
済
証
、
本
件
建
物
の
建
築
許
可
書
を
交
付
し
て
お
り
、

A
は
X
の
代
理
人
の
如
く
装
っ
て
、

Yl
に
本
件
土
地
建
物
を
見
分
さ
せ
、

X
よ

り
預
っ
た
実
印
を
使
用
し
て
作
成
し
た
X
名
義
の
委
任
状
、
印
鑑
証
明
書
、
登
記
済
証
な
ど
を
Yl
に
持
参
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

Yl
に
は
A
に

代
理
権
が
あ
っ
た
も
の
と
信
ず
る
に
つ
き
正
当
理
由
が
あ
っ
た
と
判
断
し
、
③
に
つ
い
て
、
本
件
土
地
建
物
の
価
額
が
X
の
主
張
の
如

v――
10

0
万
円
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
（
こ
れ
を
認
め
る
に
足
る
証
拠
は
な
い
が
）
、
ニ
―

10万
円
の
貸
借
に
お
い
て
期
限
後
の
損
害
金

と
し
て
一
日
金
一

0
0円
に
つ
き
金
三
五
銭
（
日
歩
三
五
銭
）
の
割
合
を
約
定
し
て
い
る
か
ら
、
前
記
代
物
弁
済
契
約
が
公
序
良
俗
又
は
信
義

誠
実
の
原
則
に
違
反
す
る
と
は
言
え
な
い
と
判
断
し
て
、

X
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。

X
は
上
告
し
て
、
①
Yl
と
B
ら
は
金
融
業
者
で
あ
り
、

A
が
Yl
と
B
に
X
の
権
利
証
等
を
渡
し
た
際
に
「
X
に
内
密
な
の
だ
し
又
綺
麗
な
権

利
証
を
汚
す
こ
と
に
な
る
か
ら
最
悪
の
場
合
の
来
る
ま
で
は
抵
当
権
の
設
定
登
記
を
し
な
い
よ
う
に
」
と
頼
み
、

Yl
等
の
面
前
で
X
名
義
の
委

任
状
や
X
の
印
鑑
証
明
願
書
を
偽
造
し
た
こ
と
、

Yl
は
A
に
対
し
て
は
二

110万
円
の
返
還
請
求
を
し
た
が
X
に
は
一
回
も
返
還
請
求
を
せ
ず

(
A
と
B
の
第
一
審
に
お
け
る
証
言
）
、

Yl
か
ら
Y
に
ニ
―

10万
円
の
債
権
並
び
に
抵
当
権
及
び
仮
登
記
上
の
権
利
な
ど
を
一
切
譲
渡
し
た
と

い
う
内
容
証
明
郵
便
を
Yl
が
X
に
出
し
た
以
前
は
X
と
は
全
然
交
渉
し
な
か
っ
た

(
B
の
証
書
）
等
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、

Yl
は
A
に
代
理
権

が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
、
ま
た
は
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
、
③
X
が
A
に
本
件
土
地
建
物
を
担
保
に
東
京
都
民

銀
行
か
ら
金
融
を
受
け
る
に
つ
き
代
理
権
を
付
与
し
て
い
た
と
し
て
も
、

A
が
X
の
委
任
状
等
を
偽
造
し
て
Yl
か
ら
ニ
―

10万
円
を
詐
取
し
た

こ
と
に
、

X
に
は
過
失
が
な
い
、
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
、

X
の
上
告
理
由
は
「
原
判
決
の
認
定
に
副
わ
な
い
事
実
を
主
張
し
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
判
例
違
反
を
云
為
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
所
論
判
例
は
い
ず
れ
も
本
件
に
適
切
で
は
な
い
。
な
お
、
民
法
―

-
0条
に
よ
る
本
人
の
責
任
は
本
人
に
過
失
あ
る
こ
と

（
二
七
七
）



関
法

第
四

0
巻
第
二
号

を
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
（
最
高
裁
判
所
昭
和
二
八
年
―
二
月
―
―

-
H第
一
小
法
廷
判
決
、
集
七
巻
―
二
号
ニ
―
―
―
一
頁
以
下
参
照
）
、

本
件
の
場
合
上
告
人
が
所
論
の
よ
う
に
無
過
失
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
責
を
免
れ
得
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
故
所
論
は
す
べ
て
採
用
で

き
な
い
。
」
と
判
示
し
て
X
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

(
"
1
1
)

本
件
の
特
徴
は
、

Yl
が
A
を
X
の
代
理
人
と
し
て
昭
和
二
八
年
九
月
一

0
日
に
、
本
件
建
物
の
保
存
登
記
、
本
件
土
地
建
物
に
つ
き
抵
当
権

、
、
、
、
、
、
、

設
定
登
記
、
弁
済
期
（
昭
和
二
八
年
―
二
月
末
日
）
に
弁
済
し
な
い
と
き
は
代
物
弁
済
と
し
て
本
件
土
地
建
物
を
Yl
に
移
転
す
る
旨
の
所
有
権

移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
、
貸
借
権
の
譲
渡
及
び
貸
借
物
の
転
貸
を
な
し
得
る
特
約
付
の
貸
借
権
設
定
登
記
を
し
て
か
ら
、
わ
ず
か
七
カ
月

の
間
に
本
件
土
地
建
物
に
関
す
る
権
利
が

Yi↓
5
↓
Ys
と
移
転
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
本
件
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
Yl
↓
Y
↓
Ys
へ

の
権
利
移
転
の
経
過
を
原
審
認
定
事
実
に
よ
り
整
理
す
る
と
、

X
が
A
に
東
京
都
民
銀
行
か
ら
金
融
を
受
け
る
こ
と
を
依
頼
し
て
、
実
印
、
本

件
土
地
の
登
記
済
証
、
本
件
建
物
の
建
築
許
可
書
を
交
付
し
た
の
が
昭
和
二
八
年
一
月
頃
で
あ
り
、

A
が
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
B
(
Y
l
と
同
業

の
金
融
業
者
）
を
通
じ
て
X
の
代
理
人
と
し
て
Yl
と
取
引
し
、
ニ
―

10万
円
の
貸
借
契
約
、
土
地
建
物
に
つ
き
抵
当
権
設
定
契
約
、
代
物
弁
済

、
、
、
、
、
、
、

予
約
契
約
、
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
の
が
昭
和
二
八
年
六
月
下
旬
頃
で
、

Yl
が
そ
れ
に
基
づ
き
前
記
各
登
記
を
し
た
の
が
昭
和
二
八
年
九
月

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

1
0日
で
あ
る
。
そ
の
後
Yl
は
昭
和
二
九
年
＝
一
月
一
七
日
一
切
の
権
利
を
Y
に
譲
渡
（
そ
の
旨
を
内
容
証
明
郵
便
で
X
に
通
知
）
こ
れ
に
副
う

登
記
を
経
、

Y
が
前
記
契
約
に
基
づ
き
本
件
土
地
建
物
に
つ
き
代
物
弁
済
予
約
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
本
登
記
を
経
た
の
が
、

Yl
か
ら
権
利
一

、
、
、
、
、

切
を
譲
渡
さ
れ
た
翌
日
の
三
月
一
八
日
で
あ
る
。
更
に

Y
は
本
登
記
を
経
て
か
ら
わ
ず
か
一
カ
月
後
の
四
月
一
九
日
、

Ya
の
た
め
一

0
0万
円

の
貸
借
契
約
に
基
づ
く
抵
当
権
設
定
登
記
、
代
物
弁
済
予
約
に
よ
る
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
、
譲
渡
・
転
貸
特
約
付
の
賃
借
権
設

定
登
記
を
経
て
い
る
。

C
1
1
1
)

こ
の
よ
う
に
Yl
が
昭
和
二
八
年
九
月
一

0
日
に
前
記
各
登
記
を
し
て
か
ら
僅
か
七
ヶ
月
の
間
に
本
件
土
地
建
物
に
関
す
る
権
利
は
、

Y
か
ら

ys
へ
と
め
ま
ぐ
る
し
く
移
転
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
Yl
が
昭
和
二
八
年
九
月
一

0
日
に
し
た
登
記
は
、
弁
済
期
（
昭
和
二
八
年
ご
一
月
末
日
）

に
弁
済
し
な
い
と
き
は
代
物
弁
済
と
し
て
本
件
土
地
建
物
を
Yl
に
移
転
す
る
旨
の
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
で
あ
っ
た
こ
と
、
譲

渡
・
転
貸
特
約
付
の
賃
借
権
設
定
登
記
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
右
二
つ
の
登
記
は
当
時
通
常
人
に
は
考
え
及
ば
な
い
法
律
手
段
で
あ

っ
て
、
金
融
業
者
で
あ
る
Yl
と
B
は
、
は
じ
め
か
ら
X
の
不
知
を
よ
い
こ
と
に

X
か
ら
の
弁
済
を
期
待
せ
ず
、
ニ
―

10万
円
で
本
件
土
地
建
物

を
丸
取
り
す
る
意
図
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

Yl
は
弁
済
期
（
昭
和
二
八
年
―
二
月
末
日
）
を
過
ぎ
て
か
ら
も
、

X
本
人
に
弁
済
を
催
促
し

た
様
子
が
な
い
し
、
本
件
土
地
建
物
の
賃
料
も
一
度
も
X
に
支
払
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る

(
X
の
上
告
理
由
中
に
引
用
さ
れ
た
第
一
審
に
お

九
八

（
二
七
八
）



権
限
躁
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

九
九

け
る
B
の
証
言
に
よ
る
と
、

A
と
の
約
束
が
あ
っ
た
か
ら
X
に
は
登
記
に
つ
い
て
何
の
通
知
も
せ
ず
、
元
利
金
の
返
還
に
つ
い
て
何
の
請
求
も

し
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
）
o
y
l
が
X
と
接
触
を
も
っ
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
昭
和
二
九
年
三
月
一
七
日
に
Yl
が
一
―
―

10
万

円
の
債
権
、
本
件
土
地
建
物
に
関
す
る
一
切
の
権
利
を
Y
に
譲
渡
し
た
旨
の
内
容
証
明
郵
便
を
X
に
送
っ
た
と
い
う
事
実
の
み
で
あ
っ
て
、
そ

の
翌
日
の
三
月
一
八
日
に
は
5
は
早
々
に
本
件
土
地
建
物
に
つ
き
代
物
弁
済
予
約
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
本
登
記
を
経
、
さ
ら
に
一
カ
月
後
の

四
月
一
九
日
に

5
は
Ya
の
た
め
に
前
記
各
登
記
を
し
て
い
る
。

こ
の
一
連
の
経
過
を
み
れ
ば
、
金
融
業
者
で
あ
る
Yl
と
B
は
X
の
不
知
を
よ
い
こ
と
に
‘
―
―
―

10万
円
で
本
件
土
地
建
物
を
丸
取
り
し
よ
う

と
意
図
し
、
代
物
弁
済
予
約
に
よ
る
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
付
け
、

Y
を
介
在
さ
せ
て
Y
の
も
と
で
本
登
記
に
直
さ
せ
、
更
に

X
の
権
利
追
求
を
困
難
に
す
る
た
め
に

YS
を
登
場
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
い
を
抱
く
の
が
事
案
に
即
し
た
合
理
的
な
判
断
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

(
.
l
V
)
Y
l
の
悪
意
を
窺
わ
せ
る
A
の
無
権
代
理
行
為
後
の
こ
れ
だ
け
の
事
実
を
原
審
は
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
審
と
し
て
は
当
然
A
の

無
権
代
理
行
為
時
の
事
情
を
厳
し
く
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
審
は
、

X
は
A
に
本
件
土
地
建
物
を
担
保
に
東
京

都
民
銀
行
か
ら
金
融
を
受
け
る
に
付
き
代
理
権
を
授
与
し
、
そ
れ
と
と
も
に
実
印
、
本
件
土
地
の
登
記
済
証
、
本
件
建
物
の
建
築
許
可
証
を
交

付
し
た
こ
と
、

A
は
X
の
代
理
人
の
如
く
装
っ
て
Yl
に
本
件
土
地
建
物
を
見
分
さ
せ
、

X
よ
り
預
っ
た
実
印
を
使
用
し
て
作
成
し
た
X
名
義
の

委
任
状
、
印
鑑
証
明
書
、
登
記
済
証
等
を
Yl
に
持
参
し
た
こ
と
の
み
を
以
て
、

Yl
の
正
当
理
由
を
肯
定
し
て
い
る
。

こ
れ
は
本
人
が
代
理
人
に
代
理
権
の
授
与
と
と
も
に
実
印
等
を
交
付
し
、
代
理
人
が
そ
の
実
印
等
を
利
用
し
て
越
権
行
為
を
し
た
と
い
う
我

妻
③
に
該
当
す
る
が
、
私
見
で
は
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
れ
だ
け
の
事
実
で
は
、

Yl
に
正
当
理
由
は
成
立
し
な
い
。

し
か
も
X
が
上
告
理
由
に
お
い
て
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、

A
が
Yl
と
B
に
X
の
権
利
証
等
を
渡
し
た
際
に
「
X
に
内
密
な
の
だ
し
・
…
.. 
」

と
頼
み
、

Yl
等
の
面
前
で
X
名
義
の
委
任
状
や
X
の
印
鑑
証
明
願
書
を
偽
造
し
た
こ
と
等
の
事
実
に
つ
い
て
、
原
審
は
一
切
考
慮
を
払
っ
て
お

ら
ず
、
ま
た
こ
れ
に
つ
い
て
最
高
裁
も
、
こ
れ
ら
は
原
審
の
認
定
に
副
わ
な
い
事
実
で
あ
る
と
し
て
一
顧
だ
に
し
て
い
な
い
。
も
し
X
主
張
の

事
実
が
真
実
で
あ
れ
ば
、

Yl
は
A
に
代
理
権
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
、
ま
た
は
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
わ
け

で
あ
り
、

Yl
の
悪
意
を
窺
わ
せ
る
A
の
無
権
代
理
行
為
後
の
一
連
の
事
実
を
原
審
は
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
高
裁
は
せ
め
て
審
理

不
尽
に
よ
る
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
事
件
を
原
審
に
差
戻
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
最
高
裁
の
上
告
棄

却
の
判
決
は
い
か
に
も
不
当
で
あ
る
。

（
二
七
九
）



(
3
)
 (

>
)
最
高
裁
は
、

X
に
は
過
失
が
な
か
っ
た
と
の

X
の
上
告
理
由
に
応
え
る
形
で
‘
―

-
0条
に
よ
る
本
人
の
責
任
は
本
人
に
過
失
あ
る
こ
と
を

要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

X
が
無
過
失
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
責
を
免
れ
得
べ
き
で
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、

X
が
A
に
東
京
都
民
銀
行
か
ら
金
融
を
受
け
る
こ
と
を
依
頼
し
て
、
実
印
、
登
記
済
証
な
ど
を
A
に
交
付
し
た
の
は
昭
和
二
十
八
年
一
月
頃
で

あ
り
、

A
が
こ
れ
ら
を
利
用
し
て

Yl
と
取
引
し
た
の
は
同
年
六
月
下
旬
頃
で
あ
る
か
ら
、

X
は
悪
用
さ
れ
る
お
そ
れ
の
強
い
実
印
、
登
記
済
証

な
ど
を
約
半
年
間
も
A
の
も
と
に
預
け
た
ま
ま
に
し
て
お
い
た
こ
と
に
な
り
、
い
さ
さ
か
軽
率
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
点
に

つ
き
X
に
過
失
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
こ
と
自
体
が
そ
れ
の
み
を
も
っ
て
、

YI
に
つ
い
て
正
当
理
由
を
肯
定
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

な
お
原
審
は
、

X
の
控
訴
審
に
お
け
る
②
の
主
張
に
対
し
て
、
本
件
土
地
建
物
の
価
額
を
証
拠
に
よ
っ
て
認
定
せ
ず
、
仮
に

X
主
張
の
如
く

――
10 0
万
円
以
上
の
価
額
で
あ
る
と
し
て
も
、
ニ
―

-0万
円
の
貸
借
に
つ
い
て
期
限
後
の
損
害
金
と
し
て
日
歩
一
一
一
五
銭
を
約
定
し
て
い
る
か
ら
、

代
物
弁
済
契
約
は
公
序
良
俗
又
は
信
義
誠
実
の
原
則
に
違
反
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
歩
三
五
銭
は
年
利
ニ
―
七
・
七
五
。
ハ
ー

七
ン
ト
の
高
利
で
あ
る
。
一
―
―

10万
円
の
元
金
に
つ
き
遅
延
損
害
金
は
年
利
一
―

-0バ
ー
セ
ン
ト
が
限
度
で
あ
っ
て
（
利
息
制
限
法
一
条
、
四

条
）
そ
の
超
過
部
分
は
無
効
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
原
審
の
判
断
も
不
当
で
あ
る
。

(
•
V
l
)
最
判
昭
和
二
八
年
も
最
判
昭
和
三
四
年
も
、
事
実
認
定
が
ず
さ
ん
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
具
体
的
事
案
の
解
決
に
不
要
な
抽
象
的
判
旨
を
展
開

し
て
い
る
。
両
判
決
は
い
ず
れ
も
第
一
小
法
廷
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
（
最
判
昭
和
二
八
年
1
1
裁
判
長
裁
判
官
真
野
毅
・
裁
判
官
斎

藤
悠
輔
、
岩
松
一
―
一
郎
、
入
江
俊
郎
）
（
最
判
昭
和
三
四
年
1
1
裁
判
長
裁
判
官
下
飯
坂
潤
夫
・
裁
判
官
斎
藤
悠
輔
、
入
江
俊
郎
、
高
木
常

七
）
、
同
時
期
に
第
一
＿
一
小
法
廷
で
な
さ
れ
た
最
判
昭
和
一
＝
一
年
五
月
二
二
日
、
最
判
昭
和
一
＿
―
-
年
九
月
一
八
日
が
い
ず
れ
も
詳
細
な
事
実
認
定

の
う
え
で
正
当
理
由
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
正
当
理
由
を
否
定
し
た
原
判
決
に
対
し
て
、
正
当
理
由
が
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る

特
別
の
事
情
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
点
に
つ
い
て
審
理
し
直
せ
と
し
て
破
棄
差
戻
判
決
を
し
た
最
判
昭
和
一
―
―
五
年
―

0
月
一
八
日
な
ど
に
比
較

し
て
み
る
と
、
「
個
々
の
事
件
に
お
い
て
何
が
『
正
当
理
由
』
に
な
る
か
は
、
裁
判
官
の
さ
じ
加
減
で
ど
う
に
で
も
な
る
」
（
高
橋
・
前
掲
二

六
九
頁
）
と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
。

※
本
件
判
批
と
し
て
、
谷
口
知
乎
・
民
商
四
一
巻
一
号
一
〇
一
頁
、
北
村
良
一
・
曹
時
―
一
巻
四
号
、
宮
内
竹
和
・
法
協
七
六
巻
六
号
六
九

八
頁
、
篠
塚
昭
次
・
民
法
判
例
百
選
I

（
第
一
＿
一
版
）
六
八
頁
が
あ
る
。

幾
代
・
前
掲
三
八
五
頁
。

関

法

第

四

0
巻
第
二
号

1
0
0
 （
二
八

O
)



1
0
 
（
二
八
一
）

―

-
0条
の
「
正
当
理
由
」
の
具
体
的
判
断
基
準

①

釘

が
あ
れ
ば
、

正
当
理
由
を
否
定
し
た
従
来
の
判
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、

原
則
と
し
て
、

ら
に
具
体
的
な
事
情
を
吟
味
し
て
、
そ
の
判
定
に
対
す
る
「
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
」
を
認
定
し
、
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
R
「
疑

念
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
る
事
情
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
③
「
代
理
権
の
有
無
」

「
本
人
の
意
思
を
確
認
す
べ

き
注
意
義
務
」
を
第
三
者
（
と
く
に
金
融
業
者
）
に
課
し
、
そ
れ
を
怠
れ
ば
「
過
失
」
あ
り
と
し
て
、
正
当
理
由
を
否
定
す
る
と
い
う
、

―
―
一
段
構
え
の
構
成
を
も
っ
て
い
る
（
高
森
八
四
郎
「
不
動
産
取
引
業
者
と
民
法
―

-
0条
の
『
正
当
理
由
』
」
法
時
五
六
巻
―
―
一
号
一

110

た
と
え
ば
最
判
昭
和
四
二
年
―
一
月
一
―

10日
（
民
集
ニ
―
巻
九
号
二
四
九
七
頁
）
は
、

X
が
A
に
購
入
し
た
土
地
上
に
建
物
を
建
築
す

る
た
め
の
資
金
借
入
に
つ
い
て
の
代
理
権
を
与
え
、
こ
の
借
入
金
の
弁
済
そ
の
他
一
切
の
権
限
を
委
ね
て

(
X
は
A
に
完
成
し
た
建
物
を

第
三
者
に
賃
貸
す
る
に
つ
い
て
の
管
理
も
委
ね
て
い
る
）
実
印
を
交
付
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

A
は
建
物
の
賃
借
人
B
の
弟

y
（
金
融
業

者
）
と
の
間
で
、

X
の
土
地
を
担
保
に
元
本
極
度
額
五

0
万
円
の
根
抵
当
権
を
設
定
し
停
止
条
件
付
代
物
弁
済
契
約
を
結
び
、

Y
に
対
す

る
根
抵
当
権
設
定
登
記
と
停
止
条
件
付
代
物
弁
済
契
約
を
登
記
原
因
と
す
る

Y
に
対
す
る
所
有
権
移
転
仮
登
記
が
経
由
さ
れ
た
の
で
、

X

が

y
に
対
し
て
右
登
記
の
抹
消
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
り
、
最
高
裁
は
、
正
当
理
由
を
肯
定
し
た
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。
こ

の
事
案
に
お
い
て
、
権
限
の
有
無
に
つ
い
て
疑
念
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
る
事
情
と
は
、

Y
は
A
が
本
件
土
地
の
所
有
権
移
転
登
記
を
本

頁）。
け

権
限
躁
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

五

結

そ
れ
を
信
頼
し
た
者
に
は
民
法
―

-
0条
の
正
当
理
由
が
あ
る
と
判
定
し
、

こ
の
考
え
方
を
前
提
に
、

び

さ

ほ
と
ん
ど
の
判
例
は
、
①
実
印
な
い
し
白
紙
委
任
状
の
所
持
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四
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件
契
約
締
結
直
前
に

X
の
た
め
に
し
た
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
借
入
金
の
用
途
は

A
個
人
の
営
業
上
の
資
金
に
充
て
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
、

更
に
借
入
に
際
し
て
必
ず
弁
済
す
る
か
ら
根
抵
当
権
設
定
登
記
及
び
所
有
権
移
転
の
仮
登
記
申
請
手
続
を
し
ば
ら
く
待
っ
て
く
れ
と
頼
ま

れ
て
、
実
際
に
そ
う
し
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る
。
最
高
裁
は
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
は
、

A
が
本
件
土
地
建
物
の
権
利
証
や

X
の
実

印
を
所
持
し
て
い
て
も
、

Y
と
し
て
は
疸
接
本
人
に
問
い
合
せ
る
な
ど
し
て
右
権
限
の
有
無
を
調
査
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
怠
っ
た

Y

に
は
過
失
が
あ
る
か
ら
正
当
理
由
あ
り
と
は
い
え
な
い
旨
判
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
正
当
理
由
を
否
定
す
る
判
例
は
、
実
印
の
所
持
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
原
則
と
し
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事

情
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
疑
念
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
る

べ
き
で
あ
っ
た
と
し
、
こ
の
調
査
確
認
義
務
を
媒
介
項
と
し
て
、
そ
れ
を
怠
っ
た
相
手
方
の
過
失
を
認
定
し
、
正
当
理
由
を
否
定
す
る
と

い
う
三
段
構
え
の
構
成
を
と
る
。
そ
こ
で
、

れ
る
と
こ
ろ
の
疑
念
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
る
事
情
と
は
何
か
）
を
、
判
例
の
認
定
事
実
の
な
か
か
ら
抽
出
・
分
類
し
よ
う
と
す
る
研
究

が
な
さ
れ
る
（
横
浜
弁
護
士
会
編
『
表
見
代
理
の
判
例
と
実
務
』
＝
―
-
―
-
三
頁
以
下
）
。

し
か
し
、
相
手
方
が
代
理
人
を
通
し
て
本
人
と
取
引
す
る
際
に
、
代
理
人
の
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
相
手
方
が
本
人
に
問
い

合
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
（
調
査
確
認
義
務
）
は
な
い
。
相
手
方
が
代
理
人
の
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
本
人
に
問
い
合
せ

ず
に
代
理
人
を
通
し
て
取
引
し
、
代
理
人
に
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
相
手
方
は
無
権
代
理
の
不
利
益
を

負
う
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
問
い
合
せ
る
義
務
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
問
い
合
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
相
手
方
が
無
権
代
理
の
不
利
益
を
負
い
た
く
な
か
っ
た
ら
、
代
理
人
の
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
本
人
に
問
い
合
せ
る
の
が

普
通
で
あ
る
。

関
法

い
か
な
る
場
合
に
相
手
方
に
調
査
確
認
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
か
（
調
査
確
認
義
務
が
課
せ
ら

1
0
 
（
二
八
二
）



権
限
鍮
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

客
観
的
事
情
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

査
確
認
義
務
を
課
し
、
相
手
方
の
過
失
を
認
定
し
て
正
当
理
由
を
否
定
す
る
と
い
う
、

101
――
 
（二八一―-）

客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に
相
手
方
が
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」
と
き
に
は
、
相
手
方
に
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由

「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

皿
二
0
条
の
文
言
を
忠
実
に
解
釈
す
れ
ば
、

感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
る
」
と
判
断
で
き
る
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
の
存
在
こ
そ
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
判
例
が
、

疑
念
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
る
事
情
1
1
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
の
存
在
を
問
題
に
し
て
、
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
が
あ
る
と
き
に
相
手
方
に
調

の
プ
ロ
セ
ス
を
採
る
の
は
、

ひ
と
え
に
多
く
の
学
説
と
同
じ
く
、
実
印
の
所
持
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
原
則
と
し
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る

し
か
し
、
実
印
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に
よ
っ
て
本
人
か
ら
代
理
人
に
預
託
さ
れ
た
り
交
付
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
盗
取
や

―-
0条
の
規
定
の
仕
方
と
は
逆
の
形
式
的
推
論

い
せ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、

代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
が
あ
る
こ
と
を
相
手
方
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
要
件
で
あ
る
と
定
め
、
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す

る
と
き
に
本
人
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
引
の
安
全
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
相
手
方
に
は
本
人
に
問
合
せ
る
義
務
は
な
く
、
し
か
し
、
相
手
方
が
無
権
代
理
の
不
利
益
を
負
い
た
く
な
か
っ
た
ら
問
い
合

「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の

相
手
方
に
無
権
代
理
の
不
利
益
を
負
わ
せ
る
の
は
酷
で
あ
る
。

―-
0条
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
場
合
の
相
手
方
を
保
護
す
る
た
め
に
、

し
か
し
、
相
手
方
が
こ
れ
ま
で
も
代
理
人
を
通
し
て
今
回
の
取
引
と
同
種
（
同
量
）
の
取
引
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
そ
れ

ら
の
取
引
が
本
人
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
つ
つ
が
な
く
履
行
さ
れ
て
き
た
の
で
、
今
回
の
取
引
に
つ
い
て
も
本
人
に
問
い
合
せ
る
ま
で
も
な

＜
従
来
と
同
様
に
代
理
人
に
は
代
理
権
が
あ
る
と
相
手
方
が
信
じ
た
と
こ
ろ
、
今
回
は
代
理
権
が
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、



タ
ー
を
認
定
し
、
そ
れ
と
実
印
の
所
持
を
あ
わ
せ
て
、
結
論
を
導
出
し
て
い
る
。

判
例
の
形
式
的
推
論
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
実
印
の
所
持
を
原
則
と
し
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
と
み
る
こ
と
か
ら
誤
導
さ

れ
て
い
る
に
し
て
も
、
判
例
も
実
質
的
に
は
、
疑
念
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
る
事
情
1
1
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
を
認
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

実
印
の
所
持
以
外
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
が
存
在
し
な
い
か
ら
、

全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
な
い
」
と
判
断
し
て
、
正
当
理
由
を
否
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
判
例
が
否
定

的
フ
ァ
ク
ク
ー
を
認
定
し
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
断
ず
る
の
は
、

権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
な
い
」
こ
と
を
表
現
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

伍
正
当
理
由
を
肯
定
す
る
判
例
は
、
三
段
構
え
の
構
成
の
①
の
定
式
を
ま
ず
大
上
段
に
説
示
し
て
、
③
・
③
の
検
討
を
顧
慮
せ
ず
に

（
従
っ
て
調
査
確
認
義
務
な
ど
持
ち
出
さ
ず
に
）
相
手
方
の
普
意
・
無
過
失
を
認
定
し
て
し
ま
う
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
し
か
し
、
よ
く

み
る
と
、
正
当
理
由
肯
定
判
例
は
、
若
干
の
例
外
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
の
存
在
を
認
め
ず
、
む
し
ろ
肯
定
的
フ
ァ
ク

の
そ
れ
自
体
は
弱
い
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
に
す
ぎ
な
い
し

関
法
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拾
得
も
な
さ
れ
る
可
能
性
の
高
い
も
の
で
あ
る

C

そ
し
て
、
代
理
人
が
実
印
を
所
持
す
る
に
至
る
内
部
事
情
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
内
部
事
情
を
見
知
っ
て
い
な
い
相
手
方
に
と
っ
て
は
、
実
印
の
所
持
と
い
う
ひ
と
つ
の
客
観
的
事
実
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、

実
印
の
所
持
は
何
ら
か
の
代
理
権
の
徴
表
と
は
な
り
得
て
も
、
代
理
人
が
自
称
す
る
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
権
の
徴
表
と
は
な
り
得

な
い

C

従
っ
て
、
実
印
の
所
持
は
原
則
と
し
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
で
は
な
く
、

ぎ
ず
、
し
か
も
他
の
決
定
的
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
（
梅
•
第
一
類
型
）
と
あ
わ
さ
っ
て
、

ひ
と
つ
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
に
す

は
じ
め
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ

「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が

1
0四

（
二
八
四
）

「
本
人
に
代
理



(2) 

(i) 

と
判
断
し
て
正
当
理
由
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
も
、
実
印
の
所
持
を
原
則
と
し
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
と
み
る
こ
と
か
ら
、
他
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク

ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
が
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
実
印
の
所
持
以
外
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
が
存
在
せ
ず
否
定

的
フ
ァ
ク
ク
ー
し
か
認
定
で
き
な
い
と
き
に
は
、
正
当
理
由
を
否
定
し
、
実
印
の
所
持
以
外
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
］
が
認
定
で
き
る
と
き

に
は
、
正
当
理
由
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

と
も
す
れ
ば
軽
視
さ
れ
が
ち
な
実
印
の
所
持
以
外
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
］
こ
そ
が
重
要

で
あ
る
。
判
例
も
実
質
的
に
は
実
印
の
所
持
以
外
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
認
定
で
き
た
か
ら
こ
そ
、

に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」

私
見
は
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
親
的
事
情
が
あ

り
」
そ
れ
故
に
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」
こ
と
が
、
相
手
方
が
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
の
あ
る
こ
と
と
定
式
化
す
べ
き

で
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
右
に
の
べ
た
判
例
の
実
質
的
判
断
プ
ロ
セ
ス
を
正
当
理
由
の
具
体
的
内
容
と
し
て
盛
り
込
ん
だ
も

の
で
あ
る
。

実
印
の
所
持
は
原
則
と
し
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
事
情
で
あ
る
と
み
、
正
当
理
由
1
1
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失

と
解
す
る
学
説
は
、

い
か
な
る
例
外
的
事
情
の
あ
る
と
き
に
正
当
理
由
が
否
定
さ
れ
る
か
と
か
、

義
務
が
課
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
視
点
で
正
当
理
由
を
論
じ
る
。
判
例
が
相
手
方
に
調
査
確
認
義
務
を
課
す
と
き
は
、
否
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー

を
認
定
し
た
と
き
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
事
実
が
否
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
に
あ
た
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
作

業
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
お
い
て
、
正
当
理
由
の
具
体
的
判
断
基
準
の
設
定
と
い
う
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
限

り
、
い
か
な
る
客
観
的
事
情
が
正
当
理
由
に
あ
た
る
か
を
理
解
す
る
に
つ
き
、

権
限
躁
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

1
0五 「

本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲

い
か
な
る
場
合
に
相
手
方
に
調
査
確
認

一
層
混
迷
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。

（
二
八
五
）



私
見
で
は
一
〇
九
条
で
処
理
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

J

の
な
か
で
、

以
上
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

（
我
妻
③
、
川
島
③
）

（
鳩
山
③
、
我
妻
③
、
川
島
④
）

「
慣
習
上
同
種
の
代
理
人
が
皆
そ
の
権
限
を
有
す
る
」

第
四

0
巻
第
二
号

―-
0条
は
一
ご
一
条
と
は
異
な
っ
て
、
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
で
は
な
く
、

れ
る
べ
き
要
件
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

い
か
な
る
客
観
的
事
情
が
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
主
要
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ

そ
こ
で
、
起
草
者
を
は
じ
め
と
し
て
主
要
な
学
説
が
、

「
代
理
人
が
従
来
同
種
の
法
律
行
為
を
為
し
た
る
場
合
に
本
人
は
こ
れ
を
承
認
し
か
つ
て
そ
の
履
行
を
拒
ん
だ
こ
と
が
な
い
」

第
一
類
型
、
富
井
•
第
一
類
型
、
鳩
山
③
、
我
妻
①
）

「
委
任
状
を
訂
正
せ
ず
に
委
任
事
項
を
制
限
し
た
」

・
「
白
紙
委
任
状
の
所
持
」

「
実
印
の
所
持
」

ー
で
あ
る
か
を
論
ず
る
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
。

_̀‘ 

•1 •1 
,
1
.
 

と、

関
法

「
正
当
理
由
」
の
あ
る
こ
と
を
、
相
手
方
の
保
護
さ

い
か
な
る
場
合
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
と
論
じ
て
き
た
か
を
整
理
す
る

（
富
井
•
第
二
類
型
、
鳩
山
①
）

「
実
印
の
所
持
」
や
「
白
紙
委
任
状
の
所
持
」
は
何
ら
か
の
代
理
権
の
徴
表
に
す
ぎ
ず
、
他
の
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と

あ
わ
さ
っ
て
は
じ
め
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
自
体
は
弱
い
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
た
。

富
井
•
第
二
類
型
は
、
外
部
的
に
明
示
的
に
表
示
さ
れ
た
代
理
権
の
範
囲
が
内
部
的
に
制
限
さ
れ
て
い
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
か
ら
、

梅
•
第
二
類
型
は
、
明
示
的
に
一
定
範
囲
の
代
理
権
を
伴
な
う
地
位
を
与
え
た
り
、
地
位
を
与
え
た
と
の
表
示
を
許
し
て
い
た
が
、
内

（
梅
•
第
二
類
型
、
我
妻
①
、
川
島
①
）

1
0六

（
二
八
六
）

（梅



1
0七

（
二
八
七
）

部
的
に
は
代
理
権
の
範
囲
が
制
限
さ
れ
て
い
た
り
、
全
く
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
に
内
部
的
に
は
制
限
さ
れ
て
い

る
行
為
に
つ
い
て
、
相
手
方
が
そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
代
理
人
は
皆
そ
の
行
為
に
つ
い
て
の
代
理
権
が
あ
る
か
ら
、
代
理
権
が
あ
る
と

信
じ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
梅
博
士
は
、
外
部
的
明
示
的
授
権
の
表
示
の
あ
る
場
合
の
み
を
、

た
た
め
、
右
の
よ
う
な
場
合
は
―

-
0条
の
問
題
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
私
見
で
は
こ
れ
は
外
部
的
明
示
的
授
権
の
表
示
の
あ
る
場

合
と
同
じ

v
J
Q九
条
で
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
う
す
る
と
残
る
の
は
梅
•
第
一
類
型
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
代
理
人
が
相
手
方
と
従
来
同
種
の
法
律
行
為
を
し
て
き
た
場
合
に
、
本

人
が
こ
れ
を
承
認
し
か
つ
て
そ
の
履
行
を
拒
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
相
手
方
は
従
来
と
同
種
の
取
引
で
あ
る
今
回
の
取
引
に
お
い

て
も
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
た
と
こ
ろ
、
本
人
は
今
回
の
取
引
に
つ
い
て
は
代
理
権
の
範
囲
を
制
限
し
て
い
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
現
行
法
―

-
0条
の
先
駆
と
な
っ
た
財
取
篇
二
五

0
条
第
二
項
第
三
に
お
い
て
想
定
し
て
い
た
事
案
が
、
現
行
法
に

1
0九
条
、

条
を
規
定
し
た
起
草
者
は
、
当
然
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
想
定
し
て
い
た
の
と
は
別
の
事
案
を
想
定
し
そ
れ
を
処
理
す
べ
く
―

-
0条
を
規
定

し
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
起
草
者
が
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
場
合
と
し
て
例
示
し
た
梅
•
第
一
類
型
の
よ
う
な
場
合
で

あ
る
。
即
ち
梅
•
第
一
類
型
の
あ
げ
る
客
観
的
事
情
が
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要

と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
」
で
あ
り
、
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
主
要
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
客
観
的

事
情
の
故
に
相
手
方
が
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」
と
き
、
相
手
方
に
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
が
成
立
す
る
。

佃
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
主
要
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
ク
ー
、
即
ち
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ

と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
」
と
は
、
相
手
方
が
こ
れ
ま
で
代
理
人
を
通
し
て
本
人
と
同
種
（
同
量
）
の
取
引
を

権
限
踏
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

お
い
て
は
一
〇
九
条
、

一
ご
一
条
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
が
、

―
―
二
条
と
は
別
に
―

1
0

1
0九
条
で
処
理
す
べ
し
と
考
え
て
い



る）

第
四
〇
巻
第

1

一号

い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
取
引
は
本
人
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
つ
つ
が
な
く
履
行
さ
れ
て
き
た
（
梅
•
第
一
類
型
）
、

こ
れ
に
準
じ
る
よ
う
な
客
観
的
事
情
（
た
と
え
ば
本
人
の
認
容
的
言
動
）
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

正
当
理
由
肯
定
判
例
の
な
か
で
、
梅
•
第
一
類
型
の
あ
げ
る
客
観
的
事
情
が
あ
る
と
し
て
、
私
見
の
基
準
か
ら
し
て
も
正
当
理
由
が
成

立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
判
例
は
、
④
最
判
昭
和
一
―
―
―
年
五
月
二
二
日
（
民
集
一

0
巻
五
号
五
四
五
頁
）
＠
最
判
昭
和
六

0
年
二
月
一
四
日

（
金
法
一
〇
九
三
号
四
二
頁
）
◎
函
館
地
判
昭
和
三
四
年
九
月
二
九
日
（
下
民
集
一

0
巻
九
号

110五
一
頁
）
な
ど
で
あ
る
。

④
は
七
〇
オ
の
父
に
代
り
世
帯
主
と
し
て
家
政
一
切
を
処
理
し
て
い
る
長
男
が
、
父
に
無
断
で
そ
の
所
有
の
山
林
を
売
却
し
た
と
い
う

事
案
で
あ
り
、
長
男
は
そ
の
取
引
の
一
年
ぐ
ら
い
前
に
も
同
一
相
手
方
に
対
し
父
所
有
の
山
林
を
売
却
し
、
所
有
権
移
転
登
記
も
経
由
し

て
履
行
が
無
事
完
了
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。
＠
は
夫
が
妻
の
実
印
を
冒
用
し
て
妻
名
義
で
農
業
共
同
組
合
と
農
協
取
引
契

約
及
び
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
り
、
夫
は
本
件
契
約
前
に
、
妻
の
実
印
を
用
い
て
妻
名
義
で
、
そ
の
同
一
の
農
協

か
ら
八
回
に
わ
た
り
金
員
を
借
り
受
け
、
七
回
に
わ
た
り
前
渡
金
を
受
領
し
、
農
協
に
対
す
る
妻
名
義
の
普
通
貯
金
か
ら
一
―
―
―
五
回
に
わ

た
り
払
戻
又
は
引
落
決
済
を
受
け
、
か
つ
三
回
夫
名
義
の
普
通
預
金
に
振
り
替
え
る
等
し
た
が
、
妻
は
夫
に
対
し
、
農
協
と
の
こ
れ
ら
の

従
前
の
取
引
を
す
る
た
め
の
代
理
権
を
与
え
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。
◎
は
夫
が
妻
と
妻
の
父
名
義
で
両
名
の
承
諾
を
得
ず
に
額

面
七
三
、
五

0
0円
の
約
束
手
形
を
振
出
し
た
が
、
そ
の
約
束
手
形
は
夫
が
事
業
資
金
（
夫
は
妻
の
父
か
ら
水
産
加
工
業
を
任
さ
れ
て
い

一
五
万
円
の
債
務
に
つ
き
弁
済
の
猶
予
を
受
け
る
に
際
し
、
そ
の
利
息
金
の
支
払
確
保
の
た
め
振
出
し
た
も
の
で
、
こ
の
一
五
万
円

の
貸
付
に
際
し
て
は
、
夫
が
妻
と
妻
の
父
両
名
を
代
理
し
て
両
名
名
義
の
約
束
手
形
を
適
法
に
作
成
交
付
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。

以
上
①
．
＠
・
◎
の
判
例
に
お
い
て
は
、
梅
•
第
一
類
型
の
あ
げ
る
客
観
的
事
情
、
即
ち
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て

問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に
相
手
方
が
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」

し
て
き
た
が
、

関
法

1
0八

（
二
八
八
）

あ
る
い
は
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1

・
1

（
＇
ー
，
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―
1

1

一
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
言
及
す
る
と
、

銀
行
か
ら
予
め
交
付
さ
れ
た
「
こ
の
証
明
書
は
、

-
0九

（
二
八
九
）

あ
る
い
は
一
定
範
囲
の

借
入
申
込
書
の
み
の
際
に
提
出
し
て
下
さ
い
。
」

と
い
え
る
か
ら
、
私
見
の
甚
準
に
照
ら
し
て
も
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
る
こ
と
を
肯
定
で
き
る
（
◎
の
判
例
に
つ
い
て
高
森
哉
子

「
借
財
と
日
常
家
事
行
為
」
関
法
四

0
巻
一
号
八
九
頁
参
照
。
な
お
④
は
有
権
代
理
と
解
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
）

梅
•
第
一
類
型
に
準
じ
る
よ
う
な
客
観
的
事
情
の
あ
る
場
合
で
、
正
当
理
由
が
成
立
す
る
こ
と
を
肯
定
で
き
る
判
例
と
し
て
、
名
古
屋

地
判
昭
和
五
五
年
―
一
月
―
一
日
（
判
時
一
〇
一
五
号
一

0
七
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
妻
が
夫
に
無
断
で
夫
名
義
で
相
互
銀
行
か
ら
一
五

0
万
円
を
借
り
受
け
た
と
い
う
事
案
で
あ
り
、
相
互
銀
行
は
夫
の
代
理
人
と
称
す
る
妻
と
取
引
す
る
の
は
初
め
て
で
あ
る
が
、
妻
が
銀
行

に
提
出
し
た
夫
の
給
与
証
明
書
は
、

と
付
記
し
て
あ
る
給
与
証
明
書
用
紙
を
妻
が
夫
に
手
渡
し
、
夫
が
自
ら
そ
の
証
明
書
用
紙
を
も
っ
て
そ
の
勤
務
先
の
証
明
を
受
け
た
上
で

再
び
妻
に
手
渡
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
銀
行
の
係
員
は
夫
の
勤
務
先
に
電
話
し
そ
の
給
与
証
明
書
は
夫
自
身
発
行
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
事
実
を
も
っ
て
一
応
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と

が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
故
に
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
」
と
判
断
で
き
る
（
名
古
屋
地
判
昭

和
五
五
年
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
、
高
森
八
四
郎
・
高
森
哉
子
「
夫
婦
の
日
常
家
事
行
為
と
表
見
代
理
」
名
城
法
学
一
二
八
巻
別
冊
四

八
頁
以
下
、
高
森
哉
子
「
借
財
と
日
常
家
事
行
為
」
関
法
四

0
巻
一
号
六
四
頁
以
下
参
照
）
。

他
の
表
見
代
理
規
定
と
の
関
係

―

-
0条
と
一

0
九
条
、

1
0九
条
は
、
外
部
的
明
示
的
な
授
権
の
表

示
が
あ
る
が
内
部
的
に
は
代
理
権
が
零
か
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
（
こ
れ
を
一
〇
九
条
の
第
一
類
型
と
よ
ぶ
）
、

代
理
権
を
伴
な
う
地
位
を
与
え
た
り
、
地
位
を
与
え
た
と
の
表
示
を
許
し
た
が
、
内
部
的
に
は
代
理
権
が
零
か
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合

権
限
躁
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」



し
か
し
、

頁
、
二
六
四
頁
）
。 第

四
〇
巻
第
二
号

こ
の
両
者
の
場
合
に
明
示
的
に
表
示
さ
れ
た
代
理
権
の
範
囲
内
で
内
部
的
に
制
限
さ
れ
た(

2
)
 

代
理
権
の
範
囲
を
こ
え
て
代
理
人
が
行
為
し
た
と
き
、
代
理
権
不
授
与
に
対
す
る
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
を
要
件
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
―

-
0条
は
、

1
0九
条
と
は
異
な
り
明
示
的
な
代
理
権
の
表
示
が
な
く
、
代
理
人
が
本
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
代
理
権

の
範
囲
を
こ
え
て
行
為
し
、
相
手
方
か
ら
み
る
と
こ
の
行
為
に
つ
い
て
代
理
権
が
あ
る
ら
し
く
み
え
る
場
合
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、

梅
•
第
一
類
型
及
び
そ
れ
に
準
じ
る
客
観
的
事
情
の
あ
る
と
き
に
、
相
手
方
の
正
当
理
由
が
成
立
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。

1
0
九
条
の
第
二
類
型
の
場
合
で
、
表
示
さ
れ
た
代
理
権
の
範
囲
を
こ
え
て
、
代
理
人
が
行
為
し
た
と
き
に
は
、
梅
•
第
一
類
型
及
び
そ

れ
に
準
じ
る
客
観
的
事
情
が
あ
り
、
相
手
方
に
正
当
理
由
が
成
立
す
れ
ば
、

一
ご
一
条
は
、
か
つ
て
内
部
的
に
も
外
部
的
に
も
代
理
権
を
与
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
委
任
が
消
減
し
て
代
理
権
が
消
滅
し
た
が
、
代
理

権
の
外
観
だ
け
が
存
続
し
て
い
る
場
合
に
、
外
観
の
範
囲
内
で
代
理
人
が
行
為
し
た
と
き
、
代
理
権
の
消
減
に
対
す
る
相
手
方
の
善
意
・

無
過
失
を
要
件
と
し
て
適
用
さ
れ
る

C

｀
ー
、

~
1
1

最
後
に
高
橋
説
に
つ
い
て
少
し
述
べ
る
と
、
高
橋
説
は
、
外
部
的
授
権
を
承
認
し
、

,
1し

条
は
委
任
状
の
交
付
な
ど
に
よ
る
明
示
的
外
部
的
授
権
の
ケ
ー
ス
、

認
容
し
て
い
る
ケ
ー
ス
と
い
う
容
態
の
違
い
は
あ
る
が
、
外
部
に
対
し
て
代
理
人
に
代
理
権
を
与
え
た
と
表
示
し
て
い
る
点
で
は
、
本
質

的
に
異
な
ら
な
い
と
す
る
。
従
っ
て
、
客
観
的
な
代
理
権
の
範
囲
内
で
本
人
の
委
任
に
反
し
て
行
為
が
な
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

1
0九
条
、

―
-
0
条
の
場
合
と
、
代
理
人
の
権
限
濫
用
の
場
合
と
で
は
差
異
が
な
い
こ
と
に
な
る
（
高
橋
•
前
掲
二
三
二
頁
、
二
四
八

1
0九
条
は
、
外
部
的
朋
示
的
な
授
権
の
表
示
が
あ
る
の
に
内
部
的
に
は
代
理
権
が
全
く
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
制
限
さ
れ

(
1
)
 

（
こ
れ
を
一

0
九
条
の
第
二
類
型
と
よ
ぶ
）
、

関
法

―

-
0条
は
本
人
の
従
来
の
態
度
か
ら
み
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を

1
0九
条
と
―

-
0条
に
つ
い
て
、

―

-
0条
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。

―1
0
 （
二
九
O
)

1
0九



―

-
0条
の
文
言
に
忠
実
に
、
よ
り
積
極
的
に
正

―

-
0条
は
、
代
理
権
が
与
え
ら
れ
そ
の
範
囲
を
こ
え
て
行
為
が
な
さ
れ
た
が
代
理
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
ら
し

く
み
え
る
場
合
で
あ
っ
て
、
外
部
的
に
も
内
部
的
に
も
代
理
権
が
あ
り
単
に
代
理
人
が
本
人
に
対
す
る
背
信
的
意
図
を
も
っ
て
行
為
す
る

権
限
濫
用
の
場
合
と
で
は
、
同
一
の
次
元
で
論
じ
ら
れ
な
い
と
思
う
。
私
見
で
は
、

―

-
0条
は
相
手
方
に
正
当
理
由
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
本
人
は
権
利
外
観
法
理
に
よ
り
責
任
を
負
う
の
で
あ
り
、
権
限
濫

用
の
場
合
は
、
本
人
は
信
義
則
に
基
づ
い
て
善
意
（
無
重
過
失
）
の
相
手
方
に
の
み
代
理
行
為
の
無
効
を
主
張
し
え
な
い
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
私
見
を
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
私
見
は
―

-
0条
の
正
当
理
由
の
内
容
を
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲

に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
ゆ
え
に
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ

た
」
こ
と
が
、
相
手
方
が
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
の
あ
る
こ
と
と
定
式
化
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

―

-
0条
の
立
法
趣
旨
、

関
す
る
判
例
の
実
質
的
判
断
プ
ロ
セ
ス
（
形
式
的
推
論
の
。
フ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
）
か
ら
導
か
れ
た
定
式
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
梅
•
第
一
類
型
の
あ
げ
る
客
観
的
事
情
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る
よ
う
な
客
観
的
事
情
（
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
主

要
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
）
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
相
手
方
が
当
該
取
引
に
つ
い
て
の
代
理
人
の
代
理
権
を
信
じ
た
と
判
断
で
き
る
と
き
、

正
当
理
由
は
成
立
す
る
。
実
印
の
所
持
は
そ
れ
だ
け
で
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
で
は
な
く
、
他
の
主
要
な
肯
定
的

フ
ァ
ク
タ
ー
と
あ
わ
さ
っ
て
は
じ
め
て
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
自
体
は
弱
い
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。

の
正
当
理
由
の
有
無
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
実
印
の
所
持
を
そ
れ
だ
け
で
正
当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
み
て
、
例
外

的
に
正
当
理
由
を
否
定
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
の
あ
る
こ
と
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
く
、

当
理
由
を
成
立
さ
せ
る
主
要
な
肯
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
の
存
在
こ
そ
を
、
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範

権
限
践
越
の
表
見
代
理
と
「
正
当
理
由
」

右
は
起
草
者
で
あ
る
梅
・
富
井
両
博
士
の
見
解
、

（
二
九
一
）

―-
0条

―

-
0条
の
文
言
の
忠
実
な
解
釈
、
正
当
理
由
の
有
無
に

(2) 
て、

1
0九
条
は
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
を
要
件
と
し

て
い
る
場
合
で
あ
り
、



※ 

た
」
と
判
断
で
き
る
と
き
、
相
手
方
に
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

私
見
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
分
析
す
る
。

関
法

第
四
〇
巻
第
二
号

（
二
九
二
）

囲
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
ゆ
え
に
「
代
理
権
の
存
在
を
信
じ

な
お
本
稿
で
引
用
し
た
判
例
及
び
紙
数
の
関
係
で
引
用
で
き
な
か
っ
た
正
当
理
由
（
肯
定
・
否
定
）
判
例
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
、

(
1
)
-
0
九
条
の
第
二
類
型
は
、
白
紙
委
任
状
の
呈
示
の
ケ
ー
ス
や
―
-
0
条
に
お
け
る
梅
•
第
二
類
型
の
ケ
ー
ス
な
ど
で
あ
る
。
な
お
高
森
八
四

郎
「
白
紙
委
任
状
の
交
付
と
表
見
代
理
」
関
法
四
〇
巻
一
号
＝
―

2
六
頁
参
照
。

(

2

)

通
説
的
理
解
に
よ
れ
ば
、
一
〇
九
条
の
善
意
・
無
過
失
は
―

-
0条
の
正
当
理
由
と
内
容
に
お
い
て
差
異
は
な
く
、
た
だ
一

0
九
条
に
つ
い
て

は
、
本
人
が
立
証
責
任
を
負
担
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
差
異
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
見
で
は
‘
―

-
0条
の

正
当
理
由
は
一

0
九
条
の
善
意
・
無
過
失
と
内
容
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
り
、
単
な
る
立
証
責
任
の
負
担
の
差
異
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
一

0
九
条
の
第
一
類
型
の
場
合
は
、
授
権
表
示
の
明
示
性
が
強
い
の
で
、
相
手
方
が
善
意
で
あ
れ
ば
無
過
失
で
あ
る
こ
と
は
事
実
上
推
定
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
〇
九
条
の
第
二
類
型
の
場
合
に
は
、
授
権
表
示
の
明
示
性
が
弱
い
の
で
、
授
権
表
示
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
て
も
、
相
手
方
の

善
意
・
無
過
失
の
内
容
が
問
題
と
さ
れ
る
。
高
森
八
四
郎
「
白
紙
委
任
状
の
交
付
と
表
見
代
理
」
関
法
四
〇
巻
一
号
二
九
頁
以
下
参
照
。

本
稿
は
、
わ
れ
わ
れ
が
敬
愛
す
る
本
学
の
教
授
・
間
登
志
夫
先
生
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
こ
に
慎
し
ん
で
間
登
志
夫
先
生
の
還
暦

を
記
念
し
て
先
生
に
献
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。




